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平成２３年第１回南幌町議会定例会会議録     ３月８日 

 

議  長   おはようございます。             （午前９時３０分） 

 本日をもって召集されました、平成２３年第１回南幌町議会定例会を

開会いたします。 

 本日の出席人員は１１名でございます。直ちに本日の会議を開きます。 

 本定例会の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでござい

ます。追加日程１ 発議第２号より追加日程３ 発議第４号までの３議

案を日程に追加いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって追加日程１ 発議第２号より追加日程

３ 発議第４号までの３議案を日程に追加することに決しました。 

 ●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 指名につきましては、会議規則第１１８条の規定により議長において

指名いたします。 

 ７番 落合 進君、８番 志賀浦 学君。以上ご両名を指名いたしま

す。 

 ●日程２ 会期の決定をいたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は３月８日より３月１８日までの

１１日間といたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会は３月８日より３月１８日ま

での１１日間と決しました。 

 ●日程３ 諸般報告をいたします。 

 ・１番目 会務報告をいたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   会務報告につきましては、只今局長朗読のとおりでございますので報 

告済といたします。 

 ・２番目 例月出納検査結果報告をいたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   例月出納検査結果報告につきましては只今局長朗読のとおりでござ

いますが、別紙内容についてご質疑があれば発言を許します。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、例月出納検査結果報告につきましては報告

済といたします。 

 ・３番目 町長一般行政報告をいたします。町長。 

町  長   本定例会にあたり、１件の行政報告を申し上げます。損害賠償請求事 

件についてご報告申し上げます。本件につきましては、１２月議会にて

損害賠償請求事件に関する訴えの提起についてということで提案して

おりましたが、平成２３年２月２日の第２回口頭弁論にて、被害者の過
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失割合を認めることは難しいとの最終弁論が出され、即日結審し、去る

３月２日に判決が出されたところであります。内容は、本町の主張が全

面的に認められ、被告に対し請求金額の全額を支払えとの判決でありま

す。今後につきましては、弁護士と協議の上、取り進めて参ります。 

議  長   以上で町長の一般行政報告につきましては報告済といたします。 

 ●日程４ 平成２３年度町政執行方針演説を行います。 

 町長。 

町  長   （平成２３年度町政執行方針演説をする。） 

議  長   以上で町政執行方針演説を終わります。 

 ●日程５ 平成２３年度教育行政執行方針演説を行います。 

 教育長。 

教 育 長   （平成２３年度教育行政執行方針演説をする。） 

議  長   以上で教育行政執行方針演説を終わります。 

 両執行方針演説につきましては、只今をもって終結いたします。なお、

両執行方針に対する質問につきましては、一般質問において執り行うこ

とといたしますのでご承知願います。 

 １０時４５分まで休憩いたします。 

（午前１０時３１分） 

（午前１０時４５分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 ●日程６ 報告第２号 産業経済常任委員会審査結果報告について

を議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   審査結果について産業経済常任委員長より報告願います。 

 ９番 本間 秀正君。 

本間議員   平成２３年２月１０日付、南幌町議会議長宛、産業経済常任委員長  

本間 秀正。委員会審査報告書。本常任委員会に付託された事件は、次

のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。平

成２２年第４回定例会において産業経済常任委員会に付託され、閉会中

の継続審査となっておりました、発議第１９号 南幌町街路樹等の管理

に関する条例制定について、審査経過を申し上げます。第１回、平成２

２年１２月２８日、内部審査を行っております。第２回、平成２３年１

月２０日、審査のため説明員として産業建設課長、土木グループ主幹の

出席を求め、条例制定等に対する意見聴取を行っております。第３回、

平成２３年２月１０日、審査意見のまとめを行い、その後採決を行って

おります。審査結果について申し上げます。賛成少数により否決とすべ

きものと決定。なお、審査意見については次のとおりとする。審査意見、

街路樹等の管理に関する規定については、本来は町全体の環境、景観を

整備する計画や条例等の制定が優先されるべきものであり、現下におい

ては関連法律、北海道景観計画等、更には南幌町総合計画及び都市計画

マスタープランに基づく環境並びに景観等に関する取り組みに委ねる
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べきである。また、南幌町街路樹等の管理に関する条例案は、樹木の管

理及び選定等について規制を設けるものであるが、農業が基幹産業であ

る本町にとって、農作物の生産に少なからず影響が生じるものであり、

条例制定には慎重を期すべきものである。以上です。議員各位の賛同を

よろしくお願いいたします。 

議  長   只今の委員長報告についての質疑を行います。 

 ８番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   只今の審査意見の中で何点か質問したいと思います。北海道の景観計 

画等は平成２０年に施行されて、本町も適用の枠の中にあるということ

は十分承知しております。また総合計画、第４期の中でも、また緑豊か

な田園文化の町、また都市計画マスタープランなどでも、環境並びに景

観を謳っているところであります。その中で１６年に落合議員が一般質

問した樹木伐採問題、また１７年に私が問題視した１３線のナナカマド

の強剪定、その他はまなす通りの白樺、下枝処理による枯れ、また昨年

の１４線のプラタナス、これだけのことが、緑豊かな田園文化の町にな

ぜなったのかと。この景観条例その他と言いますけど、また景観計画の

中に謳われているのに、事実こういうことが起きている、そういうこと

が委員会の中で話された経緯があるのか。また、こういうことを、今の

北海道の景観計画の中で、どう規制されているのでどうしたら良いとか

という、そういう話された経緯があるのか、１点伺いたいと思います。 

 また、次にですね、本条例は街路樹等に力点を置いたところでありま

す。または事実でありますから、それが基幹産業の農作物に影響が生じ

ると書いてあるんですけど、具体的にどのようなものが影響を及ぼす点

になっているのか、その辺を説明頂きたいと思います。 

 また、これは意見と質問の両方なんですけど、審査意見の中で、でき

れば私は、今後議会として景観条例制定等について取り組み、その中で

街路樹管理も取り組む方向でいくというような流れを期待していた訳

なんですけども、これから委員会の中で景観条例制定に向けて取り組む

べきという意見がなかったのかあったのか、その辺もお知らせ願いたい

と思います。 

議  長   ９番 本間君。 

本間議員   只今、志賀浦議員の方から質問がありましたが、質問についてお答え 

をいたします。剪定を行うことで話されたかということの中身なんです

けれども、これについては委員会の中で十分話をさせて頂きました。落

合議員の一般質問から、それから志賀浦議員の一般質問についても、十

分皆さんと話をさせて頂きました。ただ、この件について、ただ剪定だ

けを行って、本当にその規定だけで良いのかというようなことも話され

ました。 

 また、２点目にあったとおり、本町が農業が基幹の町であるというこ

とで、どのような影響があるかということについても、一緒にその旨に

ついては話されました。落合議員の一般質問等にあったとおり、あれは

道路に生えている防風林的なものもあったんですけども、そういったも



 ４

のを伐採する時に、各農家との話し合い、それから本地がどちらになっ

ているのかという問題、それを誰が植えたのかとか、いろいろな意味が

ちょっとありました。それで本町でもいろいろ、水稲それからいろいろ

な作物について農薬散布を行っておりますけども、その面についても、

この規定が設けられると農業地帯に相当影響が生じるというようなこ

とも話されました。 

 それから今後について取り組みはどうなのかということについても、

これについても委員会で話が出ました。この件についても全体の大枠の

中で話をされたらどうなのかと、それから町と議会と両方で一緒になっ

て話をして、景観について話をしていくべきものであるというような意

見が出されました。以上でございます。 

議  長   ８番 志賀浦君。 

志賀浦議員   先に提案した時に、私はある程度皆さんの質問の中で答えた経緯があ

(再質問)  るということで、記憶されている方もいると思うんですけども、まず農 

村地帯の防風用の樹木に関しては地先の問題であるということで、地先

が植えたものがどうのこうのということはないと、私はそういうニュア

ンスで答弁したと思います。また、前の樹木伐採の件に関しては、あれ

はもう確実に、景観的にはちょっと見られないようなものかなと。根元

からの伐採ではなくて中間からの伐採ということで、そういうものに対

しては、やはり行政として指導していくことも１つのものではないかな

と思っています。 

 また、農薬散布に関しましても、農薬散布で立木が枯れていくほどの

強い農薬を使っていると私は思っておりませんので、その辺、基幹産業

の農家には影響はないものと前回私は答弁した記憶がありますので、そ

の辺も考慮されていないという感覚だったのかなと。また、この問題は

一昨年も産業経済常任委員会で揉んで頂きましたので、同じ問題を２回

揉んでも、結果がそれほど変わらなかったということは、私の説明不足

もあったのかなと思うところです。 

 最後の１点なんですけど、農作物に少なからず影響があるという具体

例というのはどういうものなのか。例えば水稲で言うところの農薬散布

であれば、従来と変わらないものであると私は認識しています。その他

にもし農作物で影響があるものがあったら教えて頂きたいと。また、私

の説明不足もあったのかとは思うんですけども、これが否決すべきもの

と決定するという説明を頂きましたけども、この後に原案採決がありま

すので、その中で皆さん、議員各位の賛同を頂ければ幸いかなと思って、

私の質問、１問だけ聞いて終わります。 

議  長   ９番 本間君。 

本間議員   只今１点だけということで、どういった農作物に影響があるのかとい

(再答弁)  うようなことで質問がありました。どうしても畑ですとか水稲の周りに 

は、各種いろいろな形で農家の方が防風林等をいろいろ設けております。

その中にどうしても毛虫ですとか、農作物に対しての害虫が発生する源

になる可能性、またアブラムシ等もそうなんですけれども、それで、こ
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の志賀浦議員が提出された条例の中に農薬の散布は禁止ですとか、いろ

いろな条例がありました。そんなことから我々委員会としても、少なか

らずもいちいちそれを断って、町に断って散布するのか、それからいろ

いろな意味で少しずつ農作物に、剪定をきちっとできないというような

状況があれば影響があるのではないかというようなことが話され、それ

で影響が生じるものということで報告をしている次第です。以上でござ

います。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   私も農業への影響というところがちょっと分からなくて聞きたいな

と思っていました。街路樹ですから、自分でも予想と言うか、思い描く 

んですけれども、街路樹の周りに水田とかいろいろ、畑とかが割と少な

いのではないかと思うんですよね。それで今委員長が答弁しましたよう

に、確かに害虫は発生しますけれども、その辺で例えば農業を守るため

と言うか、基幹産業の農家の方から、具体的にそういう苦情と言うか、

そういうものが街路樹を植えているところとかに発生して、そういうの

が、今までの中で町の方に苦情とかがあったのかどうか、その辺もちょ

っと聞きたいなと思ったんですけども、そういうことの委員会の中での

議論とかはされたのかどうか、ちょっと１点伺います。 

議  長   ９番 本間君。 

本間議員   只今の質問にお答えをさせて頂きます。農業への影響についてという 

ことでは、委員会の中で相当話をさせて頂きました。それで現実に今ま

であったのかということなんですけれども、いろいろな所に防風林、そ

れから国有林、それから道が植えているものとか、町で植えている防風

林、それから街路樹もあります。それで例えば日陰になってどうしよう

もないから剪定をしてどうですかと、勝手に切るとこれは違法になりま

すので、そういった面についても、ちょっと今回、２回目の時ですか、

土木グループの方々にもそういった面もお聞きしております。そういっ

たことで、かなりの面で制約を受ける、このままいってしまうと制約を

受けることになるので、各農家の方は困惑するというようなこともあり

ますので、やはり全体の景観の中で、どこまでが良くてどこまでが悪い

のかというのを出すのであればきちっと出さなければならないし、そう

いった面も含めて検討した結果、今回については慎重にするべきである

ということで、今回この内容で提出をさせて頂きました。以上でござい

ます。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 （なしの声） 

 ご質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

 産業経済常任委員会の審査結果は、委員長報告のとおり否決でありま

す。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 
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 （なしの声） 

 それでは原案について採決を行います。採決にあたりましては起立採

決を行います。 

 発議第１９号 南幌町街路樹等の管理に関する条例制定について、原

案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立３名、着席７名） 

 どうぞご着席下さい。 

 賛成起立少数であります。よって本案は否決されました。 

 ●日程７ 議案第３号 南幌町非核・平和のまち宣言についてを議題

といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第３号 南幌町非核・平和のまち宣言に 

つきまして提案理由を申し上げます。世界の平和の実現と核兵器の廃絶

は、私達人類共有の願いであります。しかし、世界では未だ戦争が止ま

ず、多くの尊い命が失われ、人類は核兵器の脅威にさらされております。

私達は世界で唯一の核兵器による被爆体験した国民として、その悲惨さ

や恐ろしさを全世界に伝えていく重要な役割を担っており、再び核兵器

による惨禍を二度と繰り返すことのない平和な世界の実現に向け努力

しなければなりません。私達が目指すまちづくりは、先人が築いた水と

緑豊かな大地に育まれた南幌の地を守り、次代を担う子ども達に引き継

いでいくため、私達南幌町民は友愛の心を持ち、平和の尊さと平和維持

の重要性について意識啓発を推進していくため、南幌町非核・平和のま

ち宣言を行うものであります。なお、宣言文につきましては議決の日を

もって定めたく存じますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは宣言文を朗読させて頂きます。南幌町非核・平和のまち宣言。

核兵器を廃絶し、恒久平和を実現することは人類共通の願いです。しか

しながら、いまなお核兵器は存在し全ての人類に脅威を与え続けていま

す。我が国は核兵器による唯一の被爆国として非核三原則を堅持し、す

べての国の核兵器がすみやかに廃絶され、戦争のない人類永久の平和が

確立されることを強く願うものであります。私たち南幌町民は、水と緑

にはぐくまれた自然と豊かな郷土を大切に守り、未来を担う子供たちと

美しいふるさとのために、町民一人ひとりが平和の実現に向け努力する

ことを誓い、ここに非核・平和のまちを宣言いたします。 

 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議お願い申し上げま

す。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   このような宣言が決議されることは大変重要であり、大きく評価した 

いと思います。私は２回このことについて質問させて頂きましたけれど

も、視察などでいろいろなところに出かけた時に、やはり自治体が平和



 ７

のまちとしてどのような取り組みをされているのかが大きな関心であ

ります。２年前でしたか、行きました本別町では、教育委員会で平和教

育の一環としていろいろな催しを開催したり、広島、長崎で子どもが被

爆者の声を聞いてくるという取り組みをされている自治体もあると聞

いています。１点伺います。どのような形で町民に知らせていくのか、

また今後の取り組みの計画など、もしその考えがあれば伺いたいと思い

ます。 

町  長   只今の熊木議員のご質問にお答えいたしますが、この宣言が議決され 

れば、広報誌等々で町民にお知らせしたいと思いますし、新年度予算の

中にそれらしき予算も組みながら、いろいろ検討していきたいなという

ふうに思っておりますが、まず宣言を議決頂いた後にいろいろ考えてい

きたいものと考えております。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第３号 南幌町非核・平和のまち宣言については、原案のとおり

可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 ●日程８ 議案第４号 第５期南幌町総合計画基本構想についてを

議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第４号 第５期南幌町総合計画基本構想 

につきましては、第４期南幌町総合計画の計画期間が平成２２年度をも

って終了することから、新たに平成２３年度を初年度として平成２８年

度を目標年度とする第５期南幌町総合計画について、総合計画策定審議

会からの答申を基に策定いたしましたので本案を提案するものであり

ます。第５期南幌町総合計画基本構想につきましてよろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

議  長   只今上程されました第５期南幌町総合計画基本構想の取り扱いにつ

いてお諮りいたします。 

 ７番 落合 進君。 

落合議員   只今上程されました第５期南幌町総合計画基本構想の審査につきま

しては、議長を除く１０名による総合計画審査特別委員会を設置して、 

本案を付託し休会中に審査してはいかがかと思いますので、議長よりお
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諮り願います。 

議  長   お諮りいたします。只今の落合君からのご発言は、１０名による総合 

計画審査特別委員会を設置して、本案を付託し休会中に審査するという

ご意見でありますが、さよう決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は総合計画審査特別委員会に付託

し、休会中に審査することに決しました。 

 只今設置されました総合計画審査特別委員会の正副委員長について

お諮りいたします。 

 ７番 落合 進君。 

落合議員   只今設置されました総合計画審査特別委員会の委員長には側瀬 敏

彦議員、副委員長には本間 秀正議員の両氏を推薦いたしますので、議 

長よりお諮りを願います。 

議  長   お諮りいたします。只今落合君から提案がありましたとおり、委員長 

には側瀬 敏彦君、副委員長には本間 秀正君とのご発言でありますが、

さよう決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって委員長には側瀬 敏彦君、副委員長に

は本間 秀正君と決しました。 

 ●日程９ 議案第５号 第三次国土利用計画（南幌町計画）について

を議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第５号 第三次国土利用計画（南幌町計 

画）につきましては、国土利用計画法に基づき、南幌町の自然、社会、

経済及び文化的な諸条件に配慮し、総合的かつ長期的観点に立って町土

の有効利用を図ることを目的として策定しましたので本案を提案する

ものであります。詳細につきましてはまちづくり課長が説明いたします

ので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。まちづくり課長。 

まちづくり課長   議案第５号 第三次国土利用計画（南幌町計画）についてご説明を申

し上げます。本計画案は、新たに平成２３年度から平成３２年度までの 

計画として、都市計画審議会において策定したものでございます。平成

２０年度に道が第４期として策定した北海道計画に沿った形となった

ものであります。以下、別途お配りしております議案第５号資料①に基

づきましてご説明をさせて頂きます。 

 全体の構成といたしましては、大きく３つから構成されています。ま

ず１番目の町土の利用に関する基本構想においては、町土利用の基本方

針として、基本条件、基本計画における課題についてそれぞれ記載して

います。最初に基本的な条件としては、人口減少、高齢化の進む中、低

未利用地が増加する傾向にあり、土地利用の効率の低下が懸念されると
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しています。また、環境問題が深刻化し、環境に対する住民の意識も大

きく変わる中、自然環境、生態系に与える負荷を軽減するため、自然シ

ステムにかなった利用を進める必要があるとしています。また、災害に

対する安全性の要請など、地域住民のニーズをくみ取りつつ土地利用を

進めていかなければならないとしています。更には生活様式や価値観の

多様化により、都市と農村などの地域間交流や連携など、多様な主体の

関わりにより、土地利用を総合的に捉えていくことが重要としています。 

 次に、本計画における課題といたしまして、町土が限られた資源であ

ることを前提として、より良い状態で町土を次世代へ引き継ぐこと、即

ち持続可能な町土管理を行うことを掲げています。その前提として、土

地需要の量的調整に関し、住宅地や工業団地等の都市計画的土地利用に

ついては、低未利用地の有効利用の促進、その合理化及び効率化を図り、

農業的土地利用などの自然的土地利用については、農業生産活動とゆと

りある人間環境の場として、適正な保全と利用を図る必要があるとして

います。また、町土利用の質的向上に関し、安全で安心できる町土利用

の観点からは、町土の安全性を総合的に高めていく必要性、循環と共生

を重視した観点からは、自然システムにかなった町土利用の推進、更に

美しくゆとりある町土利用の観点からは、ゆとりある都市環境の形成、

農村における緑豊かな環境の確保を図るなど、それぞれの観点から総合

的に土地利用の質を高めていく必要があるとしています。これら課題へ

の対応に当たっては、都市的土地利用と自然的土地利用の適切な配置に

よる調和のある土地利用を進めるとともに、国、北海道、町などによる

公的役割の発揮、土地所有者等による適切な管理に加え、住民等の多様

な主体による町土管理への参加により、町民一人ひとりが町土管理の一

翼を担う動きを推進することとしています。 

 １ページめくって頂きまして、次に町土利用の基本方向といたしまし

ては、まず地域類型別の基本方向として、市街地域、農業地域、自然維

持地域に区分しています。市街地域については利便性、快適性の高い歩

行空間や、ユニバーサルデザインによるネットワークの形成、低未利用

地の有効利用の促進、特に地域防災体制の充実と、オープンスペースの

確保により災害に強いまちづくりと、美しくゆとりのある環境形成を図

ることとしています。農業地域については、優良農地を確保し、地域住

民を含む多様な主体の参加等により、町土資源の適切な管理を図り、更

に水害等自然災害の防止等により農業地域の安全性を確保するとして

います。自然維持地域については、野生生物の生息、生育空間の適切な

配置や連続性を確保しつつ、都市、農村との適切な関係の構築を図り、

更に自然体験、学習等の自然とのふれあいの場として節度ある利用を図

ることとしています。 

 次に利用区分別の基本方向としては、農用地から低未利用地までそれ

ぞれ方向性を示しています。主なものとして、農用地については効率的

な土地利用と生産性の向上、優良農地の確保、環境と調和した農業推進

を図ることとしています。水面、河川、水路については、遊水地などの
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河川整備など適切な維持管理を図ることとしています。道路については、

広域幹線道路網の整備として、地域高規格道路道央圏連絡道路や国道３

３７号等の整備など、交通ネットワークの形成を図ることとしています。

住宅地については、基本的には新たな宅地造成はないものとし、耐震、

環境性能を含めた住宅ストックの向上と、良好な住環境が形成されるよ

う必要な用地の供給を図ることとしています。工業用地については、現

在の工業用地を前提として、情報化の進展に伴う構造変化、工場立地動

向を踏まえ、総合的な立地環境づくりを進めることとしています。 

 ２番目の町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地

域別の概要については、計画目標年次は平成３２年度とします。次に基

礎的な前提として人口及び世帯数を示しますが、国土利用計画における

数値は、目標年次を平成３２年度としたことから、都市計画マスタープ

ランにおける数値と同様、人口８，６００人、世帯数３，３００戸とし

ます。町土の利用区分については、農用地、森林などの地目別区分とし

ます。目標年次における規模の目標については、資料の右表のとおりと

なっております。それぞれ農用地については５４．７８㎢、森林につい

ては１．４７㎢、原野０．２１㎢、水面・河川等につきましては８．２

３㎢、道路につきましては６．３０㎢、宅地については４．２４㎢とな

っています。地域区分については、南幌市街地、夕張太地区、田園地区

の３地域としています。利用区分ごとの規模の目標の地域別概要につい

ては、千歳川流域治水対策整備計画や、地域高規格道路道央圏連絡道路

の整備などにより、農用地については減少し、道路及び水面・河川・水

路については増加するものと予想しています。 

 最後に３番目の、２に掲げる目標を達成するために必要な措置として、

（１）公共福祉の優先から（１０）指標の活用まで、それぞれを示して

います。この項目については基本的に第二次南幌町計画を踏襲していま

すが、北海道計画で新たに示された内容の追加と文言の修正を行ってお

ります。措置概要の方向性として、必要な措置として安全で安心できる

町土利用、循環と共生を重視した町土利用、美しくゆとりある町土利用

等の観点を総合的に勘案し、実施を図ることとしています。主な追加事

項を申し上げます。（４）町土の保全と安全性の確保の中で、農用地管

理のための基礎条件の整備の項目を追加し、未利用地の農用地としての

活用や担い手の育成の推進など、農用地管理の促進について示していま

す。（５）環境の保全と美しい町土の形成では、環境負荷を低減する町

土の形成と、３Ｒの推進と必要な用地の確保を追加して、それぞれ低炭

素社会の構築の取り組みなどによる環境負荷の小さなシステムによる

適正な土地利用と循環型社会形成の一層の促進について追加していま

す。更に優れた自然環境や自然景観の保全等として、農業的土地利用が

行われているような２次的な自然については、適切な農業活動や民間・

ＮＰＯ等による保全の推進などにより維持形成、また地域特性に応じた

自然とのふれあいや環境教育の場の確保、更に野生鳥獣による被害防止

や、健全な地域個体群の維持を図ることなどを示しています。最後の（１
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０）指標の活用においては、第二次計画においては必要に応じて計画の

見直しを行うこととしていましたが、本計画においては北海道計画の見

直しに合わせ、計画決定により概ね５年後に計画の総合的な点検を行う

こととしています。 

 以上で国土利用計画南幌町計画についてご説明を終わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第５号 第三次国土利用計画（南幌町計画）については、原案の

とおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 ●日程１０ 議案第６号 南幌町の行財政を考える町民会議条例を

廃止する条例制定についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第６号 南幌町の行財政を考える町民会 

議条例を廃止する条例制定につきましては、南幌町の行財政を考える町

民会議の委員の任期が平成２３年３月３１日をもって委嘱期間満了と

なることに伴い本案を提案するものであります。詳細につきましてはま

ちづくり課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願

い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。まちづくり課長。 

まちづくり課長   議案第６号 南幌町の行財政を考える町民会議条例を廃止する条例

制定についてご説明をいたします。南幌町の行財政を考える町民会議の 

設置目的である南幌町自立緊急実行プランの策定が終了していること、

本年３月３１日付をもって委員の任期が満了となることから、現条例を

廃止するものであります。 

 以下、条文及び附則を読みあげて説明とさせて頂きます。南幌町の行

財政を考える町民会議条例を廃止する条例。南幌町の行財政を考える町

民会議条例（平成２１年南幌町条例第１６号）は廃止する。附則、この

条例は、平成２３年４月１日から施行する。以上です。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに
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採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第６号 南幌町の行財政を考える町民会議条例を廃止する条例

制定については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 ●日程１１ 議案第７号 南幌町新エネルギー導入等促進基金条例

を廃止する条例制定についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第７号 南幌町新エネルギー導入等促進 

基金条例を廃止する条例制定につきましては、新エネルギー導入等促進

基金を廃止するため本案を提案するものであります。詳細につきまして

はまちづくり課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。まちづくり課長。 

まちづくり課長   議案第７号 南幌町新エネルギー導入等促進基金条例を廃止する条

例制定についてご説明いたします。国の地域活性化・生活対策臨時交付 

金を原資とし、南幌町における新エネルギー導入促進のために設けられ

た南幌町新エネルギー導入等促進基金条例は、基金全額をその使途に充

当いたしましたので廃止するものでございます。 

 以下、条文を読み附則を読みあげて説明とさせて頂きます。南幌町新

エネルギー導入等促進基金条例を廃止する条例。南幌町新エネルギー導

入等促進基金条例（平成２１年南幌町条例第３号）は廃止する。附則、

この条例は、公布の日から施行する。以上です。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第７号 南幌町新エネルギー導入等促進基金条例を廃止する条

例制定については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時３１分） 
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（午後 １時００分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 日程１２ 議案第８号より日程１８ 議案第１４号までの７議案に

つきまして、関連がございますので一括提案いたします。 

 ●日程１２ 議案第 ８号 南幌リゾート対策資金貸付基金設置条 

              例を廃止する条例制定について 

 ●日程１３ 議案第 ９号 平成２２年度南幌町一般会計補正予算 

              （第７号） 

 ●日程１４ 議案第１０号 平成２２年度南幌町国民健康保険特別 

              会計補正予算（第４号） 

 ●日程１５ 議案第１１号 平成２２年度南幌町病院事業会計補正 

              予算（第３号） 

 ●日程１６ 議案第１２号 平成２２年度南幌町下水道事業特別会 

              計補正予算（第２号） 

 ●日程１７ 議案第１３号 平成２２年度南幌町介護保険特別会計 

              補正予算（第３号） 

 ●日程１８ 議案第１４号 平成２２年度南幌町後期高齢者医療特 

              別会計補正予算（第１号） 

 以上７議案を一括して議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第８号から議案第１４号までの７議案に 

つきまして提案理由を申し上げます。 

 まず議案第８号 南幌リゾート対策資金貸付基金設置条例を廃止す

る条例制定につきましては、南幌リゾート対策資金貸付基金を廃止する

ため本案を提案するものであります。 

 次に議案第９号 平成２２年度南幌町一般会計補正予算（第７号）に

つきましては、国の第２次配当に伴う地域活性化・住民生活に光をそそ

ぐ交付金事業の追加、南幌町土地開発公社償還金にかかる貸付金の追加、

病院事業会計繰出金の追加並びに年度末における事務事業の精査が主

な理由であります。なお、病院事業会計において資金不足の発生が予想

されるため、繰出基準外の繰出金として３，８５０万円を計上しており

ますが、当初より申し上げておりました繰出基準内に収めることができ

なかったことに対し、お詫びを申し上げる次第であります。 

 また、次の議案第１０号 平成２２年度南幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）につきましては、歳出では一般被保険者にかかる保

険給付費の減額、共同事業拠出金及び基金積立金の減額、歳入では保険

給付費の減に伴う国庫支出金の減額並びに年度末における各種財源の

精査が主な理由であります。 

 次に議案第１１号 平成２２年度南幌町病院事業会計補正予算（第３

号）につきましては、一般会計からの繰入及び年度末における事務事業
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費の精査が主な理由であります。 

 次に議案第１２号 平成２２年度南幌町下水道事業特別会計補正予

算（第２号）につきましては、下水道使用料の減額に伴う一般会計から

の繰入及び年度末における事務事業費の精査が主な理由であります。 

 次に議案第１３号 平成２２年度南幌町介護保険特別会計補正予算

（第３号）につきましては、歳出では保険給付費及び地域支援事業の減

額、歳入では支払基金交付金の追加及び年度末における各種財源の精査

が主な理由であります。 

 次に議案第１４号 平成２２年度南幌町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）につきましては、歳出では後期高齢者医療広域連合納

付金の減額、歳入では保険料及び一般会計繰入金の精査が主な理由であ

ります。 

 議案第８号につきましてはまちづくり課長が、議案第９号につきまし

ては副町長が、議案第１０号及び議案第１３号から議案第１４号につき

ましては住民課長が、議案第１１号につきましては病院事務長が、議案

第１２号につきましては産業建設課参事が説明いたしますので、よろし

くご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。まちづくり課長。 

まちづくり課長   議案第８号 南幌リゾート対策資金貸付基金設置条例を廃止する条

例制定についてご説明をいたします。南幌リゾート対策資金貸付基金に 

つきましては、南幌リゾートに関し、北海土地改良区及び道営分水区の

決裁金の未払者に貸し付ける目的で設置されましたが、貸付対象者がい

なくなったことから廃止するものであります。 

 以下、条文及び附則を読み上げて説明といたします。南幌リゾート対

策資金貸付基金設置条例を廃止する条例。南幌リゾート対策資金貸付基

金設置条例（平成１３年南幌町条例第１号）は廃止する。附則、この条

例は、公布の日から施行する。以上です。 

議  長   副町長。 

副 町 長   それでは議案第９号 平成２２年度南幌町一般会計補正予算（第７

号）の説明を申し上げます。 

 始めに歳出から説明を申し上げます。２５ページをご覧頂きたいと思

います。１款議会費１項１目議会費、補正額２４万１，０００円の減額

でございます。９節旅費で２４万１，０００円の減額でございます。精

査によるものでございます。 

 次ページに参ります。２款総務費１項１目一般管理費、補正額３３５

万６，０００円の減額でございます。９節旅費で５２万５，０００円の

減額、１１節需用費で６１万９，０００円の減額、１２節役務費で５６

万９，０００円の減額、それぞれ精査によるものでございます。１３節

委託料５５万６，０００円の減額でございます。電算プログラム改修と

いうことで、給与システムの変更がなかったため減額をするものでござ

います。１４節使用料及び賃借料９５万円の追加でございます。複写機

使用料として、総合計画など各種資料作成が例年より増加したため追加
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をさせて頂くものでございます。１８節備品購入費２０３万７，０００

円の減額でございます。電算機器管理用備品で、入札減によるものでご

ざいます。 

 ３目財産管理費、補正額６，０６９万６，０００円の減額でございま

す。１８節備品購入費で１５６万６，０００円の減額、庁舎放送設備に

つきましては、機器を安価なものにしたために減額となったものでござ

います。議場録音機器につきましては、見積合わせによる減であります。

２５節積立金５，９１３万円の減額でございます。財政調整基金利子積

立金につきましては、確定により減額するものでございます。次ページ

の財政調整基金積立金につきましては、財源調整を行うものでございま

す。これにより基金への積立金につきましては８３０万３，０００円と

なります。 

 ４目企画振興費、補正額１億３，９３３万３，０００円の追加でござ

います。１９節負担金補助及び交付金で２，６００万円の追加、土地開

発公社補助金として、公社借入償還分の利子分を補助するものでござい

ます。２１節貸付金で１億１，３３３万３，０００円の追加でございま

す。同じく土地開発公社貸付金として、公社借入償還金の元金分を貸し

付けるものでございます。 

 ６目交通安全対策費、補正額１０万７，０００円の減額でございます。

９節旅費で１０万７，０００円の減額、精査によるものでございます。 

 ９目職員給与費、補正額ゼロでございます。財源内訳を変更するもの

でございます。 

 １０目諸費、補正額が２３万５，０００円の減額でございます。１９

節負担金補助及び交付金で２３万５，０００円の減額、それぞれ精査に

よるものでございます。 

 １１目行財政改革推進費、補正額１２万７，０００円の減額でござい

ます。１節報酬で１２万７，０００円の減額、開催回数の減によるもの

でございます。 

 次ページに参ります。１３目地域活性化対策事業費、補正額８７６万

３，０００円の追加でございます。内容につきましては別に配付してお

ります資料により説明をさせて頂きたいと思います。資料の議案第９号 

一般会計補正予算資料、平成２２年度地域活性化・きめ細かな交付金事

業一覧表をご覧頂きたいと思います。上段の平成２２年度地域活性化・

きめ細かな交付金事業につきましては、１月２０日開催の議会臨時会で

追加した事業でございます。金額の変更はございませんけれども、全事

業を繰越事業とするものでございます。続きまして下段の平成２２年度

地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業一覧表でございます。同

じく前回補正したもので、１番から５番につきましては１月２０日の臨

時会で補正をさせて頂いたところでございます。このうち４番目と５番

目につきましては繰越事業とするものでございます。今回の補正につき

ましては、６番目と７番目の事業となります。前回も説明いたしました

が、交付金の追加配分に伴う事業を追加するもので、まず６番目では健
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康管理システム整備事業ということで、既存のシステムのセキュリティ

サポート期限の終了に伴う健康管理システムの整備をするものでござ

います。金額につきましては６７２万６，０００円となっております。

７番目のあんしんキット見守り事業につきましては、かかりつけ医や緊

急連絡先等を記入し保管するあんしんキットを高齢者宅に配付するも

ので、それぞれ繰越事業として実施するものでございます。なお、交付

金の総額は１，８７６万１，０００円となっております。当初分が１月

に説明したとおり１，１１１万１，０００円でございますので、今回追

加交付が７６５万円となっております。それでは予算書の２８ページに

お戻りいただきたいと思います。４節共済費で２２万円の追加、７節賃

金で１３７万７，０００円の追加、１１節需用費で４４万円の追加でご

ざいます。この経費があんしんキット見守り事業に要する経費の追加と

なっております。１２節役務費で５０万４，０００円の追加、１３節委

託料で６２２万２，０００円の追加でございます。この経費が健康管理

システム整備事業に要する経費の追加となっております。 

 ２項２目賦課徴収費、補正額が１３万１，０００円の減額でございま

す。１３節委託料で１３万１，０００円の減額、入札減によるものでご

ざいます。 

 ４項２目参議院議員選挙費、補正額が４１万７，０００円の減額でご

ざいます。７節賃金で１６万８，０００円の減額、次ページ、１１節需

用費で２４万９，０００円の減額、それぞれ確定によるものでございま

す。 

 次ページに参ります。３款民生費１項１目社会福祉総務費、補正額２

０４万５，０００円の減額でございます。１８節備品購入費で１１万１，

０００円の追加でございます。国民年金情報システム対応のパソコンを

購入するもので、全額助成対象となるものでございます。１９節負担金

補助及び交付金１６万２，０００円の減額でございます。精査によるも

のでございます。２８節繰出金１９９万４，０００円の減額でございま

す。後ほど特別会計で説明を申し上げます。 

 ２目障がい者福祉費、補正額が１，１００万４，０００円の追加でご

ざいます。１３節委託料で１０８万３，０００円の減額、地域生活支援

事業として、対象者の減によるものでございます。２０節扶助費で１，

２０８万７，０００円の追加でございます。それぞれ利用者の増に伴い

追加をするものでございます。 

 ３目老人福祉費、補正額２５万６，０００円の追加でございます。２

０節扶助費で２０万円の追加、緊急通報装置として２セット分追加する

ものでございます。次ページ、２８節繰出金５万６，０００円の追加で

ございます。後ほど特別会計で説明を申し上げます。 

 ７目後期高齢者医療費、補正額７３万円の減額でございます。２８節

繰出金で７３万円の減額、これにつきましても後ほど特別会計で説明を

申し上げます。 

 ２項１目児童福祉総務費、補正額が１１７万２，０００円の減額でご
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ざいます。７節賃金で１１７万２，０００円の減額、それぞれ実績に基

づき減額するものでございます。 

２目児童措置費、補正額１，６４２万８，０００円の減額でございます。

２０節扶助費で１，６４２万８，０００円の減額、児童手当につきまし

ては実績に基づき追加をさせてもらうものでございます。子ども手当に

つきましては、当初は制度がまだ流動的だったため、対象者を広く積算

していたため、実績により大幅な減額となったところでございます。 

 ３目保育所費、補正額１９４万２，０００円の減額でございます。１

９節負担金補助及び交付金で１９４万２，０００円の減額、それぞれ利

用者の減により減額するものでございます。 

 次ページに参ります。４款衛生費１項１目保健衛生総務費、補正額１

３０万２，０００円の減額でございます。１２節役務費で１３０万２，

０００円の減額、それぞれ実績に基づきまして減額をするものでござい

ます。 

 ２目予防費、補正額４２８万６，０００円の減額でございます。１３

節委託料で４２８万６，０００円の減額、これにつきましてもそれぞれ

実績に基づき減額をするものでございます。 

 ３目環境衛生費、補正額３８万円の減額でございます。１９節負担金

補助及び交付金で３８万円の減額でございます。確定によるものでござ

います。 

 ４目病院費、補正額４，１９８万６，０００円の追加でございます。

１９節負担金補助及び交付金で２７６万２，０００円の追加、２８節繰

出金で３，９２２万４，０００円の追加となります。本年度の病院に対

する繰出金等の状況を資料によりまして説明をさせて頂きたいと思い

ます。別に配付しております議案第９号 一般会計補正予算資料、平成

２２年度町立病院負担金・出資金・繰出金３月補正予算説明資料をご覧

頂きたいと思います。今回の補正につきましては、特別交付税の確定に

伴い追加するものと、病院会計で決算上資金不足が生じる恐れがあるこ

とから繰出金を追加するものでございます。先ほど説明しましたとおり、

１９節では小児救急ということで、特別交付税の確定に伴い、今回２７

６万２，０００円を追加し、トータルで１，２７６万２，０００円とす

るものでございます。２４節につきましては補正がございません。２８

節繰出金では、上から４段目になりますけれども、共済追加費用、これ

につきましても特別交付税の確定に伴いまして、今回２２万４，０００

円を追加し、トータルで１３８万４，０００円とするものでございます。

次に改革プラン、これにつきましても特別交付税の確定によりまして、

今回５０万円を追加させて頂くものでございます。合わせまして資金不

足に対応するため、資金不足額として３，８５０万円を追加させてもら

うものでございます。なお、資金不足額につきましては３月末でなけれ

ば確定しないため、ある程度余裕を見た中で予算計上させて頂いており

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 それでは予算書の３２ページにお戻り頂きたいと思います。５目保健
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福祉総合センター管理費、補正額４９万円の追加でございます。１１節

需用費で６１万円の追加、燃料単価の増によるものでございます。１４

節使用料及び賃借料で１２万円の減額、これにつきましては実績に基づ

き減額をさせて頂いております。 

 次ページに参ります。２項１目じん芥処理費、補正額７７８万１，０

００円の減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で７７８万１，

０００円の減額でございます。確定によるものでございます。 

 ３目合併処理浄化槽整備事業費、補正額が３３５万２，０００円の減

額でございます。１９節負担金補助及び交付金で２３５万２，０００円

の減額、実績に基づき減額するものでございます。２１節貸付金で１０

０万円の減額、実績がなかったことから全額を減額するものでございま

す。 

 次ページに参ります。５款農林水産業費１項１目農業委員会費、補正

額が４３万９，０００円の減額でございます。１節報酬で４３万９，０

００円の減額、農業委員１名が昨年退任したことにより減額するもので

ございます。 

 ２目農業振興費、補正額１，７１２万円の追加でございます。１３節

委託料で２１万４，０００円の減額、これにつきましては捕獲頭数の減

によるものでございます。１８節備品購入費では４３万７，０００円の

減額、それぞれ確定により減額をするものでございます。１９節負担金

補助及び交付金１，７７７万１，０００円の追加でございます。負担金

で持続的農業農村づくり促進特別対策事業３地区につきましては、現年

度分の事業費の確定と合わせまして、国の補正に伴い事業費を追加する

もので、国の補正分につきましては全額繰り越すものでございます。補

助金の農地情報共有化支援、更に強い農業づくり事業につきましては、

事業費の確定によるものでございます。 

 次ページに参ります。４目機場施設管理費、補正額３１９万円の減額

でございます。７節賃金で１４万３，０００円の減額、１１節需用費で

２０１万２，０００円の減額、１３節委託料で６３万５，０００円の減

額、１９節負担金補助及び交付金で４０万円の減額、それぞれ入札減を

含め、精査により減額をするものでございます。 

 ６目農村環境改善センター管理費、補正額８１万９，０００円の減額

でございます。１１節需用費で８１万９，０００円の減額、主に暗幕修

繕の入札減によるものでございます。 

 ８目ふれあい館管理費、補正額１５万円の追加でございます。１１節

需用費で１５万円の追加、燃料単価の増によるものでございます。 

 次ページに参ります。６款商工費１項１目商工振興費、補正額が１３

万７，０００円の減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で１

３万７，０００円の減額、事業費の確定により減額をするものでござい

ます。 

 次ページ、７款土木費２項１目道路橋梁総務費、補正額が６７万９，

０００円の減額でございます。１３節委託料で６７万９，０００円の減
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額、道路台帳の修正がなかったことから全額減額するものでございます。 

 ２目道路維持費、補正額が４１５万円の減額でございます。１３節委

託料で４１５万円の減額、入札減によるものでございます。 

 ３項３目公共下水道費、補正額が１９万３，０００円の追加でござい

ます。２８節繰出金で１９万３，０００円の追加、後ほど特別会計で説

明を申し上げます。 

 ５目土地整備事業費、補正額が９０４万円の減額でございます。１３

節委託料で９０４万円の減額、調整池整備事業ということで、当初予算

で土地開発公社に対し、草刈などの業務委託料を計上しておりましたが、

国への売却が早く完了したことから減額をするものでございます。 

 次ページに参ります。８款消防費１項１目消防費、補正額が５０２万

３，０００円の減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で５０

２万３，０００円の減額でございます。内容につきましては消防費の明

細で説明を申し上げます。４５ページをご覧頂きたいと思います。消防

費、歳入、繰越金、補正額が１３６万５，０００円の追加でございます。

平成２１年度繰越金１３６万５，０００円の追加でございます。次ペー

ジに参ります。歳出、本部費、補正額１１６万８，０００円の減額でご

ざいます。１９節負担金補助及び交付金で１１６万８，０００円の減額、

本部負担金の確定によるものでございます。南幌支署費、補正額が１５

８万５，０００円の減額でございます。２節給料から次ページ２７節公

課費まで、それぞれ精査によりまして追加並びに減額するものでござい

ます。続きまして南幌消防団費、補正額が７６万９，０００円の減額で

ございます。これにつきましても、１節報酬から次ページ２７節公課費

まで、それぞれ精査によりまして減額をするものでございます。最後に

４８ページになります。南幌支署施設費、補正額が１３万６，０００円

の減額でございます。１８節備品購入費で１３万６，０００円の減額、

入札減によるものでございます。 

 続きまして３９ページをご覧頂きたいと思います。９款教育費１項３

目教育振興費、補正額が２４９万６，０００円の減額でございます。１

３節委託料で２７万２，０００円の減額、それぞれ確定により減額する

ものでございます。１９節負担金補助及び交付金で２２２万４，０００

円の減額でございます。階層区分の変更など、確定により減額するもの

でございます。 

 ４目教育財産管理費、補正額が４０万円の追加でございます。１１節

需用費で４０万円の追加、主に校長住宅等のボイラーの修繕が増になっ

たことにより追加をさせて頂くものでございます。 

 ５目通学バス運営費、補正額が１５万円の追加でございます。１１節

需用費で１５万円の追加、燃料単価の増によるものでございます。 

 ２項１目学校管理費、補正額が２３１万３，０００円の追加でござい

ます。１１節需用費で２５０万円の追加、燃料単価の増によるものでご

ざいます。１３節委託料１８万７，０００円の減額でございます。それ

ぞれ入札減並びに確定による減額をするものでございます。 
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 次ページに参ります。２目教育振興費、補正額が２６万１，０００円

の減額でございます。１４節使用料及び賃借料で１１万１，０００円の

減額、主にスキー学習の回数の減によるものでございます。２０節扶助

費で１５万円の減額でございます。これにつきましては確定により減額

するものでございます。 

 ３項１目学校管理費、補正額１５０万円の追加でございます。１１節

需用費で１５０万円の追加、これにつきましても燃料単価の増によるも

のでございます。 

 ２目教育振興費、補正額が６０万２，０００円の減額でございます。

１３節委託料で５２万４，０００円の減額、入札減によるものでござい

ます。１９節負担金補助及び交付金で１４万３，０００円の減額、これ

につきましては確定により減額するものでございます。２０節扶助費で

６万５，０００円の追加、これつきましては認定者数の増により追加を

させて頂くものでございます。 

 ５項２目体育施設費、補正額が７万２，０００円の減額でございます。

１１節需用費で７万２，０００円の減額、精査によるものでございます。 

 ３目スポーツセンター管理費、補正額が１５万２，０００円の追加で

ございます。１１節需用費で１５万２，０００円の追加、燃料単価の増

並びに精査によるものでございます。 

 ４目給食センター運営費、補正額が８，０００円の追加でございます。

１１節需用費で１４１万３，０００円の追加でございます。燃料単価の

増並びに精査によるものでございます。１３節委託料で６２万２，００

０円の減額でございます。入札減によるものでございます。１８節備品

購入費で７８万３，０００円の減額でございます。これにつきましても

それぞれ入札減によるものでございます。 

 次ページに参ります。１０款公債費１項１目元金、補正額が１７４万

６，０００円の追加でございます。２３節償還金利子及び割引料で１７

４万６，０００円の追加でございます。２目利子、補正額が７０１万２，

０００円の減額でございます。２３節償還金利子及び割引料で７０１万

２，０００円の減額でございます。それぞれ確定によるものでございま

す。 

 次に歳入の説明をいたします。１２ページをご覧頂きたいと思います。

１款町税１項１目個人、補正額が１万５，０００円の追加でございます。

１節現年課税分で８３万５，０００円の追加、２節滞納繰越分で８２万

円の減額でございます。それぞれ収納見込により精査するものでござい

ます。 

 ２目法人、補正額が１，４４３万２，０００円の追加でございます。

１節現年課税分で１，４４３万２，０００円の追加でございます。主に

法人所得の増によるもので、収入見込により精査をするものでございま

す。 

 ２項１目固定資産税、補正額が９１０万１，０００円の追加でござい

ます。１節現年課税分で１，０１５万４，０００円の追加、２節滞納繰
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越分で１０５万３，０００円の減額でございます。これにつきましても、

それぞれ収納見込により精査をするものでございます。 

 ４項１目町たばこ税、補正額が５１万４，０００円の減額でございま

す。１節現年課税分で５１万４，０００円の減額、これにつきましても

収納見込により精査をするものでございます。 

 次ページ、５項１目入湯税、補正額が１５８万２，０００円の減額で

ございます。１節現年課税分で１５８万２，０００円の減額、これにつ

きましても収納見込により精査をさせて頂くものでございます。 

 次ページに参ります。１２款分担金及び負担金２項１目民生費負担金、

補正額３９万円の減額でございます。２節児童福祉費負担金１８万８，

０００円の追加でございます。利用者の増によるものでございます。３

節保育所費負担金８６万９，０００円の減額でございます。低所得者層

の増により減額をするものでございます。４節滞納繰越分２９万１，０

００円の追加でございます。収入見込により精査をするものでございま

す。 

 １３款使用料及び手数料１項１目衛生使用料、補正額が４８万５，０

００円の追加でございます。１節墓地使用料で６６万６，０００円の追

加でございます。それぞれ実績に基づき追加をするものでございます。

２節保健福祉総合センター使用料１８万１，０００円の減額でございま

す。主にふれあいの湯の入浴者数の減によるものでございます。 

 ４目土木使用料、補正額が４７万円の追加でございます。３節住宅使

用料で５０万円の追加、４節滞納繰越分で３万円の減額、それぞれ実績

に基づきまして追加並びに減額をするものでございます。 

 次ページに参ります。１４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金、

補正額が９９６万９，０００円の減額でございます。１節自立支援医療

給付費国庫負担金１５５万７，０００円の追加、２節障がい者自立支援

給付費国庫負担金２４６万２，０００円の追加、３節児童手当国庫負担

金３万２，０００円の追加、４節子ども手当国庫負担金１，４５１万円

の減額、６節国民健康保険国庫負担金４９万円の追加、それぞれ精査に

より追加並びに減額するものでございます。 

 ２項２目衛生費国庫補助金、補正額が７８万４，０００円の減額でご

ざいます。２節環境衛生費国庫補助金７８万４，０００円の減額でござ

います。合併浄化槽設置数の減により減額するものでございます。 

 ３目土木費国庫補助金、補正額１４０万円の追加でございます。１節

道路橋梁費国庫補助金１４０万円の追加でございます。確定により追加

をするものでございます。 

 ４目教育費国庫補助金、補正額が５２万６，０００円の減額でござい

ます。３節幼稚園費国庫補助金５２万６，０００円の減額でございます。

交付見込により精査をするものでございます。 

 次ページ、５目総務費国庫補助金、補正額が７６５万円の追加でござ

います。１節総務管理費国庫補助金７６５万円の追加でございます。歳

出でも説明しました２次配分に伴う交付金を追加するものでございま
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す。 

 ３項２目民生費委託金、補正額が８万５，０００円の追加でございま

す。１節社会福祉委託金１１万１，０００円の追加、歳出で説明しまし

たパソコンの導入経費が交付されるものでございます。２節児童福祉費

委託金２万６，０００円の減額でございます。これにつきましても確定

によるものでございます。 

 次ページに参ります。１５款道支出金１項１目民生費道負担金、補正

額が１２３万２，０００円の追加でございます。これにつきましては 

それぞれ精査により追加並びに減額をするものでございます。 

 ２項１目総務費道補助金、補正額が５０万７，０００円の追加でござ

います。１節総務管理費道補助金５０万７，０００円の追加でございま

す。これにつきましても確定により追加するものでございます。 

 次ページの２項民生費道補助金、補正額が２５８万９，０００円の追

加でございます。１節障がい者福祉費道補助金６２万４，０００円の追

加、精査により追加するものでございます。５節児童福祉費道補助金１

９６万５，０００円の追加です。放課後児童対策事業補助金につきまし

ては、基準額の変更により追加をさせて頂くものでございます。発達支

援センター事業補助金につきましては、確定により追加をするものでご

ざいます。 

 ３目衛生費道補助金、補正額が４９万５，０００円の減額でございま

す。１節保健事業費道補助金で４９万５，０００円の減額でございます。

実績に基づきまして減額するものでございます。 

 ４目農林水産業費道補助金、補正額が３６３万円の減額でございます。

１節農業費道補助金で３６３万円の減額、それぞれ確定によりまして追

加並びに減額するものでございます。 

 ３項１目総務費委託金、補正額が１１万３，０００円の減額でござい

ます。１節町税費委託金で１１万３，０００円の減額、収入見込により

減額をするものでございます。 

 次ページに参ります。１６款財産収入１項２目利子及び配当金、補正

額が７５万２，０００円の減額でございます。１節利子及び配当金で７

５万２，０００円の減額、それぞれ確定により追加並びに減額するもの

でございます。 

 １８款繰入金１項３目リゾート対策資金貸付基金繰入金、補正額４５

０万６，０００円の追加でございます。１節リゾート対策資金貸付基金

繰入金４５０万６，０００円の追加でございます。先ほど説明がありま

した基金条例の廃止に伴い繰入をするものでございます。 

 次ページに参ります。２０款諸収入３項１目住宅建設資金元利収入、

補正額が３３万６，０００円の追加でございます。１節住宅建設資金元

利収入３３万６，０００円の追加、これにつきましては繰上償還に伴い

追加をするものでございます。 

 ５目水洗化資金貸付金元金収入、補正額が１８万円の減額でございま

す。１節水洗化資金貸付金元金収入１８万円の減額、これにつきまして
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も確定により減額するものでございます。 

 ５項２目農林水産業収入、補正額が９４３万３，０００円の追加でご

ざいます。１節農林水産業収入として９４３万３，０００円の追加でご

ざいます。それぞれ確定によりまして追加並びに減額をするものでござ

います。 

 ３目給食費収入、補正額が４１万４，０００円の減額でございます。

１節教育関係給食費収入で４１万４，０００円の減額、それぞれ収納見

込により精査を行うものでございます。 

 ４目雑入、補正額が１，８５５万円の追加でございます。１節雑入で

１，８５５万円の追加でございます。各種がん検診料、宝くじ市町村交

付金、町道南１１線道路調査設計補償費につきましては、それぞれ確定

によるものでございます。一番下の調整池整備事業精算金につきまして

は、土地開発公社における調整池整備事業が完了したことから、精算金

分を繰り入れるものでございます。 

 次ページに参ります。２１款町債１項１目臨時財政対策債、補正額が

２，１１７万４，０００円の追加でございます。１節臨時財政対策債２，

１１７万４，０００円の追加でございます。 

 ２目農林水産業債、補正額が１，４３０万円の追加でございます。１

節土地総合整備事業債１，４３０万円の追加でございます。 

 以上、歳入歳出それぞれ８，６９１万６，０００円を追加し、補正後

の総額を４９億９，０８４万８，０００円とするものでございます。 

 次に７ページをご覧頂きたいと思います。７ページの第２表地方債補

正の説明を行います。追加分でございます。青葉地区持続的農業農村づ

くり促進特別対策事業、限度額４１０万円、同じく南幌地区が限度額４

８０万円、同じく晩翠地区が限度額５４０万円、それぞれ追加をするも

のでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおり

でございます。 

 次ページに参ります。変更分でございます。臨時財政対策債、補正前

の限度額１億８，８８２万６，０００円を、補正後の限度額２億１，０

００万円に変更するものでございます。なお、起債の方法、利率、償還

の方法は変更がございません。 

 次に次ページ、第３表繰越明許費補正の説明を行います。全て追加を

するもので、年度内での事業執行が不可能なことから翌年度へ繰り越す

ものでございます。２款総務費１項総務管理費、事業名につきましては

地域活性化対策事業、金額につきましては６，３７１万２，０００円で

ございます。国の補正に伴う地域活性化交付金事業１５事業のうち１２

事業を翌年度へ繰り越すものでございます。５款農林水産業費１項農業

費、持続的農業農村づくり促進特別対策事業２，９０１万円でございま

す。今回、国の補正により追加をされました３地区の事業を繰り越すも

のでございます。 

 以上で議案第９号の説明を終わらせて頂きます。 

議  長   住民課長。 
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住民課長   それでは続きまして議案第１０号 平成２２年度南幌町国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）の説明をいたします。 

 最初に歳出の説明をいたします。１２ページをご覧下さい。１款総務

費１項１目一般管理費、これにつきましては財源内訳を変更するもので

ございます。 

 ２目連合会負担金、補正額２０万１，０００円の追加でございます。

１９節負担金補助及び交付金で２０万１，０００円の追加でございます。

国保連合会の次期電算化に伴う不足分を追加するものでございます。 

 ２項１目賦課徴収費については、財源内訳を変更するものでございま

す。 

 ４項１目医療費適正化対策事業費、補正額７３万５，０００円の減額

でございます。１３節委託料で７３万５，０００円の減額でございます。

ジェネリック医薬品の促進として、医薬品の通知対象者の減により減額

するものでございます。 

 次ページに参ります。５項１目収納率向上対策事業につきましては、

財源内訳を変更するものでございます。 

 次ページに参ります。１４ページ、２款保険給付費１項１目一般被保

険者療養給付費、補正額３，０００万円の減額でございます。１９節負

担金補助及び交付金で、一般被保険者療養給付費として３，０００万円

の減額でございます。一般被保険者の医療費推計に伴う精査により減額

するものでございます。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、補正額２００万円の減額でございま

す。１９節負担金補助及び交付金で２００万円の減額、退職被保険者等

の療養費の医療費推計に伴う精査により減額するものでございます。 

 ３目一般被保険者療養費並びに４目退職被保険者等療養費につきま

しては、財源内訳を変更するものでございます。 

 次ページに参ります。１５ページ、２項１目一般被保険者高額療養費、

補正額４００万円の減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で

４００万円の減額でございます。一般被保険者の高額療養費の推計に伴

う精査により減額をするものでございます。 

 ２目退職被保険者等高額療養費、補正額３００万円の減額でございま

す。１９節負担金補助及び交付金で、退職被保険者等高額療養費の推計

に伴う精査により３００万円を減額するものでございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、次の４目退職被保険者等高額

介護合算療養費、次の３項１目の出産育児一時金につきましては、財源

内訳を変更するものでございます。 

次ページに参ります。１６ページ、４項１目一般被保険者移送費並びに

２目退職被保険者等移送費についても、財源内訳を変更するものでござ

います。 

 次ページに参ります。１７ページ、７款共同事業拠出金１項１目高額

医療費拠出金、補正額１４９万４，０００円の減額でございます。１９

節負担金補助及び交付金で、高額医療費の拠出金１４９万４，０００円
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の減額でございます。連合会の拠出金確定により減額するものでござい

ます。 

 ２目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額３６４万７，０００円の

減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で保険財政共同安定化

事業拠出金、連合会の拠出金確定により３６４万７，０００円を減額す

るものでございます。 

 次ページに参ります。１８ページ、８款保健事業費１項１目特定健康

診査等事業費、補正額５２万円の減額でございます。１３節委託料で５

２万円の減額でございます。特定健康診査の事業執行見込により減額を

するものでございます。 

 ２項１目保健衛生普及費、これにつきましては財源内訳を変更するも

のでございます。 

 次ページに参ります。１９ページ、９款基金積立金１項１目基金積立

金、補正額８６０万５，０００円の減額でございます。２５節積立金で

財政調整基金積立金８６０万５，０００円を減額するものでございます。

財源調整のため減額するものでございます。なお、補正後の基金総額は

９，３２１万３，３０３円となる予定でございます。 

 次ページに参ります。２０ページ、１１款諸支出金２項１目直診施設

勘定繰出金、補正額３０１万９，０００円の追加でございます。２８節

繰出金で病院事業会計繰出金３０１万９，０００円の追加でございます。

直診病院であります町立病院が本年度購入したデジタルＸ線テレビ等

の国庫補助金分、３分の１を当初予定しておりましたが、本年度新たに

道の調整交付金の対象となり、補助対象の６分の１が補助されることに

なりましたので、病院会計に繰り出すため追加するものでございます。 

 次に歳入の説明をいたします。７ページをご覧下さい。４款国庫支出

金１項１目療養給付費等負担金、補正額２，０９７万３，０００円の減

額でございます。１節現年度分で療養給付費等負担金２，０９７万２，

３８５円の減額でございます。国庫負担金の確定見込により減額をする

ものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、補正額３７万３，０００円の減額で

ございます。１節高額医療費共同事業負担金３７万３，７４４円の減額

でございます。事業の確定により減額するものでございます。 

 ２項１目財政調整基金交付金、補正額２，６０６万７，０００円の減

額でございます。１節財政調整交付金で、普通調整交付金として２，９

６６万６，０００円の減額、特別調整交付金として３５９万９，０００

円の追加でございます。普通調整交付金につきましては保険給付費等の

見込により減額、特別調整交付金につきましては、非自発的離職者対策

経費、またシステム改修経費による追加でございます。 

 ２目高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金、補正額２万４，００

０円の追加でございます。１節高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助

金で２万４，０００円の追加でございます。この事業につきましては、

７０歳から７４歳までの医療費の自己負担が２割から１割に据え置き
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になったことに伴って、受給者証の変更経費を国が全額負担するもので、

平成２１年度までの措置でございましたけれども、２２年度も継続され

たことにより追加するものでございます。 

 次ページに参ります。８ページ、６款前期高齢者交付金１項１目前期

高齢者交付金、補正額２，３３５万９，０００円の追加でございます。

１節現年度分で前期高齢者交付金２，３３５万９，７９０円の追加でご

ざいます。交付金確定により追加をするものでございます。 

 次ページに参ります。９ページ、７款道支出金１項１目高額医療費共

同事業負担金、補正額３７万３，０００円の減額でございます。１節高

額医療費共同事業負担金３７万３，７４３円の減額でございます。負担

金の確定により減額するものでございます。 

２項１目道調整交付金、補正額９７８万２，０００円の追加でございま

す。１節道調整交付金で、普通調整交付金として２２０万円の追加、特

別調整交付金として７５８万２，０００円の追加でございます。普通調

整交付金につきましては確定により追加、特別調整交付金については見

込により追加するものでございます。 

 次ページに参ります。１０ページ、８款共同事業交付金１項１目高額

医療費共同事業交付金、補正額９１４万６，０００円の減額でございま

す。１節高額医療費共同事業交付金で９１４万４，８８３円の減額でご

ざいます。交付金確定により減額をするものでございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、補正額２，５０２万円の減額で

ございます。１節保険財政共同安定化事業交付金で２，５０１万８，８

０７円の減額でございます。交付金の確定により減額をするものでござ

います。 

 次ページに参ります。１１ページ、１０款繰入金１項１目一般会計繰

入金、補正額１９９万４，０００円の減額でございます。１節一般会計

繰入金で、国民健康保険基盤安定繰入金分１４２万８，２２１円の追加、

国民健康保険財政安定化支援繰入金で３９０万２，０００円の減額、国

民健康保険事務費繰入金で４７万９，０００円の追加でございます。そ

れぞれ国、道、町負担分の確定並びに見込により追加、減額するもので

ございます。 

 以上、歳入歳出それぞれ５，０７８万１，０００円を減額し、１０億

３，１３３万７，０００円とするものです。以上で説明を終わります。 

議  長   町立病院事務長。 

病院事務長   続きまして議案第１１号 平成２２年度南幌町病院事業会計補正予

算（第３号）の説明を申し上げます。 

 ６ページをお開き下さい。始めに収益的収支の収入から説明申し上げ

ます。１款病院事業収益１項医業収益１目入院収益、補正額１，５３５

万５，０００円の減額でございます。入院収益につきましては、昨年６

月に業務予定量の見直しをしたところでございますが、入院患者数が予

定より９２８人減の１万４，５８４人が見込まれ、減額するものでござ

います。 
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 ２目外来収益、補正額２，１６８万円の減額でございます。外来収益

につきましても、見直し後に対し外来患者数が２，４７０人減の１万９，

０７８人及び１人当たり単価が５５４円減の３，９４６円が見込まれる

ことから減額するものでございます。 

 ３目その他医業収益、補正額５７３万２，０００円の追加でございま

す。１節医療相談収益で２９７万円の追加でございます。インフルエン

ザ、子宮頸がん、小児用肺炎球菌の予防接種者の増加によるものでござ

います。２節その他医業収益２７６万２，０００円の追加でございます。

小児救急分にかかる特別交付税の確定によるものでございます。 

 続きまして２項医業外収益２目患者外給食収益、補正額１３万円の追

加でございます。職員等の食数の増によるものでございます。 

 ４目他会計繰入金、補正額３，９２２万４，０００円の追加でござい

ます。１節一般会計繰入金で、特別交付税の確定による７２万４，００

０円の追加と、本年度資金不足が見込まれることから、一般会計より基

準外の繰入金として３，８５０万円を追加するものでございます。 

 ５目その他医業外収益、補正額３５万７，０００円の追加です。１節

その他医業外収益で、寮費の追加でございます。 

 続きまして７ページ、支出でございます。１款病院事業費用１項医業

費用２目材料費、補正額５４２万９，０００円の減額でございます。１

節薬品費で３８５万１，０００円の減額、２節診療材料費１５７万８，

０００円の減額でございます。それぞれ患者数の減に伴うものでござい

ます。 

 ３目経費、補正額４３２万３，０００円の減額でございます。２節報

償費８万２，０００円の減額、４節職員被服費４万３，０００円の減額

でございます。いずれも精査によるものでございます。８節燃料費１６

７万４，０００円の追加でございます。重油、灯油それぞれ燃料単価の

値上げによるものでございます。１６節手数料３１２万２，０００円の

減額でございます。患者数の減により臨床検査手数料を減額するもので

ございます。１８節委託料２７５万円の減額でございます。給食業務委

託料つきましては、入院患者数の減に伴うものでございます。医事会計

収納業務委託料につきましては、派遣職員の減に伴うものでございます。 

 ８ページをお開き下さい。５目資産減耗費、補正額２３９万７，００

０円の追加でございます。１節固定資産除去費で２２３万７，０００円

の追加でございます。本年度、デジタルＸ線ＴＶシステム及び無散瞳眼

底カメラを購入し、不要となりましたＸ線テレビ及び眼底カメラの用途

廃止により追加するものでございます。２節棚卸資産減耗費１６万円の

追加でございます。期限切れ薬品の処分に伴うものでございます。 

 ２項医業外費用２目患者外給食材料費、補正額１２万円の追加でござ

います。患者外給食の食数増により追加するものでございます。 

 続きまして９ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入

からご説明申し上げます。１款資本的収入２項繰入金１目繰入金、補正

額３０１万９，０００円の追加でございます。１節国保会計繰入金で、
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医療機器購入費に対しまして本年度から新たに６分の１の道の調整交

付金が交付されるということで追加するものでございます。 

 ３項企業債１目企業債、補正額４６０万円の減額でございます。本年

度購入しました医療機器の入札減及び道補助金の増により減額するも

のでございます。 

 続きまして支出でございます。１款資本的支出１項建設改良費１目固

定資産購入費、補正額１９２万６，０００円の減額でございます。本年

度購入した医療機器の入札減によるものでございます。 

 以上で議案第１１号の説明を終わります。 

議  長   説明の途中ですが休憩いたします。午後２時３０分まで休憩します。 

（午後 ２時１４分） 

（午後 ２時３０分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 説明を続けます。産業建設課参事。 

産業建設課参事   続きまして議案第１２号の説明を申し上げます。議案第１２号 平成 

２２年度南幌町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について説明を

申し上げます。 

 歳出から説明を申し上げます。１０ページをお開き下さい。１款下水

道事業費１項２目管理費、補正額３万１，０００円の減額です。１１節

需用費８０万円の減額です。修繕料につきましては公共桝、マンホール

などの補修箇所が予想より少なかったことにより減額するものでござ

います。１９節負担金補助及び交付金７６万９，０００円の追加です。

江別市公共下水道維持管理費では、平成２２年３月、４月期の融雪時期

の不明水が例年になく多く侵入し、約２万２，０００㎥の追加をするも

のでございます。加えまして江別市公共下水道の起債償還分の元金でご

ざいます。平成２２年度地方交付税措置の決定により減額、同じく利子

につきましては、借入利率の決定により追加するものでございます。 

 ３目建設費、補正額６９万４，０００円の減額です。１５節工事請負

費５０万円の減額です。公共汚水桝の新たな新設がなかったことから減

額するものでございます。１９節負担金補助及び交付金１９万４，００

０円の減額です。南幌関連工事の精査によりまして減額するものでござ

います。 

 １２ページに参ります。２款公債費１項１目元金、補正額６８万円の

追加です。続きまして２目利子、補正額４４３万５，０００円の減額で

す。昭和６０年並びに平成１８年から２１年、各年の資金の利率が、農

協資金の関係で返還となったものにつきまして、精査によりまして変更

になるものでございます。 

 以上で歳出の説明を終わり、歳入の説明を申し上げます。７ページを

お開き下さい。１款分担金及び負担金１項１目下水道事業負担金、補正

額４５万３，０００円の減額です。２節管理費負担金４５万３，０００

円の減額でございます。北海道住宅供給公社を開発者といたしまして負

担金を納入して頂いております。南幌分といたしまして、過年度借換債
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の利率の変更に伴いまして、元利均等償還方式によることから、元金の

追加と利子の減額となっております。江別市関連につきましては、元金

は平成２２年度地方交付税措置の決定により減額及び利子につきまし

ては、同じく２２年度の借入利率の決定によりまして追加をするもので

ございます。 

 続きまして８ページをお開き下さい。２款使用料及び手数料１項１目

下水道使用料、補正額４２２万円を減額するものでございます。１節現

年度分使用料４２２万円の減額でございます。町民の皆さんの節水意識

の向上が主な理由と考えられております。水量としまして約３．６％の

減となっております。 

 次ページに参ります。３款繰入金１項１目一般会計繰入金、補正額１

９万３，０００円の追加です。１節一般会計繰入金１９万３，０００円

の追加です。下水道使用料が減額となったことから、起債償還金に充当

いたします分を一般会計から繰入を行おうとするものでございます。 

 以上で歳入歳出それぞれ４４８万円を減額し、歳入歳出総額それぞれ

２億８，１１８万円とするものでございます。 

 以上で議案第１２号 平成２２年度南幌町下水道事業特別会計補正

予算（第２号）について説明を終わります。 

議  長   住民課長。 

住民課長   それでは続きまして議案第１３号 平成２２年度南幌町介護保険特

別会計補正予算（第３号）の説明をいたします。 

 最初に歳出の説明をいたします。１２ページをご覧下さい。１款総務

費３項１目認定調査等費、補正額１５万６，０００円の追加でございま

す。１２節役務費で１５万６，０００円の追加、主治医意見書診断手数

料１５万５，４００円の追加でございます。主治医意見書につきまして

は、当初４００件を予定しておりましたが、見込で４１３件程度になる

ことから追加するものでございます。 

 次ページに参ります。１３ページ、２款保険給付費１項１目居宅介護

サービス給付費については、財源内訳を変更するものでございます。 

 ３目地域密着型介護サービス給付費、補正額５３０万円の追加でござ

います。１９節負担金補助及び交付金で、地域密着型介護サービス給付

費５３０万円の追加でございます。認知症対応型共同生活介護等の利用

者増により追加をするものでございます。 

 ５目施設介護サービス給付費、補正額４５０万円の減額でございます。

１９節負担金補助及び交付金で、施設介護サービス給付費４５０万円の

減額でございます。当初７２３件で予定をしておりましたが、６９０件

程度の見込となることから減額するものでございます。 

 ７目及び８目につきましては、財源内訳を変更するものでございます。 

 次ページに参ります。９目居宅介護サービス計画給付費、補正額１０

０万円の追加でございます。１９節負担金補助及び交付金で、居宅介護

サービス計画給付費１００万円の追加でございます。居宅介護計画件数

増により追加をするものでございます。 
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 ２項１目介護予防サービス給付費、補正額５００万円の減額でござい

ます。１９節負担金補助及び交付金で、介護予防サービス給付費５００

万円の減額でございます。通所介護、訪問介護等の件数減により減額を

するものでございます。 

 次の３目、５目、６目、次ページの７目、それから３項、４項、５項

につきましては、財源内訳を変更するものでございます。 

 次ページ、１６ページに参ります。６項１目特定入所者介護サービス

費、補正額１５０万円の減額でございます。１９節負担金補助及び交付

金で、特定入所者介護サービス費１５０万円の減額でございます。１件

当たりの費用額の減により減額をするものでございます。 

 次ページに参ります。１７ページ、４款地域支援事業費２項２目任意

事業費、補正額２８万３，０００円の減額でございます。１３節委託料

で南幌町「食」の自立支援事業２８万３，５００円の減額でございます。

配食サービスの食数減により減額をするものでございます。 

 次に歳入の説明をいたします。７ページをご覧下さい。１款介護保険

料１項１目第１号被保険者保険料、補正額２５７万９，０００円の減額

でございます。１節現年度分で第１号被保険者介護保険料２５７万９，

０００円の減額でございます。介護保険料の調定見込額の精査により減

額をするものでございます。 

 次ページに参ります。８ページ、３款支払基金交付金１項１目介護給

付費交付金、補正額１７１万１，０００円の追加でございます。１節現

年度分で介護給付費交付金１７１万１，０００円の追加でございます。

本年度分の交付金申請の精査により追加をするものでございます。 

 次ページに参ります。９ページ、４款道支出金１項１目介護給付費負

担金、補正額１０９万１，０００円の減額でございます。１節現年度分

で介護給付費負担金１０９万９２９円の減額でございます。本年度分の

道負担金申請の精査により減額をするものでございます。 

 次ページに参ります。１０ページ、６款繰入金１項１目介護給付費繰

入金、補正額１２万５，０００円の追加でございます。１節現年度分で

介護給付費繰入金１２万５，０００円の追加でございます。保険給付費

減額等に伴う町負担分の精査により追加をするものでございます。 

 ３目地域支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業）でございますが、

補正額２２万５，０００円の減額でございます。１節現年度分で２２万

５，０００円減額、地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金

で２２万５，０００円の減額でございます。地域支援事業費減額に伴う

町負担分の精査により減額をするものでございます。 

 ４目その他一般会計繰入金、補正額１５万６，０００円の追加でござ

います。１節事務費繰入金で１５万６，０００円の追加でございます。

介護認定審査会費増額に伴い追加をするものでございます。 

 ２項１目介護給付費等準備基金繰入金、補正額２７８万９，０００円

の減額でございます。１節介護給付費等準備基金繰入金で２７８万９，

０００円の減額でございます。財源調整により繰入金を減額するもので
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ございます。 

 次ページに参ります。１１ページ、８款諸収入２項３目雑入、補正額

１３万５，０００円の減額でございます。１節雑入で地域支援事業利用

者負担金１３万５，０００円の減額でございます。配食サービスの食数

減に伴い減額をするものでございます。 

 以上、歳入歳出それぞれ４８２万７，０００円を減額し、４億８，３

７２万円とするものです。 

 次に議案第１４号 平成２２年度南幌町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）の説明をいたします。 

 最初に歳出の説明をいたします。１０ページをご覧下さい。２款後期

高齢者医療広域連合納付金１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補

正額４８７万６，０００円の減額でございます。１９節負担金補助及び

交付金で、事務費（広域連合共通経費分）で１４万円の減額、保険料等

で４４０万円の減額、保険基盤安定分で３３万５，２５２円の減額でご

ざいます。事務費につきましては、広域連合における平成２１年度決算

に伴う繰越金の確定及び事務費経費の節減による市町村負担分の減に

より減額するものでございます。保険料等につきましては、平成２２年

は保険料率の改定が行われましたけれども、軽減措置については当初予

算段階では国の数値が未定のため、減額分を見込めず反映できませんで

した。その後、国からの正式通知により保険料の軽減措置が実施された

ことにより減額するものでございます。保険基盤安定については、負担

金の確定に伴い減額をするものでございます。 

 次に歳入の説明をいたします。７ページをご覧下さい。１款後期高齢

者医療保険料１項１目後期高齢者医療保険料、補正額４４０万円の減額

でございます。１節現年度分で後期高齢者医療保険料４４０万円の減額

でございます。歳出でご説明した保険料等の減額の内容により、歳入に

おいても減額をするものでございます。 

 次ページに参ります。８ページ、３款繰入金１項１目事務費繰入金、

補正額３９万５，０００円の減額でございます。１節事務費繰入金で町

事業分２５万５，０００円の減額、広域連合共通経費分で１４万円の減

額でございます。歳出でご説明した内容により、歳入においても減額を

するものでございます。 

 ２目保険基盤安定繰入金、補正額３３万６，０００円の減額でござい

ます。１節保険基盤安定繰入金で３３万５，２５２円の減額でございま

す。これも同じく歳出でご説明した負担金の確定により減額をするもの

でございます。 

 次ページに参ります。４款繰越金１項１目繰越金、補正額２５万５，

０００円の追加でございます。１節繰越金で平成２１年度繰越金２５万

５，０００円と追加するものでございます。平成２１年度決算に伴い繰

越金を追加するものでございます。 

 以上、歳入歳出それぞれ４８７万６，０００円を減額し、７，１３３

万６，０００円とするものです。以上で説明を終わります。 
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議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑にあたりま 

しては各議案ごとに行います。 

 始めに議案第８号 南幌リゾート対策資金貸付基金設置条例を廃止

する条例制定についての質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第８号についての質疑を終結いたしま

す。 

 次に議案第９号 平成２２年度南幌町一般会計補正予算（第７号）に

ついての質疑を行います。 

 ４番 沢田 一清君。 

沢田議員   まず最初に１３ページの入湯税とありますが、１９年に江別で２箇所 

の新しい温泉ができて、２１年の質問には、その影響が非常に多いとい

うことで回答がございました。しかし、今回もまた減額になっていると

いうことは、新しい温泉ができただけでなくて、その他に何か原因があ

るのではないかと思われるんですが、その辺の要因と言いますか、主な

訳をお知らせ願いたいと思います。 

 次に１５ページの１３款の使用料及び手数料の件で、衛生使用料の中

に墓地使用料と、それから墓地管理料が追加されております。これの要

因は、主な訳はどんなものであったのかお伺いしたいと思います。 

 次に歳出の２８ページの賦課徴収費の中に、説明の中に家屋評価シス

テム導入業務ということで１３万１，２５０円が減額になっていますが、

この家屋評価システム導入業務というのは、どなたがそれの仕事をして、

どういう人達がこの業務をしているのかお伺いしたいと思います。 

 次に３０ページの民生費の中の老人福祉費の中に、緊急通報装置が２

セット追加になったよというご説明でありましたが、今現在、南幌町に

おいては、この緊急通報システムの合計はいくらになっていて、その利

用度はどんな内容になっているかお伺いしたいと思います。 

 次に３２ページの衛生費でございますが、予防費で予防接種等の、或

いはまた各種検診というのが減額になっているんですが、私も予防に行

って参りましたが、私の場合は沢山の人がいるので予約にしてくれとう

ことで、あの時は５日ほど待たされましたが、その時の予防接種等の減

額がかなり多い訳なんですが、内容はどんなものであったのか、もう一

度お伺いしたいと思います。 

 次に３４ページの農林水産業費の農業振興費でございますが、委託料

で有害鳥獣捕獲等業務がここでは減額になっている訳なんですが、私は

最近、夜の仕事があるものですから、１２時過ぎに毎日のように通って

いる道路で、非常にキツネが多い訳なんです。最近にないぐらいキツネ

がほうぼうで見られます。道路を横断することによって。そこで、南幌

町では有害鳥獣の捕獲等が行われている訳なんですが、私の見る限りで

はキツネが多いんですが、この有害鳥獣の減額にはなってはおりますが、

それの内容をお聞かせ願いたいなと思います。 

 次に４１ページの教育費の給食センター運営費の中の委託料でござ
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いますが、菌検査が、これも減額になっておりますが、最近、岩見沢の

各学校において非常に、給食センター内の原因で大変岩見沢市は苦労し

ている訳なんですが、岩見沢の各学校の状況というものを、もちろん給

食センターではそれなりの勉強と言いますか、指導も受けているとは思

うんですが、南幌町の場合はどんな、岩見沢に対しての対策はとられて

いるのか、もしとられているとすれば説明を願いたいなと思います。以

上でございます。 

議  長   税務課長。 

税務課長   只今の沢田議員からの入湯税の減額の要因とは何かというご質問に

対しましてご回答したいと思います。平成２１年に、先ほど言われまし 

たように、江別にできました施設によって影響が大きいということで回

答しております。現在も、やはり今回も江別の影響または近隣の方でも

施設のリニューアルオープンという形の施設がございますので、その影

響もあったのではないかと考えております。また、今年１月の降雪時期

によりまして、１週間以上の降雪がありましたので、その点も減額と言

うか、集客が減になった要因ではなかろうかと考えております。以上で

ございます。 

議  長   住民課長。 

住民課長   ２点目の衛生使用料の墓地使用料、これの中身でございますが、当初 

予算段階では、１区画７万８，０００円の当初予算で見ておりました。

それで２２年度、現在までですが合計で８件の申し込みがございました

ので、その分、残り７件分、これは大区画、小区画を含めて７件分を追

加した内容でございます。以上です。 

議  長   税務課長。 

税務課長   家屋システムの関係でございますけども、これにつきましては、既存 

のシステムは平成８年に導入していまして、１４年を経過しているとい

うことで、機器のサービス等が完了したということで、機器の障害等が

発生した場合データの復旧ができないということで、今回新しく機器の

更新という形でシステムを導入しております。なお、これにつきまして

は、作成したデータ及び図面等を完全に移行する業者ということで１社

ございまして、その１社に対して１社特命随契という形で選定して導入

をいたしているところでございます。 

議  長   保健福祉課長。 

保健福祉課長   それでは４つ目、５つ目については保健福祉課長でお答えを申し上げ 

ます。まず４点目、老人福祉費の中の緊急通報装置の件でご質問がござ

いました。この中で全体では２８件の方がご利用頂いております。なお、

この緊急通報装置の利用につきましては、今年度については１１月まで

に大よそ当初予算の９３％ほどを消化したものですから、今後の、先ほ

ど説明いたしました約２件ぐらいの方が、まだこの緊急通報装置をつけ

たいということでご要望がございます。その方の分について、今回含め

まして当初予算との差で補正をしております。なお、扶助費については

１１月分の確定までには装置の一式、この一式というのは本体と火災セ
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ンサーだとか、それとかセンサーをつける台のベースになるものとか、

そういうガスセンサーだとか、そういうものを一体的に装置一式として、

これが１１月までにもう既に４件ほどつけておりますし、それと本体の

バッテリー交換、これも耐用年数がございますので、バッテリーの交換

も９件ほど、それとガスセンサーも交換が必要になる方がおられまして、

これも５件ほど交換しております。以上の当初予算との差し引きから、

今回、今後の見込も含めまして補正をさせて頂いております。 

 それと、次の予防費の中の各種検診の関係でございますけども、これ

につきましては主に予防接種についての減額分となります。この予防接

種といいますのは、麻疹、風疹、３種、２種の混合だとか、お子さん達

にＢＣＧだとかポリオ、それと高齢者インフルエンザ、小児肺炎球菌、

ヒブワクチンだとか、そういう予防接種を接種しておりますけども、受

診実績と今後の受診見込によって、今回減額の補正を出させて頂きまし

た。当初予算では多くの方に受けて頂くために予算を見ておりますけど

も、実際はそのご本人達がいろいろ判断をいたしまして、定期接種の他

は、任意接種についてはご判断を頂きまして接種をするかしないかとい

うことになりますので、その実績と今後の見込も含めまして、予算との

差で今回減額をさせて頂いております。受診者数の減ということでござ

います。 

 申し訳ございません、先ほどの緊急通報装置の関係ですけども、最初

に申し上げましたように、２８件の方が現在この装置を利用頂いており

ます。緊急通報装置については、大きくは誤作動の関係がございます。

ただ、１月３日にこの水センサーが作動いたしまして、シルバーハウジ

ングで１件、やはり残念ながらお亡くなりになった方がおられます。こ

の方は町内にご家族の方がおられますので、つい何時間前までは年越し

の関係でご家族がおられたんですけども、残念ながらその後に容体が急

変いたしましてお亡くなりになったという事例がございますけども、こ

の時にはやはり水センターが感知いたしまして警報が鳴りまして、みど

り苑の方に委託しているものですから、そちらの方に通報が行きまして、

それからご家族の方だとか、そういうような対応をさせて頂きました。

この件については私どもの方も当日伺って内容を見ておりますので、セ

ンサーの感知によっての実績となっております。以上です。 

議  長   産業建設課参事。 

産業建設課参事   私の方から有害鳥獣の関係についてのご質問についてお答えします。 

１月末現在で有害鳥獣の駆除はハトが６４羽、カラスが３４４羽、これ

につきましては捕獲を完了しています。アライグマにつきましては６５

頭、キツネにつきましては３３頭が現在行われております。それで２月、

３月も含めまして、駆除見込としましてアライグマ６頭、キツネにつき

ましては４５頭、今後の駆除見込ということで、今回予算を精査しまし

て補正をしております。以上です。 

議  長   生涯学習課長。 

生涯学習課長   それでは、先ほど岩見沢市で起きました食中毒の関連によりまして、 
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南幌町の給食センターはどういう指導体制をとっているかという質問

だと思います。２月１５日に新聞報道されました食中毒の関係ですが、

決して人ごとではないという認識に立っております。そんな中でそれぞ

れ道からもいろいろな形の指導も入っております。ただ、南幌町につき

ましては、栄養教諭、調理員、更には給食センターの運営方針につきま

しても、昨年の４月から新たな取り組みをしております。当然調理員の

健康管理等も十分注意しております。更に保健所からの検査等も毎年実

施されております。そういう形の中で、起きては大変なことでございま

すので、事前にそういうことがないように万全な体制で取り進めをして

いるところでございます。以上です。 

議  長   ４番 沢田君。 

沢田議員   １３ページの歳入の入湯税の件なんですが、先ほど課長が２０年に江

(再質問)  別で２箇所できていますよということを言っていましたが、確かあれは 

１９年のはずだったと思うんですが、それは勘違いかなとは思うんです

が、それで１９年であるとするならば、２０年、２１年、２２年と３回

にわたって入湯税が下がってきているということなんですが、町として

はもちろん経営者の方とお話し合いはしているのかとは思うんですが、

ある町外からの人にお聞きしたところによりますと、南幌温泉は何とな

く魅力が落ちてきているよということが聞かれた訳なんですが、あまり

しつこくは聞かなかったんですが、そういう面で課長の方で何か感じる

ものがあるのかないのか、あったとすれば教えて頂きたいなと思うとこ

ろでございます。 

 それから次に使用料及び手数料の墓地の使用料でございますが、７棟

が、８棟ですか、７万８，０００円が売れたんだよということでござい

ましたが、その下の墓地管理料というものが２１万円上がっております。

それの説明はなかったかと思うんですが、再度この管理費についての追

加の意味の説明をお願いしたいと思います。以上です。 

議  長   沢田議員にお聞きしますが、温泉の関係ですけれども、課長に感覚的 

なものと言っても、ちょっと内容が分かりませんので、具体的にどうい

う質問がしたいのか、再度お願いいたします。 

沢田議員   課長は２０年に江別で２箇所の新しい温泉ができたよと発表されて

おりましたが、１９年ではないのかと、１９年に新しいのができたとい 

うことであれば、その後になると３年間ということになりますから、大

分違うと思うんですが。 

議  長   年次の確認ですか。再度質問をお願いします。 

沢田議員   ３年間下がってきているよというのと、２年間下がってきているよと 

いうのは違うではないですか。 

議  長   分かりました。町長。 

町  長   沢田議員の温泉の関係でございますが、年数はちょっと別として、１

(再答弁)  ９年にできたかと思いますが、実際にうちに影響があるのは２０年から 

でありまして、それにおいては２１年の時にお話したとおり、そこがで

きたのでうちの入場者数が減っていっているというのは間違いない事
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実であります。その後、若干回復はしておりますけれども十分な回復で

はないと。従って固定客はそちらにもいるということでございまして、

今までうちの固定客が、離れたのがなかなか帰ってきていないというの

が事実かと思います。それからうちの温泉施設もかなり古くなっていま

す。民間にお願いして少しリニューアルはしておりますけれども、全体

としてはやはり古いという部分は顕著に見えているところであります

が、これはいろいろなお話があります。私の方も。逆に良くなったと、

宴会等々については非常に料理なども良くなって、逆にそちらの方が増

えているとかいろいろなことがありますので、全体を通じて私どもが把

握しているのは、今の民間の方が経営が苦しくなって町に何とかしろか

という話は１つもございません。キャベツ丼も含めていろいろアイデア

をつくりながらやっておりますので、今のところはそんなに大きな落ち

込みにはなっていないのかなというふうに、民間ですからちょっと落ち

込むと当然、修繕だとかいろいろな話が私どもに来るのも事実でありま

す。まだ今のところ来ておりませんが、皆さんもご承知のように、あそ

こを通ったら、建物の外観を見て頂いても分かるように、いずれそうい

う問題が出てくるのではないかなと心配をしておりますが、現在のとこ

ろはそんなに来ておりません。あと利用者の好みもいろいろニーズが広

くなっておりますので、それにどう対応していくだろうかということで、

民間もいろいろ考えて頂いているということであります。 

議  長   住民課長。 

住民課長   墓地使用料の関係でございますが、当初７万８，０００円計上という

(再答弁)  内容でございますが、墓地を申し込んだ時に、大区画の申し込みであれ 

ば使用料は１０万８，０００円、小区画の場合は４万８，０００円でご

ざいます。それで管理料というのは、これは大区画、小区画関係なしに

申込み１件につき３万円定額で頂いております。ですから７万８，００

０円の当初というのは１区画分、小区画の１区画分を使用料、管理料で

計上していたと。それに７件の申し込みがあったということで、一応申

し込みの際には使用料と管理料をセットで頂いております。以上でござ

います。 

議  長   ４番 沢田君。 

沢田議員   今、町長が温泉の件で詳しく説明を頂いたんですが、私はちょっと申

(再々質問)  し述べることを忘れたと言いますのは、町長が言ったように、温泉とい 

うのは、アンケートによりますと、一番最初に来るのは新しいところに

行くんだそうです。新しいところに行くのがお客さんの心理だというア

ンケートがあります。それから次に、ちょっと私も褒めるのを忘れたん

ですが、料理は良いよということは聞いております。確かに料理は良い

よということを聞いておりました。それからもう１つはサービスの面で

すね、サービスの面はどうかということもお聞きしたところ、サービス

は前よりは良いなという方が多かったんですが、今の最初の新しい施設

に人が行きますよということに対しては、なかなかこれは難しい面があ

るかと思うんですが、私がほうぼうへ行ってみますと、やはり非常に全
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般的に入場者が減っていて、非常に改装するとか直すということは難し

いということも聞いております。しかし、やがて南幌温泉も改装しなけ

ればならない時期が来るかと思うんですが、その辺の、１０年契約とい

うことになっていますが、その辺の管理者との話し合いというのは、も

うそろそろ話し合いの中に入ってくるかと思うんですが、町としては話

し合いがなされているのか、その辺のこともお聞きしたいと思うんです

が。 

議  長   町長。 

町  長   沢田議員がおっしゃるとおり温泉もだんだん古くなって、ただ１０年

(再々答弁)  契約で、まだ折り返しはきておりません。ですから今のところ企業努力 

で一生懸命やって頂いていると。しかし将来的には、私も同感でありま

すが、あの施設からいきますといろいろ問題が出てくるだろうと、当然

相談が出てくるだろうなと。近隣の引き下がった市町村の温泉もありま

す。そういう実例も見ておりますので、早めに手を打ちながら、町とし

てできる部分と業者ができる部分と、いろいろ知恵を絞りながら、存続

をできるだけ町民のために、或いは町外から来て頂く大きな施設であり

ますから、そういうことも含めて私どもも検討はしていかなければなら

ないなというふうに思っていますし、入湯税も毎年頂いております。本

来であれば、町の財政が豊かであれば、この入湯税を全部基金につぎ込

みながら、将来の大きな大規模改修に本当は残しておければ良かったん

でしょうけども、町の財布の方がひっ迫していると、そんな状況も含め

て今後検討して参りたいなと思っています。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 ８番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   １点だけちょっとお伺いしたいと思います。農林水産業費の、先ほど 

沢田議員の質問にあった農業振興費の中の有害鳥獣捕獲等業務につい

てなんですけど、最近、団地内にも日中闊歩しているキツネが特に目立

つというところなんですよ。それで夜も間違いなく通っているんですね。

足跡がいっぱいあるから。それで農作物に対する被害に対する捕獲とい

うのは体制をとられているかと思うんですけども、例えば市街地を歩く

キツネ等に対しての対策というのはどういうふうにとられているのか。

ということは、私はあまり詳しく知らないんですけども、エキノコック

スとかそういう問題もこれから発生するのかなという思いがあるもの

ですから、もう雪山にキツネの足跡、また日中平気で闊歩している姿が

特に見かけられますので、対策をどうとられているか、その辺を教えて

頂きたいです。 

議  長   産業建設課参事。 

産業建設課参事   志賀浦議員のキツネの関係についてお答えをいたしますが、今の法律 

の中では市街地ではとれないんですよ。そういう実態もございます。た

だ、なぜ増えたかというのは、これは私の憶測でありますが、去年リゾ

ート跡地の解体をしたところに相当キツネがいたようであります。その

関係であちこちに散らばって、今その部分が増えているのではないかな
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と。それで農地にいれば農業の関係で有害駆除でとれるんですが、今言

われたように町場に来てしまいますと、これは今の法律ではできないも

のですから、これをどうするかということを、これから上部団体だとか

北海道だとか、どういう対策が良いのか、今言ったエキノコックスの問

題もありますから、北海道とも相談をしながら、対策をもしとれるもの

であればとっていきたいなというふうに考えています。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 ３番 側瀬 敏彦君。 

側瀬議員   この一般会計の方の中で、町長が冒頭に陳謝した内容なんですけども、 

３２ページの病院事業会計繰出金についてお伺いをしたいと、そのよう

に思います。町長も町も大変頭の痛い問題だと本当に思っています。議

会としても昨年の３月に大きな決断をした病院であると私は思ってい

ます。その中で５月には早々に人員の減額補正という形で、逆に言えば

粉飾予算にも当たるような、そういうスタイルの人数が出されました。

それを減額補正した経過がございます。その中で繰出基準内の金額を全

部出した中で、またこういうような繰出金が出ていると。私はこのこと

は本当にゆゆしき問題であると思っていますし、逆にうちの町は１９年

から２１年度に向けて病院経営計画を出した中で、そこで１つの問題の

中で何とかクリアした段階です。そしてその後、アドバイザーを入れた

中で病院についても議論をした、そしてその中で改善がされてきたかと

思ったんですけども、またこのような形でいつまでも続くと。そうであ

れば逆に国に対しても病院経営計画を出すような形で、やはり面倒をみ

るというのはいい加減にしなければ、町はどうなるのかと懸念します。

うちの町は町民により以上の負担をかけて現在に至っているというこ

とを十分認識していると思いますけども、そのことについてお伺いをし

たいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   側瀬議員のご質問にお答えをいたします。冒頭、私はずっと繰出基準 

以内の病院経営をできるようにと皆さんにお話をさせて頂いて、その部

分をやってきた訳でありますが、結果的にそれが叶わなくて、今回こう

いう予算の提出をさせて頂きました。誠に申し訳なく、お詫びを申し上

げる次第であります。病院経営というのは、非常に難しい経営でござい

ます。特に我が町の子ども達或いは高齢化社会を迎えている弱者の対策

をどうするかと、その時には必ず病院の問題が出てくる訳であります。

当然先ほどのご質問にありましたように、健診等々も全部入ってくると

ころであります。そして、我が町になぜ町立で病院を置いたかと、そう

いう背景も全部私なりに判断をさせて頂きました。そして、やはり弱者

が何とか病院、このままでは私は良いとは思いませんが、町立病院とし

て残せる手法を取り入れるためにいろいろな改革をやってきたところ

でございまして、今回、改革プランによって国の交付税も一部入ってお

りますが、そういうことをやりながら、いかにして行政として弱者を救

っていくかと。全てプラスマイナスができれば一番良いのでありましょ
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うけども、今回は特に内科の医師の異動がございました。この医師の異

動によって当初見込が相当狂っているのも事実でありますが、ようやく

昨年の１１月のぐらいから回復基調にあります。それらの推移を見なが

ら、議会の皆さんにも十分病院のあり方を議論頂いていると思いますが、

それと合わせて私どもも今やっている部分を含めて、いかにしてこの医

療福祉関係を町として守っていくか、十分これからも検討させて頂きた

いし、当然このままではいかないと、これは病院で働いている院長以下、

皆さんにもお話をさせて頂いて、町立病院として町民のために、町民が

利用できる病院の改善をもっと図っていくべきだということもお話さ

せて頂いている段階でございますので、皆さんにお話したとおり、その

推移を見ながら判断をしていきたいなというふうに考えております。 

議  長   ３番 側瀬君。 

側瀬議員   一般質問みたいになってしまって、ちょっと申し訳ないなと。議員も

(再質問)  それぞれ公の病院はどうあるべきかということは十分考えています。こ 

のことについては１６日に私も執行方針に対してまたこの病院のこと

もちょっと出していますので、その時に基本理念とか基本方針について

お伺いをしたいと思います。住民として、やはり他の町と違った負荷を

している町として、やはりそこにだけ偏った大きなお金が流れていくと

いうことになると、やはり相当抜本的に考えもやり方も変えていかなけ

ればならない時期にきているのかなと、そういうふうに思って町長にま

たお伺いしたと、そういう形なので、このことについてはまた、病院の

ところでまた質問したいと思いますので、この大きなお金、町民にやは

りきちっと説明がつくようなスタイル、足りないから出していくんだと

いうことになると、いろいろな形で波及していくと思うので、その分に

ついて質問した訳でございます。そのことについて町長は、そのことに

ついてあれば、またお答えを頂きたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   側瀬議員の再質問にお答えをいたします。上部機関とも我が町の病院

(再答弁)  の状況もお話させて頂いております。どうあるべきかと。当然私どもも 

ご意見を頂いておりますが、公立病院を持っている市町村全部、全て大

変厳しい状況でありまして、どこの市町村も病院会計に相当繰出をして

いるということであります。それでうちはたまたま今まで交付税の算入

部分ちょうどの財政の中で使わせて頂いて、全部繰出ししないでできた

経過もございます。そして今大変になったからということで、町が繰出

を出さないということにはならないだろうと。どこの町も命を守る、健

康を守るためには公立の病院を置くと、そういう強い信念を持ちながら

自治体運営をしている市町村がほとんどであります。ですからそれが良

い、ただ出せば良いという問題ではございません。先ほど言ったように

改革をしながらやっていくと。それと合わせて今いろいろな予防接種、

今回の執行方針でも申し上げましたけれども、それらをやっていくため

には、どうしても町立病院を活用しながらやっていって、子ども達の将

来或いはお年寄りにいきいきと長生きしてもらう健康づくりには、私は
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大事な病院ではなかろうかなと、そんなふうに思っておりますので、そ

れらを含めて何とか自分達でやりくりのできる病院会計を早く確立し

たいなと、そんなふうに思っております。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 ２番 白倉 健一君。 

白倉議員  今の側瀬議員の質問にちょっと関連があるんですが、町長は２２年度に 

は、病院の経営が厳しいので、町民参加による病院の評価委員会を作り

たいというようなお話をされておりましたけども、その後その動きが見

えておりません。これはやはり町長の病院に対する厳しい姿勢が見えて

いないのではないかと私は思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

議  長   町長。 

町  長   白倉議員の、病院の改革に向けて町民の意見を聞いてやると言ってい 

たのに町長は進んでいないと、認識が甘いのではないかと、そういう厳

しいご指摘かと思います。私どもはいろいろな方のご意見を聞いて病院

改革を進めようということで当初やってきております。それでちょっと

方針と人員の関係が変わっておりますが、いろいろな人選をしていたん

ですが、なかなか思うようにいかないということから、町内会長、区長

で組織している区長会議のメンバーにお願いをいたしまして、病院改革

或いは病院の感想を含めて、改革の姿を見ながらご意見を頂くというこ

とのお話もさせて頂いている最中であります。その中でいろいろな町内

会長、町内のいろいろなところにおりますので、そういう面の、うちの

病院はどうなんだとご意見を頂いて、少しでも早い改革をしていこうと。

当初言っていた、利用者や家族などを含めて改革を持とうとしていたん

ですが、なかなか人選に時間がかかったということから、今言ったよう

に町内会長を中心とした組織外の中でご意見を頂こうと、そういうふう

に進めているところであります。 

議  長   ２番 白倉君。 

白倉議員   今検討中ということで、１年も経っておりますので、検討中というこ

(再質問)  とでございますけれども、やはりこれだけ厳しい財政になっております。 

その中ではいち早く町長が言っておられる病院の評価委員の設置を強

く求めていきたいなと、このように感じております。これは病院だけに

任せていては、なかなか改革はできないと思います。やはり行政も真剣

になって指導をしていかなければ改革はできないと思いますので、その

辺はやって頂けますか。その辺だけ。 

議  長   町長。 

町  長   只今白倉議員が言われたとおり、これは待ったなしの部分であります。

(再答弁)  いろいろなご意見を頂いて、病院はどうあるべきかというのは大事な部 

分でありますので、いろいろな外部の意見を取り入れた会議或いはご意

見を頂けるよう、早急に進めて参りたいと思います。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   ３つ質問したいんですけれども、今議論になっています病院のことで 
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す。私はこの病院については、今回補正予算で一般会計から補正すると

いうことについては、先ほど町長が述べていたように、やはり仕方がな

いのではないかなと私は思っています。今回、病院の改革ということで

は、また３年間の改革計画を立てて今進めているところです。この間、

事務長の交代とかがあったりして、やはりなかなか思うようにいってい

ないということと、予定と言うか、入院患者とか外来の患者とかも、な

かなか計画どおりには進んでいないという実態はあるし、それは本当に

努力をしていてもなかなか進まないというのは、いた仕方がない面とい

うのはあるのではないかなと思います。ただ、改革の中にも触れていま

したし、南幌町は病院の中に小児科があり救急がありということで、内

科、外科が揃っていますよね。小児科があるということは、南幌で生ま

れた子どもが、そして学校での検診とかも町内の医者が入ってやってい

るというふうに改革をされています。ですから、生まれて卒業して南幌

町を離れる時まで、その責任を持って医療を守っていくというところで

は、私はやはりすごく良いことだなと思っているし、それを進めていく

ということはすごく大事なことだなと思っています。改革プランがなか

なか１年で進まないからといって、やはり簡単にどうかという、白か黒

かというふうにつけるのは難しいんだなと思うんです。病院の院長先生

も中心に、今病院の中の改革も進めているところで、議会には定期的に

来て説明もしてもらって、今どういうところまで進んでいるということ

が報告されていて、微増ですけれども、１２月の時には若干増えている

という報告もありました。いろいろ外からと言うか、こういうところが

まだまだだめだというような声も聞きますけれども、やはり町民の病院

として、町民にもっと病院に足を、病人ではない人が足を運ぶとかとい

う意味ではありません。私はその改革プランの時にも提案をしたんです

けれども、やはり病院を使って糖尿病教室をするとか、何かいろいろな

形のことができるのではないかと思います。先ほど白倉議員が質問した

ように、評価委員会だとかそういうのは前事務長が計画の中でそれを話

されていて、私はボランティア組織も含めて、それがうまくいく、機能

する、すぐ動いていくのかなと思っていたのが、なかなかそれがうまく

いっていないというところで、やはり早急にそういうのも組み立てなが

らやっていくべきだなと思います。だから、一般会計から持ち出すこと

が絶対だめとかということではなくて、確かに厳しい中ではやっていく

けれども、将来を考えた時に、今南幌には民間病院があります、医院が

ありますけれども、やはり安心して歩いて通ったり、高齢になって車と

か持たない人が通える病院というところでは、やはり町立病院をもっと

充実させていくべきではないかなと私は思います。 

 それから２つ目の質問のところなんですけれども、９款の教育費のと

ころで、４０ページです。４０ページ以降の教育振興費の扶助費のとこ

ろで、要保護及び準要保護児童就学援助費、これが小学校の部分では減

額になっているのと、中学校の部分では追加になっています。この児童

数のことと、それから増加傾向、その辺の要因のことをちょっと伺いた
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いのと、先日、昨日の新聞にも載っていましたけれども、国は通達の中

で、２２年度の通達の中で、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費の項

目が追加になっています。これが全道でこのクラブ活動費などを対象品

目にしていない市町村が７７あるというところで、町村の中では南幌町

も表の中には載っています。この辺の実態をちょっと伺いたいと思いま

す。 

 それからもう１つは給食センターのことで、先ほど沢田議員が質問し

ましたけれども、岩見沢のがすごく、今ようやく終息になってきていま

すけれども、やはり保護者の方とかすごく心配していると思うんですよ

ね。そういうので教育委員会に問い合わせがあったのかどうか。それか

ら、今安全を確保するために奮闘されていると思うんですけれども、菌

の検査のところが減額になっていますけれども、これは人数が減ったか

らなのか、その辺のことをちょっと伺いたいと思います。 

議  長   熊木議員にお聞きしますけれども、一番最初の病院の件について、こ 

れは質問でしょうか。ご意見なんでしょうか。 

熊木議員   意見です。 

議  長   くれぐれもそういった質問はしないようにお願いいたします。 

 答弁を求めます。生涯学習課長。 

生涯学習課長   それでは補正予算の扶助費、要保護、準要保護の関係ですが、まず小 

学校費の関係につきましては、体育実技用具の項目が入っている訳です

が、この支給者が３６名だったのが３１名に減ったということで減額の

部分でございます。それと中学校費につきましては、４名の方が対象増

という考え方でございます。 

 それともう１つ、先ほど熊木議員が言われた就学援助の関係の項目の

増ということでございますが、これはまだ正式に、多分道も決まってい

ないと思います。当然私どもの方は、今の部活動だとかそういうものに

ついては、その経費の中には入っておりません。今後道或いは他町村の

状況も見ながら検討していきたいというふうに考えております。 

 それと菌検査の関係ですが、これは検査する相手先を変えたことによ

って金額が安く済んだということでございます。回数を減らしたとか人

数が減ったとかということではございません。以上です。 

議  長   １番 熊木君。 

熊木議員   クラブ活動費とかの追加の部分なんですけれども、２２年の国からの

(再質問)  通達が出されているということが、先日も道議会の中で質問で出されて 

います。それで道がその通達に対して積極的に進めるということをして

いないので、各市町村とかがなかなか積極運営をしていないということ

で、その３項目は国の通達では２２年になっているはずなんです。です

からそこをやはり、道があまり積極的ではないということですけれども、

やはり実際に今子どもの貧困というのが社会問題になっていますし、親

が働けないとかいろいろな事情で、本当に就学援助も増えていると思う

ので、そこはやはりその実態に合わせて調査をしながら、こういう通達

があるのであれば、それを積極的に運用できるようにして欲しいと思い
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ます。 

 それから先ほどの給食センターのこと、１つ答弁漏れがあると思うん

ですけれども、保護者からの意見だとか、その辺をお聞きしたいと思い

ます。 

議  長   生涯学習課長。 

生涯学習課長   大変申し訳ありません。給食センター、それと私ども教育委員会の事

(再答弁)  務局に、岩見沢で起きた食中毒の絡みで問い合わせ等については、私の 

方は聞いておりません。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 １０番 石川 康弘君。 

石川議員   ２２ページの歳入の諸収入の関係でちょっとお伺いいたします。給食 

費収入ということで、今回総体で４１万４，０００円の減額というふう

な形で出されていますけども、これは中身を見ますと小学校が４７万９，

０００円ぐらい減額ということです。ただ単純にこれはそれだけ対象が

減ったという形なのかなというふうにちょっと考えたりもするんです

けども、実際に現実のところ、給食費の滞納という未納の部分ですか、

そういったものについてはここには出ていないのかなという感じで解

釈するんですが、今の段階の、現時点で給食費の滞納、収納不足と言う

か、未収の部分というのはどれぐらいになっているのかということを１

つ聞きたいと思います。 

 それと合わせて、今年度から政府から子ども手当というふうな形で当

たるようになりましたけども、よその自治体の方では子ども手当を天引

させて給食費に充てていると、そういった町もあるというふうに聞きま

すけど、うちの町の場合にはどういうふうな形で対応されているのか、

それについてもお伺いいたします。 

議  長   生涯学習課長。 

生涯学習課長   給食費の滞納の関係でございますが、現年度分で言わせて頂きますと 

現在のところ２０件ほど、額にして４０万円強だと思います。 

 それと子ども手当についての、給食費をそこから差し引かせてもらう

ということにつきましては、あくまでも保護者のい同意を得なければ取

れないということでございます。ですから今の段階では給食費を子ども

手当から天引しているという状況にはありません。今後、条件整備をし

ながら考えていきたいというふうに思っています。 

議  長   １０番 石川君。 

石川議員   子ども手当、条件整備ということですから、つまりこれからそういっ

(再質問)  た方面で働きかけていくということであって、今まではそういう働きか 

けもしていないというふうな捉え方になるんでしょうか。それと、対象

児童が卒業してしまったり何かしてしまうと、その子ども手当自体の天

引もできないことになるのかなという感じもしますし、国の制度如何に

よっては、その手当がなくなってしまう可能性もあるということも考え

合わせると、早急にそういったことは進めるべきではないかなというふ

うに思うんですけども、いかがでしょうか。 
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議  長   生涯学習課長。 

生涯学習課長   確かに言われるとおりでございます。ただ、給食費の天引についても

(再答弁)  国がきちっと、制度的にこういう場合はこうだと出たのが、かなり後か 

ら出てきております。そんなことも含めて、これからまた前向きに検討

したいと思います。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第９号についての質疑を終結いたしま

す。 

 ３時５５分まで休憩いたします。 

（午後 ３時４５分） 

（午後 ３時５５分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 会議時間の延長についてお諮りいたします。会議規則第９条第１項の

規定により、会議時間は午後４時３０分までと定められておりますが、

本日の会議は日程の都合により、本日予定しております審議が終了する

まで、会議規則第９号第２項の規定を適用し、会議時間を延長いたした

いと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本日予定しております議案審議が終了

するまで会議時間を延長いたします。 

 議案第１０号 平成２２年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）についての質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第１０号についての質疑を終結いたし

ます。 

 次に議案第１１号 平成２２年度南幌町病院事業会計補正予算（第３

号）についての質疑を行います。 

 ３番 側瀬 敏彦君。 

側瀬議員   １２ページに、説明されていない分野なんですけども、欠損金につい 

てお伺いしたいと思います。この欠損金、繰越欠損金と当年度純損失と

なっていますけども、この内訳をちょっと教えて頂きたいと、そういう

ふうに思います。 

議  長   町立病院事務長。 

病院事務長   今の質問にお答えいたします。予算書１２ページの欠損金の中の繰越 

欠損金ですけれども、イの繰越欠損金につきましては、過年度分の単年

度の赤字額を積み上げたものでございます。当年度の純損益については、

これは平成２２年度の赤字分の額ということになります。以上です。 

議  長   ３番 側瀬君。 

側瀬議員   今の答え方で言うと、ちょっと分からない部分もあるんですけども、

(再質問)  そうしたら違った形で聞きたいと思いますけども、患者の不納欠損分と、 

それと滞納金額、当年度分だけで良いですけども、分かる範囲で示して
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下さい。 

議  長   町立病院事務長。 

病院事務長   只今の質問ですけれども、医療費の滞納分ということになりますと、

(再答弁)  ここの欠損金のところではなくて、１１ページ、流動資産のところの 

（２）未収金、この中に入っております。未収金につきましては、現在

約１００万円残っているという状況でございます。以上です。 

議  長   ３番 側瀬君。 

側瀬議員   数字的なことであれなんですけども、今のところ患者からの未収金が

(再々質問)  当年度分で１００万円と言われたので、そのことでお聞きをしますけど 

も、今うちの町の病院、他の病院と連携を結んでいると。町内の人の未

収金１００万円であれば良いんですけども、町外の未収金というのはあ

るんですか。その辺をお伺いします。 

議  長   町立病院事務長。 

病院事務長   町外の方もいらっしゃいます。その内容としましては、町内に住まわ

(再々答弁)  れていまして、それで町立病院にかかり、その後町外に転出したという 

ケースでございます。件数、金額については今は数字を持ち合わせてお

りませんので、よろしくお願いします。以上です。 

議  長   規定回数を超えておりますけれども発言を許します。 

側瀬議員   ありがとうございます。町外に行った人の欠損金ではなくて、町外の

(再々々質問)  人のうちの町に対する欠損金があるのかどうか。町外の患者が。それを 

聞いているのでその辺、なければないで良いですけども。 

議  長   暫時休憩します。 

（午後 ４時０２分） 

（午後 ４時０３分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 町立病院事務長。 

病院事務長   他の医療機関との連携の中で、当病院に入院または通院している部分

(再々々答弁)  につきましての滞納というのはございません。以上です。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 ９番 本間 秀正君。 

本間議員   ８ページなんですけれども、資産減耗費、固定資産除去費ということ 

で、既定額が５万１，０００円しかないものが、２３９万７，０００円

今回追加ということで処分されているんですけども、最初からどの程度

かかるのかは、どの機械がなくなったのかはちょっと、先ほどの説明で

は多分Ｘ線の話をちょっとしたと思うんですけれども、本来そのぐらい

しかかからないものが、どうしてこんな金額になるのかをちょっと教え

て頂きたい。 

議  長   町立病院事務長。 

病院事務長   固定資産の除去費の関係でございますけれども、これにつきましては 

本年度導入いたしましたデジタルＸ線テレビシステム、それと無散瞳眼

底カメラを購入した訳ですけれども、この購入に当たって今まで使って

いましたレントゲンの装置と眼底カメラ、これが必要なくなりましたの
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で処分するということで、これについては資産の価値がまだ残っており

ますので、それを廃棄するということで、ここで追加の補正をしたとこ

ろでございます。以上です。 

議  長   ９番 本間君。 

本間議員   それでは簿価上で資産が残っているので、除却損という形で出したと 

いうことで理解してよろしいですか。 

議  長   町立病院事務長。 

病院事務長   そのとおりでございます。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 ６番 佐藤 正一君。 

佐藤議員   病院会計のことで、歳入の部分でいきますと６ページですか、医業外 

収益として、先ほど一般会計の方からの繰入金の件で各質疑があった訳

であります。資金不足として３，８５０万円ということで一般会計から

繰り入れた訳でありますけども、この会計の１０ページの会計予定資金

計画によりますとですね、この中で受入資金の８番目の短期借入金、ご

承知のように一時借入金が昨年度５，０００万円ありました。それが当

年度見込としては１億円ということになっております。これの部分につ

いては、病院会計を例月の時に見ましても、既に今年度は７，０００万

円の一時借入金を起こしております。その中での運営であるということ

もきちんと受け止めていかなければならないのではないかと思います。

経営の中では一般会計から繰り入れているから収まっているというこ

とでありますけども、実質この部分と背負って今後もいかなければなら

ない。これは昨年度から見れば倍になるのかどうか、また決定しており

ませんけども、倍の数字になってくる、これが次年度、先ほどの町長の

答弁によりますと、若干１１月からは落ち着いてきて上昇傾向にあると

いうことでお話がありましたけども、ちょっとやそっとのことでは、こ

の部分についてはずっと引きずっていかなければならない部分になっ

てくるんだろうと。多少の収益が上がったとしても。そういうことが懸

念される訳ですけども、そんな中において、やはり私達議会としても町

民に説明する段階において、本当に町長は弱者のためにも必要な病院で

あるということで、地域医療として残したいということでは、そういう

気持ちは十分私達も分かりますが、もう少し、およそ１年、町長の考え

でスタートしていますが、いろいろな状況が、先ほど側瀬議員からもあ

った、アクシデントもあったかもしれませんが、しっかりとしたやはり

分析、改革に向けてプランを立てたなら、その分析をしてですね、検証

して、きちっとどうだということもやはり出していかなければならない

のではないかと思います。住民からの、先ほど白倉議員からありました

けど、そういう委員会もない訳ですから、行政の立場として、町長の立

場としても、住民に対してやはりこのことについての、ただきちっとし

たものはやはり報告する説明があると思います。ただ、今後上昇基調に

あるとか、弱い年寄りのための病院として必要だというだけでは、なか

なかこれは理解できないのではないかと思いますが、その点をもう一度、
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町長としての考え、今後、存続に向けての考え方を示して欲しいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

議  長   町長。 

町  長   佐藤議員から病院のことについてお話がございました。当然町民の皆 

さんにもお知らせをしながら、或いはいろいろな会合の中で病院の問題、

いろいろお話をさせて頂いていると。そういう意味では、先ほどの質問

の中でも、高齢者社会を迎える町として、やはり弱者を救済する公立病

院の使命というものがございますので、それは当然守りながらしていか

なければならないということでございます。そしてこれは数字のマジッ

クも非常にある訳でありまして、貸借対照表、損益計算書、いろいろ見

ながらご判断頂ければと思います。今回のを合わせて欠損金が七百何十

万円という先ほどのご指摘も頂きましたけれども、１年のも、今３，８

５０万円を出すと七百何十万円の欠損だよということですから、合計で

４，５００万円ぐらいということで私どもは捉えておりますが、これが

決して良い数字とは私どもは思っておりません。当初から繰出基準以内

で終われる病院経営をやっていくということで進めてきたところでご

ざいますし、当然国や北海道の指導を仰ぎながら今進めているところで

ございますので、合わせて一番大事なのは、やはり町民の皆さんに理解

をして頂くのが一番だと。そのために私どもも発信をしていく、或いは

医療の関係では、先生の空いた時間で地域へ出向いて頂いて、健康のお

話等々をして頂いております。そういう地道な努力をしながら１つはや

っていかなければならないと。しかしいつまでも赤字を続けるというこ

とにはならない。改善できるものは改善していく。そのためにいろいろ

な外部のご意見も頂きますし、当然議会の皆さんからもご意見を頂いて、

そのことを改善しながら町立病院として残せるように努力していくと

いうのが私の考え方でございます。 

議  長   ６番 佐藤 正一君。 

佐藤議員   町長からは、やはり町民にこの病院の実態を呼びかけて利用度を高め

(再質問)  ると言うか、そういうことは当初から言われていたことでありまして、 

当然患者に来てもらわなければならない、これは第一条件だと思います。

信頼してもらう病院。ですけども、この１年間、町長が病院の存続に向

けて進められてからですね、本当にそういう、行政をあげて本当に町立

病院を利用してもらわなければならない、そういう呼びかけが本当に住

民に伝わっているだろうか。町長自ら病院に率先して通えという訳では

ありません。町長は元気でおられますから、病院に通わないかもしれま

せんけども、職員の方々もですよ、本当に町立病院に、第１次医療病院

だとしたら、そこに通っておられるか。町長からよく議会議員も行って

いるのかとよく私達にも言われますけども、私も行ってみますけども、

何かそういう状況においては、行政をあげて本当にやりたいと町長の姿

勢が伝わっているというふうには見えないものですから、そういう中で

依然としてこうだという改革プランに沿った姿が、徐々にでありますけ

どもやっておられてもですね、結果が出てこないのではないかと思いま
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す。本当に町長は、執行方針でも述べられておりますけども、存続をし

ていきたいのか。やはりそういう姿勢が見えなかったら、町民の人達も

なかなかそういう思いにならないのではないかと思います。ただ理解し

てもらわなければならない、それだけではなかなか伝わっていないので

はないかと思います。私はそういうふうに受けますが、町長はここ１年

間の間でそういうふうな、職員をはじめとしてそういうふうな啓蒙をさ

れていたかどうか、その点ももう一度お伺いいたします。 

議  長   町長。 

町  長   佐藤議員の病院に対する利用の関係で町民にどうしてきたかと。私は

(再答弁)  事あるごとに病院のお願いをしております。当然職員にもお願いしてお 

りますが、今現在かかっている病院、主治医としてかかっている病院、

それを変更してなかなかできないのも、これは病院にかかっている人の

立場を考えると、急にこちらが良いから来いという話にはなかなかなら

ない。でも事実、少しずつではありますけども、うちの職員も通って頂

いておりますし、健診もまだまだ不十分でありますが、うちの町立病院

で健診を受けている職員も増えてきております。こういうことを繰り返

して私どもはやっていくことではないかなと。私はどうでも良いからと

こんな話はしていません。残すために何とか努力を今している最中であ

りまして、誰も残さないという議論でやっているつもりは１つもありま

せん。何とか残すために皆さんにご理解を頂いて利用して頂こうと。町

立病院として地域の医療を守る、町民の健康を守る、そして町民が利用

しやすい病院に変えていって、利用できるようにしていくのが私の役割

だと、そういう思いで病院改革を進めているところでありますので、い

ろいろご意見を頂いたのは、十分そのことも理解をしながら、私として

私なりに努力をまだまだ続けていきたいなと、そんなふうに考えており

ます。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 ８番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   私は今、昨年から１年間続けて、１年目になるんですけど、この経営 

改善計画を作成してから取り組んできていますけども、その中でなかな

か結果が見えてこない状況なんですけども、今後この計画の内容等を見

直すことがあるのか。 

 また、私は常々言っているんですけども、地域医療を残すために町立

病院は必要だとは重々承知していますけども、今の赤字体制の重いウエ

イトを占めている人件費、そこがネックだと私は思っているんです。そ

れで前にも一度言ったことがあるんですけども、公設民営だけとは限ら

ないんですけど、まずとりあえずできる方法として地方公営企業の全部

適用、そういうもので自分達の給料を自分達で守るというような自助努

力を病院に求めるということは難しいんでしょうかね。こういうものを

しっかりと自分達、もう一般企業はみんなそうですけども、稼いでこな

いと給料が出ませんよね。それと同じように、もう少し人件費に対する

ものの考え方とかその辺を見直して、改善計画の見直しを図っていくこ
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とが町長としてやっていけないのかどうか、その辺を１点お伺いしたい

と思います。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員から病院の経営の関係でご質問がございました。経営体と 

してはいろいろな方法が、手法があろうかと思います。それで今働いて

いる人達で公益法人を作ってやれれば、これは一番良いのかなと思いま

すが、今の体系の中では非常に難しいだろうというふうに思っておりま

す。それは、いろいろな医療機関との連携をしながら今もやっているの

も当然ありますが、うちは大学から派遣を頂いている部分でございます。

その辺の、これからの将来も目標としては、そういう部分も当然考えて、

視野には１つ入れていかなければならない、そのぐらい思いを持って病

院の診療に当たって頂ける先生方を育てていかなければならない、或い

は働いている人達も皆さんそうでありますから、そういうお話は当然さ

せて頂いておりますが、今の現時点では非常にまだまだ難しいネックで

はないかなというふうに思っております。それで、今回特に、皆さんも

ご承知のように、なぜこれが、こういうマイナスが出ているかというこ

とは、部門的にいきますと内科の先生が代わった、この激減が一番大き

いです。それが今、１１月から少しずつ戻ってきていると言うか、改善

と言うまでいきませんが、最悪の事態は脱して少しずつ上がってきてい

る。これは楽観できることではないです。まだまだ足りない部分であり

ますから、そういう部分、先生が代わるというのは非常に大きな要素で、

これは過去にもいろいろな先生が代わって、特に落ち込んだというのも

当然ある訳でありますから、それは言い訳にはなりませんけれども、そ

ういう部分を含めて病院の改革ということで、院内の会議も数多くやっ

て頂いて、今の経営状況も皆さんにお話させて頂いて、自分達で努力で

きるものをやろうということの、ようやく少しずつそれは出てきている

訳であります。十分とは言えませんけども、そういう気運が出てきてい

る訳でありますから、私どもはそのものと一緒になって病院の改革、そ

して将来的にはどうあるべきかは、またいろいろなことで考えていけれ

ば良いと思いますが、独立行政法人のような、今いる方でやれる環境に

は私はないというふうに考えております。 

議  長   ８番 志賀浦君。 

志賀浦議員   今そういう環境にはないという話でしたけども、この経営改善計画を

(再質問)  ３カ年で組んでいますけども、１年経ってそれなりに良い兆しがあるよ 

うな感じは言っていますけども、私から見ると全然その歩みが見えない

というふうに感じます。その中で医師の他、みんなの意識でありますけ

ども、これから例えば２年目に入る中で、目標数値なりその辺のものを

出さないと良くならないと私は思うんです。その目標数値をある程度挙

げて、その中でやれるという数字が出てくれば、公営企業会計の企業法

の全部適用とか独立行政法人とか、そういうこともできるのではないか

なと。その目標に向かってやっていかないと、いくら収益を上げてきて

も、人件費が６０％ですよ、６５％ですよという話にはならないかと思
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うんですよね。もしそれがそれで成り立つようにするのであれば、今の

倍以上の収益を上げていかないとならないと思うんですよね。いつまで

経っても公設の病院は黒字にならないと、これは悪循環で、どこの自治

体も一緒だと思うんですけど、そういうところに目標値を持ってメスを

入れていかなければならないと思うんですけど、とりあえず今回、２年

目に入る経営改善計画をある程度見直す方向があるのかないのか、その

辺だけ教えて頂きたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員のご質問にお答えをいたしますが、これは病院経営、人件

(再答弁)  費を含めて、非常に今落としながらうちもやってきている訳であります 

が、ただ診療報酬等々の基準がございますので、それを割ってまでやる

と地元負担が増えますから、そういう感覚にはならないというふうに思

っております。そのギリギリの境目までは当然トライをしながらやって

いくのが経営の改善方法だろうと。それで今、３年計画の改善方向を病

院の院長他皆さん理解して進めているところであります。１年の経過を

見た中で、院長とも相談しながら、まだ何が足りないのか、何ができる

のか、当然相談をしながら見直し、かけられるものであればかけていき

たいと思いますが、とりあえず３年計画を作りましたので、そのことに

ついて一生懸命やって頂くと。それができていなければ当然改善をして

いかなければならないので、そのことも十分話をしながら今後とも進め

ていきたいなと考えております。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 ２番 白倉 健一君。 

白倉議員   平成２１年度の入院患者或いは外来患者について、予定者を年々減ら 

してきております。そんな中でなおさら、今３，４００人ぐらい今年は

減るという予想がたっております。回復基調のあると言いながらも３，

４００人も入院と外来が減っているということは大変な、病院に対して

の経営も大変厳しい訳でございます。そんな中で在宅の往診を取り入れ

てはおりますけども、現在どのぐらいの人数が在宅で診療を受けている

のか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

議  長   町立病院事務長。 

病院事務長   在宅診療ということで、訪問診療のことだというふうに思いますけれ 

ども、訪問診療については昨年からそれぞれ周知して行ってきていると

ころでございますけれども、現在のところ実績はまだございません。１

名対象の方がいらっしゃるんですけれども、その方についても実際には

まだ訪問診療の方に結びついていないという状況でございます。以上で

す。 

議  長   ２番 白倉君。 

白倉議員   それらが順調に運営されていくと患者数も増えてくるのではないか

(再質問)  というふうに思うんですが、このままでいくと、また２３年度について 

は入院も外来も予定数を減らし、そしてまた補正の中での人数が減って

くるということで、いつまで経ってもこの病院の改革ができていかない
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のではないかと思います。その中でやはり訪問診療ですか、それをきち

っと早く手を打って頂きたいなと思いますので、その辺をよろしくお願

いいたします。 

議  長   それは希望ですか。 

白倉議員   はい。 

議  長   他にご質疑ございますか。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第１１号についての質疑を終結いたし

ます。 

 次に議案第１２号 平成２２年度南幌町下水道事業特別会計補正予

算（第２号）についての質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第１２号についての質疑を終結いたし

ます。 

 次に議案第１３号 平成２２年度南幌町介護保険特別会計補正予算

（第３号）についての質疑を行います。 

 １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   １７ページの任意事業費の委託料のところなんですが、先ほどの説明 

で配食サービスが減っているということでしたけれども、今何食で、そ

の減っている要因は何か、それをお答え下さい。 

議  長   住民課長。 

住民課長   当初５，５００食を予定して予算で見ておりましたけれども、精査の 

結果、５，２００食になるということでございます。それで５，５００

食を予定した当初の段階では利用者が、２０名の利用がございました。

それで現在は１３名ということで、これは利用者については増減いたし

ます。と言いますのは、施設に入ったり、或いは入院をしたりというこ

とで、常時、月曜日から土曜日まで２食なんですけれども、常時利用す

れば５，５００食ですけれども、中には利用者がそういった事情で異動

があるということで、３００食の減ということで、この金額の減額とい

うことになっております。 

議  長   １番 熊木君。 

熊木議員   利用者の体調とかいろいろあって、減ったりもいろいろ増減はすると

(再質問)  思うんですけれども、今後増える見込と言うか、５，５００食で、来年 

度もその計画なのか、それから味と言うか、そういう希望と言うかね、

その辺には応えたり、いろいろ配食に対するアンケートをとったりとか、

そういうことはなされているのかどうか、そこをちょっと伺います。 

議  長   保健福祉課長。 

保健福祉課長   只今の配食サービスの関係でございますけども、このサービスの対象

(再答弁)  者の方は、低栄養状態だとか認知だとか、退院後の栄養が不足している 

という方について、関係する施設だとか保健師だとかが、その方に適切

な食事はどういうものかということで、この配食サービスを利用した方

が良いだろうと、ちゃんとした食事を提供した方が良いだろうというこ
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とで、まずは配食サービスを受けられるか受けられないかを決定いたし

まして、当然ご本人の希望もあるんですけども、その中でその配食サー

ビスの業者については、例えば糖尿であれば糖尿病食だとか、そういう

ものを専門の栄誉管理もした中で提供しております。今のところそうい

うようなご不満の声だとかがあれば、当然その業者の方には伝えまして、

改善だとかそういうことにはなるんですけども、今のところはそういう

ようなことでご理解頂きながらサービスを実施しているところでござ

います。以上です。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 ４番 沢田 一清君。 

沢田議員   １４ページの居宅介護サービス計画給付費の件ですが、我々の社会は、 

やがては居宅の介護サービスというものがどんどん増えてくるという

ことが関係者により公表されておりますが、南幌町の現在の居宅介護サ

ービスの状況と言いますか、どのような状況になっているか、今後にお

いてはこうなるだろうという予想が立てられているのか、その辺の内容

をお聞かせ願いたいと思いますが。 

議  長   住民課長。 

住民課長   今のご質問の居宅介護サービス計画給付費の関係で、居宅介護サービ 

スが今後どういうふうになるか、現状と踏まえてということだと思うん

ですけれども、まずこの補正の内容の追加の部分では、要するに居宅介

護計画の件数が増えていると。実際は当初、２２年度当初では１，０８

６件ほど見ておりましたけども、最終的に１，２５３件計画が策定され

る見込みでございます。それで２１年度を見ますと１，０９９件という

ことで、だんだん増えてきているということになります。それで居宅サ

ービスの方の費用も昨年１２月に増額した経緯もございまして、議員ご

指摘のとおり、介護給付費については今後も増えるのではないかという

ふうに思います。ただ、今後の見込みにつきましては、今年、２３年度

で第４期が終わりますので、今年第５期の介護保険事業計画を策定いた

しますので、そういった中で、２４年からの３カ年の見込みの中で推計

を出して新しい計画を作り、新しい介護事業に取り組んでいきたいとい

うふうに考えておりますので、またそれは計画策定の段階でお話をでき

ればというふうに考えております。以上でございます。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第１３号についての質疑を終結いたし

ます。 

 次に議案第１４号 平成２２年度南幌町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）についての質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第１４号についての質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。本７議案につきましてはこの際討論を省略し、直



 ５３

ちに採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。採決にあたりましては各議案ごとに行いま

す。 

 議案第８号 南幌リゾート対策資金貸付基金設置条例を廃止する条

例制定については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 議案第９号については起立採決を行います。 

 議案第９号 平成２２年度南幌町一般会計補正予算（第７号）につい

て、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立１０名、着席０名） 

 どうぞご着席下さい。 

 賛成起立全員であります。よって本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

 議案第１０号 平成２２年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）については、原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 議案第１１号については起立採決を行います。 

 議案第１１号 平成２２年度南幌町病院事業会計補正予算（第３号）

について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立７名、着席３名） 

 どうぞご着席下さい。 

 賛成起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

 議案第１２号 平成２２年度南幌町下水道事業特別会計補正予算（２

号）については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 議案第１３号 平成２２年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第３

号）については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 議案第１４号 平成２２年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）については、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 
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 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 暫時休憩いたします。４時５５分まで休憩いたします。 

（午後 ４時３５分） 

（午後 ４時５５分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 追加日程４ 発議第５号 議案第１１号 平成２２年度南幌町病院

事業会計補正予算（第３号）に関する附帯決議についてが提出されてお

ります。これを日程に追加し、日程の順序を変更して直ちに議題とする

ことにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって追加日程４ 発議第５号を日程に追加

し、日程の順序を変更して直ちに議題とすることに決しました。 

 ●追加日程４ 発議第５号 議案第１１号 平成２２年度南幌町病

院事業会計補正予算（第３号）に対する附帯決議についてを議題といた

します。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   提出者より提案理由の説明を求めます。 

 ２番 白倉 健一君。 

白倉議員   提案理由。平成１９年度に町立南幌病院経営計画、平成２２年に経営 

改善計画が出されて以後、経営改善の歩みを実感することができない今、

抜本的改革に取り組み、住民が求める町立病院を目指すためでございま

す。 

 内容について説明申し上げます。議案第１１号 平成２２年度南幌町

病院事業会計補正予算（第３号）に関する附帯決議。議案第１１号 平

成２２年度南幌町病院事業会計補正予算(第３号)は、一般会計からの繰

入金を追加補正するものであり、平成２３年度以後も同様の結果となる

ことを危惧するものである。また、町立病院の経営悪化は、南幌町が現

在進めている財政健全化に向けた取り組みに大きな影響をもたらすも

ので、このまま放置できない喫緊の課題であると考える。予算の執行と

並行して下記の検討を強く求める。記。１、病院事業形態の見直し。住

民が求める地域医療を守る国保町立南幌病院の存続のため、病院経営形

態の抜本的見直しの検討を求める。２、診療科目の見直し。病床利用率

の改善を図るため、診療科目の見直しと病床数の見直しの検討を求める。

３、一般会計における繰出金の明確化。今後、町立病院に係る地方交付

税算定分の繰出し基準を明確にし、病院経営に当たっては確実にこの基

準内での予算執行となるよう求める。以上、決議する。平成２３年３月

８日、南幌町議会。南幌町長 三好富士夫 様。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 １番 熊木 惠子君。 
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熊木議員   提案者に質問します。この１番の病院事業形態の見直しというのは、 

具体的にどのようなことを言っているのでしょうか。それをちょっとお

答え下さい。 

議  長   ２番 白倉君。 

白倉議員   病院の形態の見直しということは、現在置かれている病院の医師、看 

護師のその内容を見直していくということでございます。 

議  長   １番 熊木君。 

熊木議員   今現在の町立病院の形、形と言うか今進めている、その形はそのまま

(再質問)  存続するということで間違いないんですよね。 

議  長   ２番 白倉君。 

白倉議員   このままの病院の形態がそのままいくかどうかは今後の課題であり

(再答弁)  ます。やはり改善計画がなされなければ、違った方法も検討しなければ 

ならないのかと私は思います。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 始めに反対討論を許します。 

 （なしの声） 

 ありませんので、次に賛成討論を許します。 

 （なしの声） 

 討論がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。採決にあたりましては起立採決を行います。 

 発議第５号 議案第１１号 平成２２年度南幌町病院事業会計補正

予算（第３号）に関する附帯決議について、原案のとおり可決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立９名、着席１名） 

 どうぞご着席下さい。 

 賛成起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

 以上で本日予定しておりました全ての議案審議が終了いたしました。

明日９日午前９時３０分まで延会といたしたいと思いますがご異議あ

りませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって明日９日午前９時３０分まで延会とい

たします。 

 ご苦労様でした。 

（午後 ５時０２分） 
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平成２３年第１回南幌町議会定例会会議録    ３月９日 

 

議  長   おはようございます。             （午前９時３０分） 

 昨日より延会となっておりました、平成２３年第１回南幌町議会定例

会を只今より再開いたします。 

 本日の出席人員は１１名でございます。直ちに本日の会議を開きます。 

 日程１９ 議案第１５号より日程２７ 議案第２３号までの９議案

につきまして、関連がございますので一括提案いたします。 

 ●日程１９ 議案第１５号 南幌町行政評価委員会条例制定につい 

              て 

 ●日程２０ 議案第１６号 南幌町児童生徒等医療費の助成に関す 

              る条例制定について 

 ●日程２１ 議案第１７号 平成２３年度南幌町一般会計予算 

 ●日程２２ 議案第１８号 平成２３年度南幌町国民健康保険特別 

              会計予算 

 ●日程２３ 議案第１９号 平成２３年度南幌町病院事業会計予算 

 ●日程２４ 議案第２０号 平成２３年度南幌町下水道事業特別会 

              計予算 

 ●日程２５ 議案第２１号 平成２３年度南幌町農業集落排水事業 

              特別会計予算 

 ●日程２６ 議案第２２号 平成２３年度南幌町介護保険特別会計 

              予算 

 ●日程２７ 議案第２３号 平成２３年度南幌町後期高齢者医療特 

              別会計予算 

 以上９議案を一括して議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第１５号から議案第２３号までの９議案 

につきまして提案理由を申し上げます。 

 まず議案第１５号 南幌町行政評価委員会条例制定につきましては、

町の施策及び事務事業にかかる行政評価の客観性及び透明性を高める

べく、地方自治法の規定に基づく附属機関として設置するため本案を提

案するものであります。 

 次に議案第１６号 南幌町児童生徒等医療費の助成に関する条例制

定につきましては、児童生徒等の医療費の一部をその保護者に助成する

ことにより疾病の早期診断と早期治療を促進するとともに、子育てにか

かる負担軽減を図るため本案を提案するものであります。 

 次に議案第１７号から議案第２３号までの７議案につきましては、平

成２３年度における南幌町一般会計及び各種特別会計予算であり、概要

につきましては別途配付いたしました平成２３年度各種会計予算編成

の概要により副町長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますよ
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うお願い申し上げます。 

議  長   予算編成概要の説明を求めます。副町長。 

副 町 長   （予算編成概要の朗読により説明する。） 

議  長   只今上程されました９議案の取り扱いについてお諮りいたします。 

 ７番 落合 進君。 

落合議員   只今上程されました、平成２３年度各会計予算及び関連条例案の審査 

につきましては、議長を除く１０名による予算審査特別委員会を設置し

て、本９議案を付託し休会中に審査してはいかがかと思いますので、議

長よりお諮り願います。 

議  長   お諮りいたします。只今落合君から提案がありましたとおり、１０名 

による予算審査特別委員会を設置して、本９議案を付託し休会中に審査

するというご発言でありますが、さよう決することにご異議ありません

か。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本９議案は予算審査特別委員会に付託

し休会中に審査することに決しました。 

 只今設置されました予算審査特別委員会の正副委員長についてお諮

りいたします。 

 ７番 落合 進君。 

落合議員   只今設置されました予算審査特別委員会の委員長には白倉 健一議

員、副委員長には本間 秀正議員の両氏を推薦いたしますので、議長よ 

りお諮り願います。 

議  長   只今落合君から提案がありましたとおり、委員長には白倉 健一君、 

副委員長には本間 秀正君とのご発言でありますが、さよう決すること

にご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって委員長には白倉 健一君、副委員長に

は本間 秀正君と決しました。 

 以上で本日予定しておりました全ての議案審議が終了いたしました。

予算審査特別委員会並びに総合計画審査特別委員会の審査が終了する

まで休会といたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって予算審査特別委員会並びに総合計画審

査特別委員会が終了するまで休会といたします。 

 ご苦労様でした。 

（午前１０時１２分） 
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平成２３年第１回南幌町議会定例会会議録   ３月１６日 

 

議  長   おはようございます。             （午前９時３０分） 

 去る３月１０日より予算審査特別委員会並びに総合計画審査特別委

員会のため休会となっておりました、平成２３年第１回南幌町議会定例

会を只今より再開いたします。 

 本日の出席人員は１１名でございます。直ちに本日の会議を開きます。 

 このたびの東北関東大震災の犠牲者となられた多くの方々のご冥福

をお祈りいたしまして、黙祷を捧げたいと存じます。 

局  長   ご起立願います。 

 黙祷始め。 

 （黙祷する。） 

 黙祷を終了します。ご着席下さい。 

議  長   ここで町長より発言を求められておりますので、会議規則第５０条の 

規定により発言を許します。 

 町長。 

町  長   議長の許可を頂きましたので、議会再開に当たりまして、東北関東大 

震災について申し上げます。３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地

震はマグニチュード９．０で、国内観測史上最大の規模でありました。

津波による壊滅的な被害を受け、被害状況が把握できない地域もありま

す。犠牲となられた方々に対し、謹んで哀悼の誠を捧げるとともに、被

災された皆さんに心からお見舞いを申し上げます。また、救援救出活動

に当たっておられる関係各位の努力に心から敬意を表する次第でござ

います。町としても地震発生後、直ちに災害時要援護者の安否確認、各

施設などの点検を実施いたしましたが、幸いにして大きな被害はありま

せんでした。しかしながら、東北地方を中心に広範囲で甚大な被害が発

生しており、更に福島原子力発電所の事故は予断を許さない状況となっ

ております。現在、北海道において、自治体に対し支援物資などの取り

まとめが実施されており、北海道町村会が対応策の検討をしていること

から、本町としても可能な限り対応して参りたいと考えております。南

幌町においても、今回の災害を教訓とし、町民の皆様が安心して生活を

送れるように取り組んで参りますので、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

議  長   只今、町長のご発言がありましたが、大地震、大津波、原発事故の状 

況が次々と報告され、未曾有の惨状に、驚きと大きな悲しみとするとこ

ろでございます。議会は、無念にも犠牲となられました多くの方々のご

冥福を衷心よりお祈り申し上げますとともに、被災地域、被災住民の

方々に心からお見舞いを申し上げます。一刻も早い救済、復旧を望むこ

とでありますが、議会としては既に被災義援金の準備を進めているとこ

ろであり、更に町と一体となり、できる限りのご支援、ご協力を行うも

のであり、国をはじめ各行政の速やかな対応をお願いするものでありま

す。 
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 それでは日程に入ります。 

 ●日程２８ 一般質問を行います。 

 本定例会の一般質問通告者は５名でございます。一般質問につきまし

ては通告順に行います。 

 ７番 落合 進君。 

落合議員   それでは町長にお尋ねをいたします。まず地域再生基盤強化交付金の 

復活についてでございます。地域再生基盤強化交付金は２００５年に創

設され、道路、汚水処理、港湾の３分野で省庁間の垣根を越えた一体的

な施設整備を推進するものでございました。事業は目安として５年間で

ございますが、進捗状況に応じて類似する施設間の予算融通や年度間で

事業量の調整ができるなど、自治体の裁量性の高さが特徴でありました。

来年度以降に予定していた同交付金の総額は約１，７８５億円で、事業

費は約３，６５０億円に達しており、今年度の地域再生計画の新規認定

件数は１８３件と、昨年の２４件から急増していました。しかし、去年

６月の行政事業仕分けで、同交付金は廃止を含め抜本的な見直しを行う

と評価され、突然政府は方針を転換して、概算要求に予算を計上せず、

継続整備を予定していた全国の３０９市町村にとっては、寝耳に水との

事態だと建設通信新聞で大きく報道をされました。こうした事態を受け、

先の参議院予算委員会で公明党が追及した折、政府は再び方針を転換し、

地域再生基盤強化交付金の予算、来年度以降に予定していた額の約３分

の１の６２０億円が計上されることになりました。対象事業は道路整備、

市町村道広域農道、林道、汚水公共下水道、浄化槽・農集・漁集、港整

備・港湾施設・漁港施設と、前と全く同じになっております。ここで４

点についてお伺いをします。 

 まず１つに、同交付金は２００５年に創設されているので、既に我が

町としても利用のための申請をして、認定されているものはあるのかど

うか。 

 ２つ目には、今回の予算計上分は前に申請している継続事業分だけな

のか。 

 ３つ目に、新たに申請して認定を受けることができるのかどうか。で

きるとすれば、我が町も以前からの念願である広域農道のきらら街道に

歩道がつけられるのではないか。 

 ４点目に、この交付金のポイントは前と同じで、１つには省庁の壁を

越えて３種類のテーマ別交付金を一括計上、２つには内閣府が自治体の

再生計画を５年分まとめて認定している、３つには年度間の事業量変更、

類似事業への充当が可能になっていると。利用できるものは全て利用す

べく、我が町の前向きの対応をお聞かせ願いたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   落合議員の地域再生基盤強化交付金の復活についてのご質問にお答

えをいたします。地域再生基盤強化交付金につきましては、地域の特性、 

資源を顕在化させ、これらを有効活用した地域の産業振興、生活環境の

改善、観光、交流の促進など、地域の創意工夫を凝らした具体的な取り
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組みを推進することにより、自主的、自立的で持続可能な地域の形成を

図るために計画を策定し、内閣府の認定を受けた地域再生計画に基づく

事業に対して、国の支援策として道路、汚水処理施設、港湾施設の整備

について交付されるものです。 

 この交付金の基本となる国の地域再生基本方針が閣議決定された平

成１７年４月当時は、町は単独自立の道を歩むこととなったことから、

行財政運営が極めて厳しい状況であり、補助率２分の１の本交付金の活

用を含め、新たな事業への取り組みができる状況ではなかったこともあ

り、本交付金を活用した実績はありません。 

 次に２点目の平成２３年度政府予算における計上分６２０億円につ

きましては、その内容について内閣府に照会したところ、新規、継続事

業ともに対象としているとのことですが、継続事業が多いことから、継

続分が優先になる見込みであるとの回答を頂いております。 

 ３点目の新たな認定申請ときらら街道の歩道整備についてですが、最

初に申し上げましたとおり、地域再生基盤交付金を活用するには、地域

再生計画を策定し、内閣府に申請し認定を受けることが前提となります。

地域再生計画についての新たな申請は可能と考えますが、地域経済の活

性化等への取り組みの計画であることから、交付金を受けるためだけの

計画では意味がありません。また、地域再生計画の中において、きらら

街道の歩道整備が地域経済の活性化等に繋がる位置づけとした地域再

生計画が策定できるかが問題となると考えます。いずれにしましても、

以前から申し上げていますように、きらら街道の歩道整備につきまして

は、用地買収など多額の費用を必要とし、本交付金を活用できたとして

も、補助率が２分の１では多くの町の負担が発生することから、現在の

状況では非常に厳しいと考えるところであります。 

 最後に４点目の我が町の前向きな対応ということですが、交付金など

利用できるものについては積極的に活用すべきものと考えますが、交付

金の中には、経済対策臨時交付金のように事業費全額が交付されるもの

や、地域再生基盤強化交付金のように２分の１の負担を伴うものがあり

ます。新たな事業に取り組む場合は、交付金などの内容と財政状況を見

極めながら判断していきたいと考えております。 

議  長   ７番 落合君。 

落合議員   この交付金の制度でございますけれども、もう１回ちょっと確認した

(再質問)  いんですがね、この制度ができまして、各自治体にですね、国から通達 

があったのはどういう形で、町長が答弁されましたけれども、その申請

の要綱と言いますか、そういうものはどういうふうに来られているか、

もう少し詳しく教えて頂きたい。これの認定件数がですね、全国で１８

３と。北海道だけでも、町村合併しましたので多少減っていますけれど

も、２１２市町村ありまして、合併したことがありまして減っています

けれども、北海道だけでもこれぐらいの件数の市町村がある。そうしま

すとね、その前年はたった２４件だった。利用する自治体が非常に少な

かった。であれば、先ほど町長がおっしゃいました、その２分の１の補
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助では町の持ち出しが多いから大変だということもあるでしょう。けど

も認定される確率は私は非常に高かったのではないのかなと思う訳で

すね。それで、まず私の質問の１番目のお答えの中でですね、自立にな

ったためにですね、行財政運営がですね、非常に極めて厳しい状況であ

ったと、だから２分の１の補助率の交付金ではどうにもならないという

ことでであると。その時に交付金を申し込んでですね、そういう状況の

中で、道なり国なりにまだ要請できるような状況でもなかったのかなと。 

 ２番目には、その継続事業が優先ということですから、これは当然、

我が町としては要請していないものですから、これはだめですよね。 

 ３番目の、申請は可能だけれども、歩道整備そのものが地域経済の活

性化に繋がるという位置づけができるのかどうか、その再生計画が策定

できるのかどうかというご答弁でございました。これは国が決めるので

はなくて、その自治体がその価値判断をするのではないのかなというふ

うに私は考えたいと思うんですね。 

 それから４番目のご答弁の中にですね、歩道を造るのに用地買収に金

がかかると、それで交付金を活用できたとしても、これは多額の町の負

担になるというお答えでございました。これはもうずっと前からですね、

きらら街道の整備というのは、他の議員達も要請した経緯があります。

これはもう町民の全ての願いなんですね。それを、その土地買収がいく

らぐらいかかるのか、その試算をですね、されたことがあるのかどうな

のか、その額がいくらになるのかどうか、それから、その額がはっきり

して、その補助率が半分であれば、その半分をですね、町活性化のため

に道に要請することもできるのではないのかなというふうに私は考え

るところですけれども、以上の点でですね、お答えを願えればありがた

いなと思います。 

議  長   町長。 

町  長   落合議員の再質問にお答えをいたしますが、この交付金の活用の、通

(再答弁)  達等々を含めてどうなのかということでございます。１７年当時を思い 

出して頂ければと思います。町の財政が非常に厳しいということで、歳

出の見直し或いは町民の方々の負担増をお願いしている最中、自立緊急

実行プランを今作っておりますが、その以前の問題でありまして、相当

町民の方々に負担を頂く、そうしなければ南幌町の自立はあり得ない、

そういう状況下でごさいましたので、この臨時交付金、地域活性化交付

金については、手を上げてするような状況ではないと。緊急性の問題も

含めて、私どもは相談もさせて頂き、どうあるべきかということ、まず

は我が町の再生を早く図るということの１点で行政を進めたいという

ことで進めさせて頂きましたので、基盤強化交付金については、うちは

手を上げなかったということでございますし、通達がどうのこうのでは

なくて、我が町の状況下において、その部分については非常に難しいと

いうことでございます。 

 合わせてこの歩道整備、きらら街道の歩道整備、各議員からいろいろ

ご指摘等々を頂いているのも事実であります。従って、私どもはこの交
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付金を使ってどうのこうのということではなくて、全体の把握の中で、

このきらら街道の歩道がどうあるべきかと。近隣市町等の情報も交換を

させて頂きましたけれども、なかなかそういう整備にいく姿勢が今なか

なか見受けられない。合わせて我が町のここの歩道、例えばきらら街道

の中で温泉に行く歩道だけを見ても、最低見積もっても３億円以上の費

用が、多額の費用が、合わせて２分の１であれば１億５，０００万円以

上の町負担が発生することから、私どもは今その時期ではないと。皆さ

んの要望は非常に分かりますけれども、歩道を整備するのであればきら

ら街道全体、市、町と連携しながら整備を進めてくる事業が展開できれ

ば一番良いのかなと、そんなことも思いながら、落合議員の思いも分か

りますけれども、そういう経過を踏まえながら、これを全然しないとい

うのではなくて、まずは我が町のきちっとした、今進めております自立

緊急実行プラン、これを早く達成し、少しでも町民の皆さんの負担を軽

減していきたい、その方向に定めて参りたいという考えでおります。以

上であります。 

議  長   ７番 落合君。 

落合議員   今の町長のご説明で、我が町が非常に厳しいということは、私も同じ

(再々質問)  気持ちでございます。しかしながら、予算がですね、３分の１になった 

ものですから、これは改めて国の方に打診しなければ分からないと思う

んですけれども、この交付金そのものは厳しい、行政に対して再生事業

として交付するものですから、その厳しい状況であるからこそ申し込ん

でですね、例えば歩道を造るのに３億円ぐらい買収にかかるんだと、そ

の半額だと１億５，０００万円ぐらいかかるとなってくればですね、こ

れは１回ぜひ、国も１回ゼロにしたんだから、それを再生したんですか

ら、各地方からの要請で再生した訳ですから、この辺をですね、本当に

これ以上のものが支援できるのかどうか、これは道政に繋げてもらえる

かどうかということもぜひ打診して、そして町の再生にですね、前向き

に取り組んで頂ければなというふうに思っているんですが、その辺のお

気持ちだけお聞きします。 

議  長   町長。 

町  長   落合議員の再々質問にお答えいたしますが、この地域再生基盤強化交

(再々答弁)  付金につきましては、非常に難しい部分がございます。きらら街道の歩 

道だけを造るためにこの再生計画が作れるかといったら、そういうこと

ではなくて、地域全体の再生計画というのを作らなければならないと先

ほど申し上げたとおりでございます。それで歩道或いは道路等について

は、いろいろな交付金や補助金の事業もございますので、これらも見極

めながら、うちの町にとって財政負担が非常に少ない事業の展開ができ

る時には、またいろいろ考えていきたいなとは思っておりますが、今の

この再生交付金については非常に難しいという部分がございますので、

だから、それも道内では実績ゼロです。申請も。非常に難しい状況でご

ざいます。そんなことも含めて、いろいろな事業の展開の中で取り組ん

で参りたいなというふうに考えております。 
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議  長   ７番 落合君。 

落合議員   それでは質問を変えます。２番目の介護保険料、国民健康保険税の健 

常者に対する減免政策についてでございます。２０１２年度は３年に一

度の介護保険制度改正期に当たり、厚生労働省は去年の１１月１９日に、

２０１２年度の介護保険制度改正の意見書素案として、社会保険審議会

介護保険部会に提示をいたしました。その内容を見ますと、保険財源を

確保のためとの事由で、高所得者の自己負担割合現行１割の２割への引

き上げや、在宅介護ケアプラン作成への自己負担導入などを検討するよ

う求めております。このような状況の中で、国保加入者も国保税の負担

が大変厳しいものになっております。我が町の国保税は、他市町村に比

べ上位を占めている現実がございます。利用している者は仕方ないとし

ても、介護保険は６５歳以上にならないと利用できません。６５歳以上

になっても健康で一度も利用していない人、また国保加入者の中で健康

で１年間に一度も病院にかかっていない人等に対して、ポイント制を作

って料金の引き下げを検討してはいかがでしょうか。車の任意保険にお

いても、１年間無事故ならば年々掛金が安くなっていきます。この不況

の中で、我が町として他の市町村にない健康な町民に対する思いや政策

を実現すべきだと思いますが、町長の所見をお伺いいたします。 

議  長   町長。 

町  長   介護保険料、国民健康保険税の健常者に対する減免政策についてのご 

質問についてお答えいたします。国民健康保険は、相互扶助の理念のも

とに導入された日本の社会保険制度において、国民皆保険の実現のため

１９５８年に創設された最後の強制加入の保険制度であり、介護保険は、

国民の共同連帯の理念に基づき、２０００年に創設された制度でありま

す。両保険制度とも国の法律に基づく第１号法定受託事務であり、国の

管理下において事務を執行しております。 

 ご質問の健常者に対する減免政策のお尋ねですが、両保険制度が病気

やケガなどによる身体的な弱者、高齢による介護の必要なお年寄りなど

を救済する目的に創設された趣旨を考えますと、健常者が生涯にわたっ

て利用しないということは想定されておりません。誰もが病気、ケガ或

いは介護を必要とする可能性があり、相互扶助、共同連帯の理念で創設

された両保険制度は、国民全体で支え合う仕組みで成り立っていると考

えております。よって、町が健常者に対して減免を行うことは、両保険

制度の基本的な理念に沿うものか、また、保険料、税負担の公平化の問

題、更に国の補助金等にも影響を及ぼし、両特別会計の運営にも支障が

出る可能性もあり、国の法律改正により制度としての見直しがない限り、

１つの町として減免を行なうことは、現段階では難しいと判断しており

ます。 

議  長   ７番 落合君。 

落合議員   今ご答弁を頂きましてね、今のご答弁は質問に対する１００点満点の

(再質問)  ご答弁かなと思いますけれども、弱者に対するサービスというのは非常 

に多いんですね。世間一般でも国保においても、悪人に対しては温情が
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あるけれども、善人に対しては全然ないということもありますし、ただ、

町長がおっしゃいましたように、この制度に逆らってですね、ずっと減

免をしていくという考えであれば、これはちょっと筋が通らないかなと

思いますけれども、南幌町も過去に健常者に対しては粗品を贈呈した経

緯もございましたよね。過去にもあったでしょう。私はですね、質問の

中に減免と書いてしまったものですから、金額的なサービスというふう

に考えますけれども、これは私は、例えばポイント制にしてですね、も

し１年間使わないとすれば、これは健康保険料、国民健康保険税或いは

介護保険料の中からどうのこうのではなくて、町としてその健常者に対

するそういう、お返しと言うのかサービスと言うのか分かりませんけれ

ども、そういう考え方があっても良いのではないのかなと。やはりよそ

の市町村にない取り組み、南幌町に住んだらこういうこともあるんだと

いうですね、そのＰＲの１つにもなるようなですね、そういう取り組み

をしたらどうだろうかというふうにお聞きしたんですけれども、改めて

町長、ご答弁をお願いします。 

議  長   町長。 

町  長   落合議員の再質問にお答えをいたしますが、減免政策のご質問でござ

(再質問)  いましたので、それに対して私は回答をさせて頂いたところであります。 

その他、保健、医療、福祉の関係で申しますと、道内でもいろいろな自

治体で取り組みがなされているところでございますし、落合議員のお話

にあったように、以前は我が町も１年間病院を利用しない方々に、健康

まつり等々で表彰したり、或いは記念品の贈呈をしたりという時代も過

去には確かにあったと思います。それで今の状況、先ほどの質問と同じ

でありますが、そういう部分を早くできるような財政運営をしていった

中で、ポイント制度が良いのか、或いは以前やっていたサービスが良い

のか、その辺はいろいろなことを考えていかなければならないなと、そ

ういう思いはありますけれども、現時点の中では、早く良い形に戻して、

そして皆さんのそういうご意見を、どれを取り入れて新たな展開をして

いくのかということの中には、当然こういうサービスなども入ってくる

のではないかなというふうに考えておりますが、２５年という目標を持

っておりますので、その中で１日も早く達成をして、こういうものが町

としてできる体制づくりに早く努めて参りたいと考えております。 

議  長   ７番 落合君。 

落合議員   最初の質問の仕方が悪かったようで、誠に申し訳なかったんですけれ

(再々質問)  ども、町長がおっしゃったようにですね、過去にあったと。けども２５ 

年を目標にですね、財政再建のために頑張っているのかなと、少しでも

早くというふうなご答弁だったと思うんですけれども、そういう厳しい

からこそですね、今、協働のまちづくりということで、住民をひっくる

めて、行政と住民が一体になってまちづくりを進めていくという状況の

中で、これは人数にしてもですね、６５歳以上であればそんなに数が大

勢いらっしゃる訳ではないと思うんですね。ですから金額にしても、１

回計算してもらえば良いんですけれども、そんな多額の、財政をですね、
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相当負担を被るような金額では私はないと思うんですね。ですから、こ

ういう状況であるからこそ、なお一層ですね、早くこういうものもして

頂きたいなというふうに思います。どうか早急にご検討頂きますように

ですね、お願いしたいんですけれども、その点町長、お約束して頂けま

すか。 

議  長   町長。 

町  長   落合議員の再々質問にお答えをいたしますが、私は落合議員の言う意

(再々答弁)  味も分かりますが、町民全体で負担増、よその町にない負担増を頂いて 

いるのが現実であります。その町民全体の心情を思う時に、早くそれを

解消できる手法をとりながら、こういうものも加えていけるような体制

づくりを早く進めていきたいというのが私の今の考え方でございます。 

議  長   以上で落合 進君の一般質問を終わります。 

 続きまして５番 近藤 長一郎君。 

近藤議員   今、日本の国の中において大変な大きな問題であり、日本の国が将来 

にわたって死ぬか生きるか、私はそのような大きな中で捉えている問題

であります。では質問申し上げます。南幌町の基幹産業である農業に対

するＴＰＰの考えは。我が国はリーマンショック以降、日本経済は容易

に回復を見せていない状況下の中で、我が国はこれまで貿易や投資の自

由化、円滑化を進め、幅広い経済関係の強化を目指してＦＴＡやＥＰＡ

交渉に当たり、農産物の重要品目については関税の撤廃から除外されて

います。しかしながら、昨年１１月に閣議決定された包括的経済連携に

関する基本方針を更に進める方向で、本年６月を目途に、菅直人政権は

ＴＰＰ、環太平洋連携協定の交渉に対する参加を判断すると表明してお

ります。このことは例外なく関税が原則１００％撤廃を基本とする、す

なわち関税０に向かって進むとう貿易自由化となることを宣言したと

言えます。このことにより、長い歴史の中で先人が積み重ね、農業を基

幹産業とする南幌町に破壊的な打撃を与えることが懸念されます。日本

がＴＰＰに参加することは、農業者にとって死ねと言わんばかりの問題

であり、北海道農政部の北海道への影響試算結果の発表資料を見ても、

米、麦、てん菜、でん粉原料用馬鈴薯、酪農、肉用牛、豚が挙げられ、

関連産業等、その影響額合計が２兆１，２５４億円と想定され、驚くば

かりの数字であり、まさに北海道農業が成立しないともとれます。更に、

ＴＰＰ問題は農業者だけの問題でなく、食の安全基準や人の就労、公共

事業への外国企業の参入、健康保険制度や金融の仕組みなど、あらゆる

分野の基準が変わり、町民の生活に大きくマイナス影響があります。今

こそ地域に生きる者として、農業を守るため、行政とともに知恵を出し

合い進むべきと考えますが、下記の点について町長のお考えをお伺いし

ます。 

 １つは、農業が基幹産業である町として、死活問題であるＴＰＰをど

う捉えるかであります。 

 ２つ目は、この問題の国の方向がいまだ不透明と言え、１０年後を見

据え、農業の再構築、産業振興等をいかに考えるか。また動こうとする
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のか。 

 ３つ目は、空知管内においても、農協も抗議集会、デモ行進などを行

い、署名活動も活発化しています。私も議会人の１人として、議員の皆

様の力を頂き取り組む覚悟を強くしているところであります。町として

も、ＴＰＰ反対を訴えるシンポジウムや小集会、要請活動を、町長自ら

代表としてやるようなお考えがございましょうか。 

議  長   町長。 

町  長   近藤議員の南幌町の基幹産業、農業に対するＴＰＰの考えはのご質問 

にお答えいたします。 

 １点目の、農業が基幹産業である町として、死活問題であるＴＰＰを

どう捉えるかとの質問ですが、議員のご指摘のとおり、本町において重

要な問題と捉えております。ＴＰＰは関税撤廃が原則ですので、仮に締

結された場合、農業を基幹産業とする本町においては、各国からの安価

な農産物の輸入により、関連産業を始め壊滅的な打撃を受けることが想

定され、地域経済が崩壊しかねない事態を招くものと大変危惧している

ところであります。また、食料品については海外からの輸入に依存する

ことが想定され、異常気象などにより世界の穀物生産地域で凶作が発生

した場合には、輸出制限が行われることも想定されることから、食料の

安定供給、食の安全性の確保といった視点についても心配されるところ

であります。このＴＰＰが導入された場合、本町における農業生産の影

響額といたしましては、米では２１億７，０００万円、麦では８億６，

０００万円、てん菜では９，０００万円、酪農では６，０００万円で、

総額３１億８，０００万円の試算結果となります。この影響割合は、４

品目にかかる全体生産額３４億２，０００万円の約９３％に達し、本町

の基幹産業である農業にとっては、壊滅的な打撃を受けることになると

捉えております。また、ＴＰＰに参加する場合、将来の我が国のあるべ

き姿について、国民的議論が不足していると考えております。 

 ２点目の、この問題の国の方向がいまだ不透明と言え、１０年後を見

据え、農業の再構築、産業振興等をいかに考えるかと、また動こうとす

るのかとの質問ですが、本町の農業は議員もご承知のとおり、昭和４５

年から積極的に土地改良事業を進め、現在では国内でも有数の生産基盤

が整い、１戸当たりの経営規模も２６ｈａにも達し、水稲を中心とした

土地利用型農業を展開していますが、一方、大消費地の札幌近郊に位置

していることから、その優位性を活かし、キャベツなど蔬菜を取り入れ

た都市近郊型の農業も盛んに行なわれてきており、長い歴史があって現

在の南幌農業が築かれてきました。いずれにいたしましても、農業の再

構築は一朝一夕に進むべきものではないと考えております。本年４月か

らは、概ね１０年間を見通して策定しました南幌町農業振興計画を基本

とし、生産者並びに関係機関等と一層の連携を図りながら、本町の基幹

産業である農業の振興を推進する考えでございます。 

 ３点目の、町としてＴＰＰ反対を訴えるシンポジウムや小集会、要請

活動を町長自ら代表としてやらないのかとの質問ですが、要請活動は北
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海道町村会などでも鋭意行なっており、私が代表となりシンポジウムや

集会などを行なう予定は、現在のところは考えてはおりません。しかし、

農業団体や関係機関と強固な連携、協力を図るとともに、あらゆる機会

を通じて、国内農業、そして安全な食料生産が最優先されるよう要請し

て参ります。 

議  長   ５番 近藤君。 

近藤議員   大変、冒頭からこのように申し上げて質問しながら申し訳ないことで

(再質問)  すが、これは大変大きな問題、国際問題でもありますので、かなり内容 

をですね、日本国内に少し絞りながら発言をしたいという考えを持って

おります。私は、この第１点目の、どういう捉え方をするかという点に

対しましては、先ほど町長が答弁したとおりですね、まだ国の判断が決

まっていないと。あくまでも仮に締結したらと町長も答弁されましたが、

私もそのような考えの中にありますが、この問題があまりにもですね、

日本の国は農業なくしてあり得ないと私は思っておりますので、そのよ

うな観点からしますと、もし来た時にこの問題を考えたら、もう時期は

遅い。大変な、南幌町においても問題が大きくなりすぎる。ですから、

私は少なくとも全体の流れを考えながら、少なくともですね、もし来た

時の対応は今からしっかりと農業政策の中でしなければいけない、そう

いう観点から質問する訳であります。それは言うまでもなくですね、こ

の問題が、そもそも発端になったのは、今の菅総理大臣が、首相がです

ね、昨年１０月１日の臨時国会の所信表明演説において、ＴＰＰの交渉

への参加を検討するということをおっしゃったところから始まる訳で

すね。そうした時にですね、その時その中で、目指す方向の中に開国が

ある、日本の国の開国宣言と私はとれます。と同時にですね、もう一方、

言ったのは、この中で農業の再生を図る、こういうことを言ったんです

ね。それでこれらに基づきながら、基づきながらですね、１１月にはＡ

ＰＥＣのハワイでのですね、この判断を最終的に判断する会議がある。

ですからお尻がもう決まっているんですね。この問題は。ですから大変

な問題として、まず来た時に対する対応を考えておかなければならない

ということであります。そこでもう１つ、このことを真剣に考えなけれ

ばならないのは、世界の１５３カ国が参加していますＷＴＯ、世界貿易

機構ですが、これらを受けながら、ＴＰＰの前にですね、十分町長もご

承知のように、ＦＴＡ、ＥＰＡという経済貿易協定が来ている訳であり

ます。ＴＰＰとこれらのＦＴＡ或いはＥＰＡはイコールという考えをし

ても、私は差しさわりはないと考えております。私は限りなくこの問題

は、用意をしなければ来るだろうと思うのはですね、この前段の方のＴ

ＰＰの前の方にですね、我が国の日本は２国間協定をしている訳であり

ます。ＴＰＰには９カ国入っておりますが、当然のように９カ国の中で

６カ国がですね、ＦＴＡ協定を結んでいるんですね。６カ国。あとの２

カ国がアメリカとニュージーランドということであります。ですから、

前段で申し上げましたが、ハワイで行われるＡＰＥＣの会議において、

この２国間協定がより鮮明になってくると思います。そこで判断された
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場合、これは大変な事態になるだろうと私は想定していますので、この

ような質問をした訳であります。我が国は言うまでもなく、やはり縄文

時代から弥生時代を通りながら、農耕文化を基本とした国であります。

当然のようにそれらを受けてですね、南幌においても瑞穂の国として、

豊かな水の資源の中で、秋の実りになりますと、稲穂の実りを感じさせ

る国でもあります。南幌町でもあります。そういう中で、私はどうして

もこの問題をきっちりと捉えなければならないということであります。

そこで、私は明らかに反対でありますが、そこでですね、町長に、次の

質問に入らせて頂きたいのは、私の質問の２つ目にありますですね、こ

の問題を国の方向がまだ不透明と言え、１０年後を見据えてですね、農

業の再構築、産業の振興をいかに考えるかという中で、ちょっと私は、

何と言いましょうか、町長の今お答えになった、私の質問の仕方も悪か

ったんだろうと思いますが、お答えがちょっと入り込んでいないような

気がしますので、私はこれらに対して、南幌町の農業の、絶対南幌はで

すね、生き残るために農業の再生をしていかなければならない、即ち、

私は食料自給率よりも稼ぐ農業、日本の農業を再生することにとって南

幌農業を守るという考え方を持っておりまして、即ち自給率にこだわっ

てですね、外国産の農産物に比べて争うという物作りを続けるよりも、 

農家にとって、それ以外の国民にとっても大きな負担になる訳でありま

すから、私はできればですね、新しい、何と言うんでしょう、稼ぐ農業

への、世界の中でこういうようなヒントがあるよということを町長に申

し上げておきながら、その考えも後ほど聞きたいと思いますが、我が国

はですね、本当に気候、土壌、水質、世界有数の農業条件が恵まれてい

る国でもあります。日本固有のね、農業技術に、或いは今現在のＩＴ、

或いはバイオ、代替エネルギーなどをですね、日本が最も得意とする他

の産業の英知も結集してですね、私は稼げる農業になるヒントがですね、

実は世界の中を見渡したら、私はあるんですね。それは実は、イスラエ

ルという国があります。それは砂漠の農業立国であり、中東に位置して

おりますが、そういう中で国土の６０％が乾燥地帯でありながら、それ

に覆われてありながら、この過酷な条件にもかかわらずですね、食料の

自給率が、９３％が維持されていると言われています。私はここで何が

言いたいかと言いますと、このような乾燥地帯であって、極めて過酷な

条件にあっても、施設園芸とかトマトによってですね、９６％の食料自

給率を図っている訳であります。また２つ目にはですね、オランダを挙

げたいと思います。オランダはですね、本当に小国であります。世界で

最も小国農業の国だと私は思います。国土の面積は日本の５分の１ほど、

それから耕作面積は日本の４分の１と言われています。日照時間に最も

低い地帯であり、日照時間に恵まれていない国であってですね、この国

は実にですね、面白いことに、自給率のこだわりを捨ててですね、高付

加価値に特化したんですね。高付加価値のものに。そういうことで、チ

ーズとか肉、トマト、或いはですね、イチゴなどに特化した事業によっ

て成功している訳であります。或いは３点目にはね、日本国内を見渡し
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ますと、実は新潟にですね、新潟の米がありますね。コシヒカリとかね。

有名な。元々これはどうやらですね、調べるところによりますと、日本

でもかつてですね、鳥も食べない米、鳥またぎの米と言われたそうです。

それでこの新潟ですね、味にこだわり勝負に出たそうですけども、この

結果、一発逆転して日本一うまい米になっていくという流れがあります。 

 次にですね、３点目ですけども、私の中の３点目の、空知管内の抗議

集会等でありますが、一応この答えの中でですね、今のところ予定はな

いと言っていますが、私はですね、基幹産業農業の南幌にとってですね、

今回の、今後のことを考えますと、私は消費者、町民と或いは農業者、

ＪＡとかですね、或いは行政と一環になってですね、一環になってしっ

かりとした反対運動或いは行動をしても良いのではないかと。できれば

ですね、そういう運動の中で、実は将来の南幌農業を守っていけるので

はないかとさえ思います。それで再度この点についてもですね、ぜひで

すね、私的には、もし町長がそういう、今のところないと言っています

が、迫りくる問題でも、お尻がですね、ＡＰＥＣでハワイの問題もあり

ますので、できるだけそういう力強い運動をしていきたいものだと、こ

のように思います。それは、やはり私的に、私は農業者ではありません

ので、消費者という一町民の考えの中で、住民の中で考えますと、あれ

ですね、農業者の署名運動、いろいろ今も、つい昨日もですね、回って

きて私も署名しましたが、実はあれですね、一番大切なのは、農業者だ

けでこの問題に取り組む問題ではないんだと。それはですね、農業者が

やれば、この運動をやりますと、消費者からの目から見ますとですね、

何かですね、あれですね、エゴのようにも見えたりですね、それから今

のその運動が農業者にとってですね、だけの、何と言うんでしょう、有

利に展開するかのような運動にも見えますので、私は消費者も行政も一

丸になっての署名運動はぜひ必要でないのかなと、そのように思います

がいかがでしょうか。 

議  長   町長。 

町  長   ＴＰＰの問題について近藤議員から再質問を頂きましたけれども、前

(再答弁)  段にいろいろお話を頂いたところでありますが、このＴＰＰの問題、農 

業だけの問題ではなくて、国を支配するいろいろな分野、例えば金融、

保健福祉等々、日本では本当にいろいろな分野での問題がございます。

ですから国としてこの問題をどう取り上げるかという問題が一番重要

でありますし、当然農業者だけではない、全国民が一緒になった展開を

していかなければならない。特に今、農業分野だけ取り上げられている

のはちょっと残念でありますけれども、農業分野も本当に大事でありま

すが、国全体がどうなるかという、そういう部分がございます。その部

分がまだまだ認識が不足しているのかなというふうに私どもも思って

おりますが、国は農業に関して言えば自給率を上げていく基本方針がご

ざいます。今は４０％でありますが、５０％に目標を置いております。

そのために農業政策をどうするのかということでございます。その時に

このＴＰＰをどう判断するのかと。その辺の整合性がどうなるのかと。
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私どもも運動の中でいろいろな話をさせて頂いておりますが、何とか自

国で自給率を高めながら、国民の安定、安全な食料を確保していく、そ

れが日本として生きる道の中でどうできてくるのか、これは国の方の部

分等も地方とも同じ共通の点だと思います。ですからそういう分野でい

かに農業政策が、国としてどう出るのかと、そのための政策が国民に理

解されるような、農業分野であろう、いろいろな分野であろう、国とし

て指標をきちっと定めるべきではないかと。それで、前段でお話させて

頂きましたけれども、うちにも農業を育てる、自給率を上げる一翼を担

う南幌町に、国費として相当投入をして頂いております。ですから今、

立派な農業環境になりつつあります。そこをどうするかという問題が当

然出てくる訳です。これからもそういうものが継続して、制度として、

国として継続していくのかどうか、そんないろいろな分野がございます

ので、それぞれ外国を見ても、近藤議員からもお話がありましたけど、

それぞれ自国の部分はちゃんと守っているんです。大事なところは。そ

のことを十分理解頂かなければ、このＴＰＰも含めいろいろな協定あが

ありますけれども、国として、日本としてどういう食料を守っていくか

というのが基本的に出てこなければ、この参加する、しないの議論には

私はならないというふうに考えているところでございますし、当然コシ

ヒカリの話も出てきましたけれども、北海道もやっかいどう米と言われ

た時代があります。しかし、今は新潟県から北海道へ、どう米作りをし

ているんだと視察に来るぐらいになりました。逆になりました。そのぐ

らい北海道農業、特に水稲においては進歩をしているし、農家の皆さん

の努力も頂いている、それだけの、日本で言えば唯一自給率が２１０％

を超えております。そんな北海道或いは南幌を守るためにどうあるべき

かということは、当然言わなくても国が考えなければならない状況では

ないかなというふうに思っております。 

 それから３点目の、町長が先頭になって集会等々をやるべきではない

かと。思いはありますけれども、やはり農業団体が、うちは基幹産業で

あります。その方々との連携をしながらやるべきものだというふうに私

は思っておりますが、今やろうとしていた自治体も、この地震で全て自

粛しております。そういう大きなことでは、今はちょっとやる環境では

ないと。従いまして、署名活動等々を一生懸命やりながら、地域の声と

して国の方に上げていく方が今はベストではないかなというふうに考

えておりますので、ご理解頂ければと思います。 

議  長   ５番 近藤君。 

近藤議員   町長、最後にですね、私は１つ、ぜひ南幌の中で、このＴＰＰにも関

(再々質問)  連を十分しますので、提案的なものを、ちょっと質問の中でこのように 

言うのはどうかと思いますが、実は私は南幌の消費者、南幌のお米をで

すね、このＴＰＰの到来とともにですね、もし来た場合ですけども、そ

の前にですね、できればですね、消費者が、消費者ということは町民が

ですね、南幌のお米を食べるということがですね、一番大切なように思

いましてですね、それで私の方でですね、できればカード式によって、
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５０ｋｇ南幌米を食べたら町民に５００円でもいくらでもですね、還元

をしていくというような、それで財源は住民税等で賄う、数％で賄える

のではないのかなという考えを実は持っておりまして、ぜひですね、そ

ういうようなことに、力強い南幌の産業をですね、振興させて頂きたい

なということをお聞きして終わらせて頂きます。 

議  長   町長。 

町  長   近藤議員の再々質問にお答えをいたします。南幌の米を食べて頂く手

(再々答弁)  法としてそういう部分もあると。当然私どもも認識しております。しか 

し、我が町の米を食べて頂く努力をどうするか。以前やっていました子

育て支援米、これは非常に大きな効果があって自給率が上がったんです。

ただ、皆さんからこの金額のかけ方に非常に問題があるということでや

めた経緯がございます。そんなこともいろいろ考えながら、それで子ど

も達を中心に、今のお父さん、お母さんというのは、子ども達の意見に

よってこの米或いはこの図柄の米という状況でございますので、そうい

う底辺から我が町の米を食べて頂くと。特に子ども達が作ったパッケー

ジのお米が非常に人気があります。そんなことを中心に、南幌産の米だ

けでなくて、南幌の米を含めて農産物を食べて頂くと。今回いろいろな、

わずかな事業でありますけれども、いろいろな展開の中で消費拡大、そ

して農業を守る、みんなで守る、地域で守る、そういう運動に進めてい

きたいと思います。ポイント制度については参考にさせて頂いて、今後

の課題とさせて頂ければと思います。 

議  長   以上で近藤 長一郎君の一般質問を終わります。 

 １０時５０分まで休憩いたします。 

（午前１０時３５分） 

（午前１０時５０分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 ３番 側瀬 敏彦君。 

側瀬議員   私は今定例会に一般質問１問、町政執行方針に１問質問をいたします。 

 まず１問目の質問をいたします。今後に向けた指定管理者制度の考え

はと題して質問をいたします。多様化する住民ニーズに、より効果的、

効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サ

ービスの向上を図り、経費の削減を図ることを目的として、地方自治法

が平成１５年に改正され、南幌町も指定管理者制度を導入し現在に至っ

ています。私は、指定管理者制度を導入し施設を開放することによって、

管理運営上の民間の手法、経営感覚を活かして、公の施設のサービスの

質の向上と、民間業者にとっては新たな事業への参入機会への拡大、地

域団体にとっても、施設管理者を通して地域連携が増大し、地域に必要

なサービスを住民自らが行うことにより、住民と行政、また官と民の新

たな連携を構築するといった効果が期待されると思い伺います。 

 １つ、今までの管理委託制度が指定管理者に変わり、南幌町も制度を

導入して様々な団体が公の施設の管理を行っているところですが、現状
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での利点、問題点、今後に期待する点を伺います。 

 ２点目として、今後の指定管理者制度のあり方と、導入予定の施設等

を伺います。 

 ３番目として、指定管理で施設運営に携わる団体と人の育成を今後ど

のように考えているのかを伺います。以上、町長に質問をいたします。 

議  長   町長。 

町  長   側瀬議員の今後に向けた指定管理者制度の考えはのご質問にお答え

をいたします。現在、南幌町においては、平成１８年度を始めとして、 

コミュニティーセンター５施設、福祉施設及び集落センター６施設、農

産施設７施設、南幌温泉を含めた都市公園など２９施設、全体で４７施

設を指定管理者へ移行し、運営を行ってきているところであります。 

 １点目の指定管理者制度に関する現状での利点及び問題点並びに今

後に期待する点とのご質問ですが、この制度の利点を申し上げれば、公

共的団体や民間事業者の手法を活用することで、利用者に対し質の高い

サービスが図られていることや、行政コストの削減で行政改革の推進効

果が得られていることなどが挙げられます。一方で将来的に考えられる

問題点としては、施設の老朽化に対する投資が見込まれる中、指定管理

者がその地位を放棄した場合、町民サービスが一時的に低下することな

どが考えられます。また、今後に期待する点としては、民間経営者の発

想を取り入れることで、より充実した利用者へのサービス提供が図られ

るものと期待をしております。 

 ２点目のご質問である今後における指定管理者制度のあり方につき

ましては、コスト削減だけを強調することなく、当然のことながら、公

の施設としての安全性や公平性の確保といった面を重視して行うこと

が肝要であると考えております。また、導入予定施設としては、自立緊

急実行プランでお示しのとおり、夕張太ふれあい館、南幌町営球場の指

定管理者への移行を取り進めて参りたいと考えております。 

 ３点目の指定管理で施設運営に携わる団体と人の育成を今後どのよ

うに考えているかとのご質問ですが、指定管理者の候補者を選定する場

合には、総合的な評価をするため選定基準を設けており、選定基準の１

つとして、各団体職員の育成体制を含めた利用者とのトラブルの未然防

止と対処方法に関する考え方を候補者より提案して頂くことになりま

す。そのようなことから、団体及び人の育成については、あくまでも候

補者の考え方によりますが、施設運営をする上で、利用者から町側への

苦情などが寄せられるケースが生じた場合には、指定管理者に対し改善

要求を講じるものであります。 

議  長   ３番 側瀬君。 

側瀬議員   今、町長から説明を頂きました。お答えを頂きました。私はこの管理

(再質問)  者制度について、なぜ今ここで質問をするかということなんですけれど 

も、今、うちの町としても、本当に雇用の場とかそういうものに対して

は相当数減っている状態です。それに加え今回のような大地震という形

の中で、ますます予算的にも交付税についてもそちらの方に向く可能性
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が大だと私は思っています。その中で町長から説明を頂いた４７施設、

有効にうまく運営をされていると、そのように感じておりますけども、

大方が町民主体のコミニュティセンターとかそういう集落センター、自

分達が自ら運営するような物件が大半でございます。その中でやはり今

までと違った感覚で、そしてまた地元の方達の管理運営にする地域等が、

同じ比率の中で壊れたものとはそういうものに対しては拠出をしなが

らきちっと管理をしているということで、このことについては本当に問

題がないのかなと、そういうふうに私は理解しております。その中で一

番ちょっと懸念をしているのがハート＆ハート、それと加工センター、

それと都市公園、このことについてでございます。都市公園については

本当に、うちの町も実行プランの中で、今何とか町民の方に負担を頂き

ながら、こういう形で推移して、今やっとのところ中間点に来たという

形の中で、一昨年は８４万円でしたか、その補修費を見たところを、今

年度の予算で５１５万円ほど見たということで、同僚議員からもあの辺

が壊れている、この辺が壊れているという形のものが、今回相当数、長

寿命化に向けて直されていくのではないかという形で、安心をしており

ます。そのことで特に温泉、加工センターについては町外からというこ

とで、あくまでも従った形のルール分でやっていて、町に対しても温泉

の還元券を頂いたり、そういう形の中では感謝をしておりますけれども、

だんだん姿を見ていると様態が悪くなっているような状態、中身ではご

ざいません。外側の外観を見ても修繕とかそういうものがなされていな

い。特に加工センターは、私達も視察に行った中で、特に周りの環境の

砂利を入れていないだとか、下がったまま、食を司る場所としては、や

はりきちっとした形の、衛生面からそういうものを含めた形の管理形態、

これは受けた中の経費に入っていないということで、やらないのは当た

り前だと思いますけども、その辺、町としてどのように、今後町の中で

指導していくのか、そういうことをお聞きしたいと、そのように思う次

第でございます。 

 そして２番目の導入予定、旧態依然、２つの施設しか今は出されませ

んでしたけれども、私はやはり町の核であるビューローが、一刻も早く

町民が集う、また町外から来る、そういう核の施設として有効活用され

るべき施設だと私は思っていますので、その辺についても、町として今

後いつ頃そのような形のものを出されるのか、その辺を、担当課の方か

らは予算の中でお聞きしましたけども、町長から、自らそういう形の中

でお聞きをしたいと思います。 

 ３番目として人材育成、これは何を言ったのかということは、やはり

その施設運営に対しても、やはり同じ感覚で同じ形の中で、私達の大事

な町の施設、長寿命化を図るために、やはり年に１回程度はこういう形

という同じ認識の場でやっていくのが必要なのかなと。そしてあくまで

も町民に対してサービスを提供する場所として、その施設として活用す

るためには、やはり人材育成、これは相手の人材育成だけではなくて、

町としてチェック機能を果たすための人材育成をするべきだと、そうい
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うふうに思っていますので、その辺についてもお答えをお願いしたいと

思います。 

議  長   町長。 

町  長   側瀬議員の再質問にお答えをいたします。指定管理者制度を導入しな

(再答弁)  がら、いろいろ改善を図ってきているところでありますが、議員のご指 

摘のとおり、それぞれの施設が老朽化をしてきたり、町のイメージを悪

化させるようなことが見られるようになりました。当然町の施設として

町が手をかけていかなければならない部分については、指定管理業者と

も話し合いをしながら、町でできるだけ応援をしていきたいなというふ

うには考えておりますが、まだまだ、どこまでこれができるかという部

分や、今後の対応の仕方の部分も私どもで検討しながら指定業者とやっ

ていきたいなと。特に温泉、加工センターについては、もう早急にやっ

ていかなければならない。その部分の一環として、１つはボイラーの取

換をさせて頂きましたけれども、それ以外の問題、やはり利用者から新

鮮で綺麗だという目で見られるような形にしていかなければならない

なというふうに思っておりますので、業者等々とも相談をしながら、ま

た議会の皆さんとも相談しながら、手の加え方、町としてどこまでやる

のがベストなのか、これを探っていきたいなというふうに思っていると

ころであります。 

 それからビューローは、これはもう何回も皆さんにお話をさせて頂い

たところでありますが、それぞれ建てた時の要綱、規定、起債の償還等々

の問題がございますので、２４年までについては、これは今の現状の中

でやっていかざるを得ないのかなと思っておりますが、それ以後につい

ては指定管理者を含めて公募等々をしながら、やって頂ける団体を探し

ながらいきたいものと考えておりますが、この２年間でどういう形がま

た出てくるのか、以前から議会からも、道の駅だとかいろいろな方法の

提案もございましたので、それらも検討し、どういう形が我が町の拠点

として良いのかということも、また皆さんとご相談をしながら進めてい

きたいなというふうに思っているところでありますし、当然それを管理

して見て歩く町の人材の育成については、当然私どももそのことを認識

しながら、新規採用を含めていろいろ手配をしながら、そして落ち度の

ない職員として、そういう管理ができる目を見られる職員を育てていき

たいものと考えております。 

議  長   ３番 側瀬君。 

側瀬議員   町長より明確な答えが示されました。その中で特にビューローについ

(再々質問)  ては、やはりその場に行った段階で選定というよりも、いろいろな形で 

やはり町民からも提言を頂いた中で、やはりいろいろな人が集う、また

有効活用ができるようなスタイルの施設にもっていくためにどうある

べきかというのは、やはり町長が目指している中で物事を整理した方が

私も良いと思います。やはりこれだけの立派な施設、何に使われている

かはよく分からない、ただ駅逓なのかバス停なのか、誰かがちょろちょ

ろいるのか、観光センターだけにそこに背負わすという話にもならない
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し、本来なら使い方が、私達も、特に町民から言われた１つの中でああ

いう形になっていったという形のことは本当に残念で、本当に仕方ない

と思っているんですけども、その辺の使い方についても、やはり町民と

一体となった使い道、または人が寄る場所の核としての流れでそれぞれ

考えて頂きたい。その中で同僚議員からも道の駅、まちの駅という形の

ものも言われました。やはりコストを下げた中でサービスをきちっと、

人も寄れるようなスタイルの中で考えて頂きたいと、そういうふうに思

っています。 

 また指定管理者制度、よその町、特にうちの町が合併を望んだ町は、

特に進んでいるように思います。その中で、やはり働く場所の提供の場

として、やはりこのことを住民にどんどん提供することが、うちの町の

１つのことだと私は思っています。また、職員もそのことのチェックを

するような形の中で、住民と一体となって連携をとる、そういうスタイ

ルのものが望まれる管理者制度だと私は思っていますので、そのこと、

また町職員もいろいろな形で忙しい面があるので、そういう面、渡すも

のは渡して、きちっと管理するものは管理する、人任せにするのではな

くて、そういう形のもので構築をして頂きたいと、そういうふうに思う

次第でございます。私は指定管理者制度を導入することによって、施設

を通して公と民が密着した、やはり地域に主体的な参加をさせるような

協働の社会システムのために、これは１つの核として構築すると私は思

っていますので、その辺についても町長が、新たにまた考えがあればお

聞きをしたいと思います。 

 そして中にはコスト削減だけ、利益追求型でいくと、どうしてもその

施設が本当に原形をとどめるだけのものになってしまうような形も見

えてきますので、その辺についても、やはりただ経費削減だけではなく

て、やはり立派にきちっと使える施設として指導していく者が必要であ

ると思いますので、そのことも含めて最後に町長にお答えを聞きたいと

思います。 

議  長   町長。 

町  長   側瀬議員の再々質問にお答えをいたしますが、やはり指定管理者制度

(再々答弁)  の良いところはきちっと捉えながら、直すものは直していかなければな 

らない。そのためには役場の職員の技術或いは能力を上げていかなけれ

ば、施設を有効活用して頂けないというのは考えております。特にビュ

ーローについては、これからの活用の仕方で、非常にうちのまちづくり

にも大きく関わることであろうと思っております。合わせて町内にそう

いう受けられるような、町民に認められるような団体が、或いは企業が

早く育って頂きたいなと。やはり町民の目で大丈夫な団体と言われると

ころに渡したいものですから、今現在、あの施設を受けるという団体が、

非常に厳しい団体がほとんどであります。早く町民から信頼される組織、

団体になって、或いは企業になって、任せて、そしてあそこが我が町に

とって良かったねと言われるような部分を地域を挙げてやって頂きた

いし、企業の方も努力して認めて頂ければと、そんなふうに思っている
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次第であります。どちらにしても、もうそんなに時間の余裕がございま

せんので、私どもも活用の仕方をいろいろ練りながら、外れた時にはき

ちっとした形の公募ができるように、そして町内のいろいろな団体、企

業が殺到するぐらいの、やりたいというような施設になって頂ければと、

そんなふうに考えております。 

議  長   ３番 側瀬君。 

側瀬議員   執行方針について質問をさせて頂きたいと、そういうふうに思います。 

続きまして、町政執行方針に問うと題しまして質問をいたします。町長

は執行方針の中で、「地方自治体に自らの責任と裁量、そして町民の皆

様との協働を通じて町を創造し、成長させていくことが求められており

ます」と掲げ、執行方針を打ち出されました。南幌町自立緊急実行プラ

ンを基に進めている町財政改革は、国の交付税増もプラスされ、財政基

盤の安定化に向けて進んでいる現状ですが、本年度から進める第５期南

幌町総合計画を基本に、町民、議会議員、行政が心をひとつにして、行

政改革、財政運営を実行していかなくては、南幌町の将来は開かれない

ものと考えております。執行方針の中で懸念する３項目について、更に

考えを伺います。 

 地域で支える活力ある産業の育成について、報道機関で町土地開発公

社を解散し債務整理すると報じられましたが、報道内容と執行方針の中

で述べられていることの整合性を問います。 

 ２番目として、充実した医療環境の確立について、地域医療の中核施

設として地域に密着した安全な医療の提供に努めて、基本理念と基本方

針の実現に向けて経営改善計画に取り組み、病院の安定的運営に努めて

参りますとしていますが、南幌町の住民ニーズ、位置的要因、繰出基準

等の範囲内から見ても、大変厳しい状況下にあると思います。住民負担

を優先させても病院の安定的運営をするのか伺います。 

 ３番目として、みどりあふれる快適な都市環境づくりについて、近郊

都市との交流など様々な交流を育むにぎわいのあるまちづくりを進め

るとしていますが、交流人口の受け入れ、また対策など、町として今後

に向けたサポート、関わりを伺います。 

 以上、町政執行方針に対して質問をいたします。 

議  長   町長。 

町  長   町政執行方針に問うとのご質問にお答えいたします。 

 １点目の質問の趣旨は、執行方針では本町経済の活性化に向け、本年

度も町では町土地開発公社と一体となって企業誘致活動に取り組んで

いくこととしているのにも関わらず、報道の、町土地開発公社では金融

機関からの借入金の返済が困難な状況にあるため、平成２５年度末に公

社を解散していくという内容と整合性がないのではというご質問かと

思いますが、お答えをいたします。この公社の解散などの方針案につき

ましては、先般の議会全員協議会の中でもご説明させて頂きましたが、

今後の公社の在り方などを踏まえ内部検討を行った結果、国が創設した

第三セクター等改革推進債を活用できる期間内に公社を解散、清算し、
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町が直接工業団地等分譲販売することが、将来的に町財政への影響を極

力及ぼさない方向性であると判断したところであります。しかしながら、

公社の解散年度は３年後の平成２５年度末ということで、その間、公社

では借入金償還財源の確保に最大限の努力をしていかなければなりま

せんので、これまで以上、南幌工業団地、稲穂団地の分譲販売に積極的

かつ精力的に取り組んでいかなければなりません。そのような状況から、

町政執行方針では２３年度も町としては町土地開発公社と一体となっ

て企業誘致活動に取り組んでいくことが重要であることを述べさせて

頂いているところであります。 

 ２点目の住民負担を優先させても病院の安定的運営をするのかとの

ご質問にお答えいたします。公的病院の経営は全国的にも厳しい状況に

あり、町立病院の経営状況も、患者数の減少などにより依然として厳し

い運営状況にあります。また、南幌町が札幌圏に隣接しているという地

理的条件から、住民の医療ニーズに対し医療環境に恵まれている位置に

あり、町外の医療機関を利用される住民も多いことも要因の１つと考え

られます。今後、南幌町においても少子高齢化が急速に進み、高齢者世

帯の増加が見込まれる中、高齢者に対する医療の提供や、南幌町の将来

を担う子ども達の健康を守るためには、救急医療や小児医療などの提供

を担う町立病院は、地域医療の拠点となる医療施設であると考えている

ところであります。しかし、平成２２年度の病院会計に不良債務の発生

が見込まれることから、一般会計から基準外の繰り出しにより補填をし

たところでありますが、極力基準内での繰り出しで経営が可能となるよ

う、経営改善計画を実行するとともに、保健、福祉との連携を図り、各

種健診や予防接種などの予防医療、更に在宅医療を推進し、住民が安心

して町立病院を利用できるよう、信頼される病院づくりに努めて参りま

す。 

 ３点目の近隣都市との交流など様々な交流を育むまちづくりについ

て、都市づくりの観点からお答えします。本町の地勢は、３周を緑濃い

河畔林を育てている悠久な河川の水辺に囲まれ、また、豊かな田園は、

先人が育んだ耕地防風林が色合いを添え、豊かな空知の風景の一端を担

っています。そのような景観環境の中、本町の開拓の歴史の跡として遺

る水辺を活用した三重緑地公園一帯や晩翠親水公園が本町の田園風景

の一翼をなしています。これら町の財産を更に交流拠点の要として活用

を図るため、南幌温泉隣接地にオートキャンプ場の整備計画や、今後整

備される晩翠遊水地内での多目的利活用によるレクリエーション機能

の充実を検討いたします。町の玄関口としてのイメージづくりを進め、

来訪者の市街地内へのけん引を果たし、交流の機会づくりに努めます。

また、市街地近郊では、今後整備が進みます道央圏連絡道路の接点への

在来広域交通ルートの流れの影響を考慮し、沿道市街地のあり方の検討

も行い、ビューローなどの公共公益施設の交流拠点としての役割を高め、

にぎわいのあるまちづくりに努めて参ります。 
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議  長   ３番 側瀬君。 

側瀬議員   今、町長から質問に対して答えを頂いた訳でございます。私は町政執

(再質問)  行方針は、町長のその年のマニフェストだと認識しておりますので、執 

行方針の中身と考えを認識する、また確認する目的で再質問をしたいと、

そのように思っておりますので、お答えを願いたいと思います。 

 まず１点目の土地開発公社の解散、清算については、私としてはその

とおりだと思います。ただ、今の説明では、ただ返済を先延ばししてい

るようにしか聞こえてこない、そのようにしか思いません。それはなぜ

かと言うと、やはりこの返済を引き延ばすことによって、逆に言えば短

期返済とは違って、その分町が楽なのかもしれませんけど、利息を含め

てやはり３，２００万円ほどのお金が余計にかかると。それをしてでも

やはり町民に賦課するものを軽減していくという措置については、十分

私もそのことについては理解をする訳でございますけども、実際に議会

の本会議場で私も提言したことがございますけども、やはり今、南幌町

として何が住民に対して必要なのかという観点から考えて、やはり雇用

の場ではないのかなと、そういうふうに思いますし、そのために、せっ

かくそういう形のものが、今見通しがまだ、はっきり言って国の三セク

債、これも今の大震災の関係で、もしかしたら立ち消えになる場合も相

当数懸念をする訳でございますけども、そのことを踏まえて、やはりう

ちの町は町民に対して相当負荷をしている部分、その部分については、

やはり雇用の場を提供するという形の中で、やはりその土地と、また夕

張太の新たな西団地も含めた、やはり開発をした中で、やはりその簿価

をするような新たな施策というのが必要ではないのかなと。今の状態で

ただ引き延ばして売っていっても、私はあの塩漬けの土地は何も変わら

ないのではないのなかと。ただ借金は減っていくだろうと思いますけど

も、その借金返済を町民に負荷していったら、町民は本当にどうなのか

と。やはり雇用という１つの町民に見える活用という形の中で、簿価と

いうスタイルのものも、議員としてはそういうことを言って良いのかど

うかというのは問題があるんですけども、私はそういう形にでもしてい

かなければ、あの町は将来的に、いつまでも町で持っていて、利息を生

む、また管理をしていかなければならない土地に何も特化していかない

のではないかと、そういうふうに思うことから町長にお伺いする訳でご

ざいます。また、町長も私と同じ南幌町の入り口である夕張太の出身で

ございます。今、元は南幌の不良債権部分が晩翠にございましたけれど

も、それは遊水地という形の中で解決された。今度は私達の住む、町長

も私も住む夕張太の南幌工業団地、それと未整備の稲穂西団地、これが

１つの不良債権になっていくのではないのかなと。それも札幌の玄関に

ある不良債権という形の中で、そしてましてや今まだ、明日の議会で決

まる夕張太小学校の統廃合の問題も含めて、やはり入口を疲弊的にする

ことで、やはり人を呼べないような町にしてしまうのではないかという

ことを私は懸念しています。やはり今までの形の、町長の言われている、

土地開発公社と一緒になってその売り込みに奔走すると書いてありま
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すけども、本当にそうなるのかということが私は懸念をします。やはり

町民に対しても、やはりそこの付加価値を下げて、金額的に下げてでも、

また何かの面をつけてでも何とか処理をするというものが出てこない

限り、やはりこの土地開発公社の問題、まだ決まっていない問題がいち

早く新聞紙上に出るということに対して、私はちょっと懸念を抱いたと

いうことで質問をした次第でございます。 

 それと２番目の病院についてです。本当に病院についてはしつこいぐ

らい質問をして申し訳ないと思っていますけども、やはり町長も今言わ

れていた町民ニーズについてはよく理解していると、また位置的な、町

立病院の場所というものも認識しているというのはよく分かりました。

今、公の病院として給与等を抑えられない現状、今の状況の医療を考え

ると、単年度収支は本当に到底無理と私も考えております。その中で町

民が今の町立病院を安心して、そしてそれでも置きたいという病院に本

当になるのかどうかというのが一番懸念をし、それで他会計から繰り出

してもこれを残したいという気持ちが町民に本当にあるのかどうかと

いうのは、町長はある人の分野から病院は残せと言われていると、大事

な病院だ、大切にしていると。私の方からいくと何だあの病院はという

形のものが聞こえてくる。町長に伝わる言葉と私に伝わる言葉というの

は違うのか分かりませんけども、そういうことも大きい声なので、私は

何回も町長に質問している訳です。そして基本理念、また基本方針と言

っていますけども、実際にその辺の分野について、町長、私も病院に行

かないで、本当にそんなことを言っているのは申し訳ないんですけども、

やはりその理念、方針というのがあまり見えてこない。１９年から２１

年の病院改革の中の、その中の基本理念とか方針というのは私も熟読さ

せて頂いた。それがそのまま生きていると思っています。そうなると辻

褄が合わないことが沢山出ています。そのことで町長にお伺いをしたい

なと、そういうふうに思っています。また改めて町長の思う基本理念と

方針をお伺いしたいなと思っています。そして、やはり特に私立病院と

違って、民間病院と違って町の病院は公の病院、あくまでも看護師達も

含めて、やはり公僕だということで、やはりその時点で、今頃になって

接遇教育をしなければならないという時点の、私は問題があるのではな

いのかなと。公務員としての原則、原点を、やはり逸脱をしているので

はないのかなと、私はそういうふうに思います。その辺からも町長の基

本理念、方針について、私は再度お伺いをしたいと、そんなふうに思い

ます。それで我が町の病院が、町民が望む病院に改革するために、病院

スタッフ自らが臨む経営形態が一番私は望ましいと思いますし、診療科

目も望ましい。やる気がないのであれば仕方ないんですけども、そうで

あるならば、やはりこの形のこともなぜ論議、検討をしないのか、私は

その辺がよく分からない、根本的によく分からないということなんです

けども、その辺について、また町長としてやはり利用者を考えるのか、

病院スタッフのことを考えるのか、そういうことを考えた上で、やはり

町長の先般の定例議会の病院事業会計補正予算での議員発議の附帯決
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議をどのように町長は認識しているのか、再度また伺いたいと、そのよ

うに思っています。 

 ３番目の交流人口ということで、私の聞いている部分からまたちょっ

と逸脱しているかもしれませんけども、実際にうちの町、大勢の人がフ

ットパスという形の中で町を歩いている現状でございます。その中で今、

民間団体が今回、信金の基金の中で２団体大賞を受けたという事実は報

道の中でも示されました。その中で私が一番懸念しているのは、今、そ

のフットパスの中で、やはり町の農道、農村の、その物を作っている間

を勝手に歩かれる方も大勢いると。その点については、やはり町に対し

ても相当苦情も来るんだろうと私は思っています。だんだん増えている

状況にあります。やっていることに対しては、私も素晴らしい活動だと

思っていますけども、このルート外に、やはり呼び出しをした、またそ

の設定時期に来ない方が勝手に歩いているという面もあります。町の中

を歩いている感じだと良いんですけども、それだけにある程度の規制と

か、やはり町民にそのことに対して、不審者が歩いているような形で通

報されるという話にはならないので、その辺に対してもどういうふうに

これから町として関わっていくのかということをお聞きしたいと思い

ます。そして、その中には本当に良識ある人が相当数歩いていると思い

ます。その中で、逆に言えば南幌町の町民より町外の皆さんが南幌町の

良さを、また景観とかそういうものを逆に訴えてこられて、再認識をし

ている部分は私もいっぱいありますし、また、その歩いている中には空

知総合振興局の重要な幹部、道の幹部、また開発局の重要な人が歩いて

いるようにも聞いております。その中で、やはり町を再認識する意味で

も、そして町として、本当はその面については勝手に歩けば良いという

話にはならないと私は思います。やはりある程度町が関わって、このこ

とも育成しながら、育てながら、私達の町の１つのＰＲに使って頂きた

いと私は思いますので、その辺について公として今後どのように関与し

ていくのかお伺いをしたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   側瀬議員の再質問にお答えをいたしますが、まず土地開発公社の問題、

(再答弁)  これは以前も皆さん方にお話させて頂きましたけども、今土地開発公社 

が持っている工業団地、それから西住環の関係、この西住環の関係、町

の土地開発公社から簡単に町へ移行するというのは、すぐにはならない

です。これは農林水産省にお願いをして、前の遊水地もそうでしたけれ

ども、それの許可が出るのに約２年ぐらいかかるだろうと。ですから、

その計画変更をしながら、なぜ町が持つんだということの整合性もとり

ながら行くものですから、早くしたいんですが、そういうクリアをしな

ければならない課題がありますので、２５年という、以前お話させて頂

いたのはそのことであります。そのことまでにできるだけ許可を得て、

町へ継承していきたいものと考えているところであります。それで工業

団地或いは西住環の問題、ともに南幌町としては大変重要な問題であり

ますし、特に造成済みの工業団地の販売、これは促進していかなければ
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ならない。それは当然議員からもご指摘のように雇用確保の拡大もあり

ますし、町が造成したものを早く、あそこが賑やかになる、また夕張太

地域が良くなる拠点になろうというふうに思っていますが、今の経済状

況で非常に厳しいのであります。なおかつ環境に悪い企業は、私はあそ

こに入ってくるのはいかがなものかなという問題も抱えております。そ

の辺を吟味しながらいるものですから非常に難しさがあると。 

 それから、安くしたら売れるのではないかと。それは中小企業は、確

かに小さな企業は、ある程度安くしても来る方もおられるかもしれませ

んが、ある程度しっかりした企業については、土地の単価が下がるとい

うことは、その地域が非常におかしいと、疲弊をしていると、それを町

が自ら認めたやり方ではないかと。我々が今当たっている企業などにつ

いては、そんなに下げるものではない、それは南幌町全体を下げる意味

になる。この辺が非常に難しいのでありますが、それと企業会計、土地

開発公社の問題がございます。当然安く売って負が多くなります。その

ことについて理解を得られるのかどうか、そのことも十分配慮しながら、

まずは来て頂く企業を何とか１つでも２つでも努力をしていく、この姿

勢は今までと同じであります。私自ら動きながら、職員とともに、また

議員からも頂いた情報、常に頂いたものを、早く行動しながら来て頂く

努力は惜しまないでやっていかなければ、南幌町全体としても、思うよ

うな形のまちづくりはいけませんし、当然夕張太地域の方々にとっても

不備な思いをする訳でありますから、南幌に入ってきて頂いた、来た途

端荒地ばかりと、私もそんな印象もさせたくはないですけれども、何と

か売る努力をしながらやっていこうということでございまして、先ほど

議員からご指摘を頂きました三セク債がどこまでだという議論も、今の

ところ２５年までは大丈夫という情報でありますけれども、そのことも

含めて、できるだけ速やかに情報を把握しながら、移行できるように進

めて参りたいなというふうに思っております。 

 それから病院の問題、これは非常に難しいデリケートな問題でもあり

ます。それで我が町の６５歳以上が去年の１１月からもう２，０００人

を超えていると。それで私達も含めますと、これから団塊の世代がそち

らの年代に入っていきます。そうすると高齢者が非常に増えていく訳で

あります。そういう住民ニーズがございますので、それらに対応できる、

町民が利用できる、町民のためになるような病院改革をするために、い

ろいろな改革をしながら、議会からもご指摘を頂いているところであり

ますが、何とか病院改善計画を実行できるように進めているという状況

でございます。そして病院の中で働いている人達、議員からご指摘を頂

いた人達で病院運営ができるような方法は考えていないのかと。当然私

どもも考えながら、良くなるのであれば先生方で作って組織運営をして

いくのも１つ方法だよという、それができないのかと、意欲があるのか

ないのかというご相談もさせて頂いておりますが、なかなか今の現状で

はそこまでまだ踏み込めない。或いは医大の関係者の話によりますと、

まだそこまで、そういう部分にはならないだろうと。しかしながら、地
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域医療を守るために病院経営をやっていくと、公として大事な機関であ

るということでありますし、当然お年寄りの不安を解消する心のケアも

あります。そのことも踏まえながら、この問題は慎重に対応していくべ

きではないかなというふうに考えているところでございます。 

 それから、まちづくりの中でいろいろな方が町内に来て頂いている、

本当にありがたいことでございます。しかしながら、議員からご指摘の

とおり私有地にも入り込んでいるという苦情も確かに、その境界が分か

らないというものもありますから、あまりひどくなりますと、やはりそ

ういう団体に対する、或いは土地利用の規制等々もかけていかなければ

ならないとは思いますが、やはりなるべく規制をかけないで、自由に来

て、その団体のモラルを信用して活動して頂くのが一番良いのかなと。

南幌町の自由な空間を味わって頂ければ良いのではないかなというふ

うに私は思っておりますし、やはりそれも、町民がもっと、町外から来

る方々も増えるのと合わせて町民との交流ができるように、町民がもっ

と一緒に、参加できる人数が多くなることを私どもも期待をしていると

ころでございます。そのために行政は何ができるのかということ、情報

発信もしながら私どもは考えていきたいなというふうに考えておりま

す。 

議  長   ３番 側瀬君。 

側瀬議員   通常の一般質問ならもっと攻めたいんですけども、町長の執行方針と

(再々質問)  いうこともあって、町長はこのことで１年間進むということなので、い 

くら相対していることを言っても仕方ないのかなとは思っています。そ

のことに対して敢えて言わせてもらうならば、病院に対しては、やはり

町長はもうすさまじく病院を守ろうとしている、議会もみんな町立病院

はなくす訳にはいかないという観点は同じです。ですが、やはり議会か

らの附帯決議に対しても、やはり耳を傾けていないのかなと、そういう

形にしか私は思えないんですけども、やはりいろいろな模索はするべき

だと思います。だからこうやっていくんだという、それなら私達はやめ

ますという話にはならない話だし、やはりきちっとそういうことに対し

て、そしてどうしようもない場合は、そこで私はやむを得ないと思って

います。それもしないで、ただ最後になったら、マイナスになっても何

とかする、マイナス予算計上でも良いんだという話には私はなっていか

ないと、私は町民はそんなに甘くないと思っていますよ。だからその辺

に対しては、執行方針ですので、もし再度議会に出てこられたら、また

そのことに対しては十分追及させて頂きたいと、そういうふうに思って

います。 

 それと町外からの人の交流について、やはり町からも、やはり分から

ない、逆に言ったら土地を持っている方が分からないということで、や

はり一文、やはり町からもそういう形で流すべきではないのかなと。そ

してやはりトラブルがないように、やはりいきなりそこを歩いていて、

いきなりお前はどこに入っているんだということになればその人達も、

実際に予定した時期ではない時に、やはり勝手に入ってくる人もいるも
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ので、その辺のことについては、また違った形で周知をして頂きたいと、

そういうふうに思っていますし、町長も交流人口については、きちっと

またそのことについては関与していくということの言葉を聞いたので、

その辺については安心をしているところでございます。 

 実際に土地開発公社の面の解散についても、清算についても、これに

ついても、ただ簿価のこと、ただ安くすれば良い、町長の言っているこ

とも一理ありますし、だからと言ってこのまま放置して、町の塩漬けの

土地にするのもいかがなものかなと。その辺について、やはり議会側と

してもこのことに、一生懸命販売戦略に協力していかなければならない

と思っていますし、その辺についてもまた新たな模索も、やはりどの辺

というスタイルのもの、ただ安くすればだめだというのか、ただ高く、

このまま現状でいくのが良いのか、それの形のことについては、新たに

また話をしていかなければならないことだと思っていますので、その辺

についてもまた町長からお答えがあればお聞きしたいと思っています。 

 今うちの町も本当に、一時は１万人になったという形の中で、本当に

その時点で、この１万人になった時の時点の皆さんが、うちの町に何を

求めてきたかということをやはり再度、職員も含め、私達議員もやはり

その原点に立ち返らなければならないのではないのかなと。そのために

は今住んでいらっしゃる住民の皆さんの声を、やはり少し聞かなければ

だめではないのかなと。聞くというのは、何のためにここに来たのか、

何のためと、そういう言い方はちょっとおかしいんですけども、どうし

てここを求められたのか、何が良かったのか、そういう、その時の当時

の、やはり原点が、うちの町の、やはりもう１回人口増に繋がる要点が

あるのではないのかなと。聞くことによって、この町からいち早く、こ

こを売って出て行く１つのものの要点を押さえられるような気もしま

す。このことについても町の方で聞くような、その人の話を聞くという

ことが一番大事だと思うので、そこにまた役場の人が優しく物事を聞く

というのは、この町に本当に住みつく１つの要因になると思うので、そ

の辺についても、また町長として認識があればお答えを願いたいと、そ

ういうふうに思います。 

議  長   町長。 

町  長   側瀬議員の再々質問にお答えをいたします。病院の部分については、

(再々答弁)  いろいろな形態は、私どもの中でやっていかなければならない部分も当 

然あろうかと思います。しかし議会の意見、議決は非常に重いものと感

じているところでございますので、それに向かってちゃんとできるよう

に進めていく、当然改善計画も認めて頂いている訳でありますから、そ

の思いで進めていくということでありますので、何とか院長をはじめ働

いている人みんなが共通認識、再度確認をさせて頂いて、やはり汗をか

いている姿勢が見えないという声もありますので、そのことをもう一度

確認しながら、何とか繰出基準内で終われるように努力をして参りたい

なというふうに考えているところでございます。 

 それから交流人口、いろいろ出てくるかと思います。私どももせっか
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く来て頂いて、やはり良い印象を持って頂くというのは、先ほど申し上

げたように、来て頂いた方と、それからいる町民が共通な思いをして頂

かなければ、片方で来て頂いた人達は良い思いをしたけど、通って頂い

た私有地の、民地の方々が非常に不愉快な思いをする、これは片手落ち

になるのかなと。なるべく規制をかけないで、団体等ともお話をさせて

頂きながら、快くお互い利用して頂くというのが一番ではないかなと、

私はそんなふうに思っているところでございます。そして平成に入り来

て頂いた方々、去年のアンケートの中で６０％がうちの町に来て良かっ

たと言って頂いています。その大きな思いは私どもも感じている。その

ために職員一丸となってまちづくりを進めるとともに、１万人未満の町

でございます。もっと顔の見える、私どもも含めてそういう行政運営、

だから役場があって良かったと言われるように、一丸となって取り進め

て参りたいなと、そのように考えています。 

議  長   以上で側瀬 敏彦君の一般質問を終わります。 

 午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時４２分） 

（午後 １時００分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   今回の東北地方を中心とした巨大地震の発生で大変な被害が出てい

ます。被害の全体像はまだ分かりませんが、大地震と大津波が多くの方 

々の生命と財産を奪いました。痛ましい犠牲となった方々に対し、謹ん

で哀悼の意を表するとともに、被害者の皆さんにお見舞いを申し上げま

す。また、私は日本共産党町委員会として、１４日、三好町長に今回の

被災に対する緊急申し入れを行いました。前向きに検討して頂いている

ことに感謝の意を表します。 

 さて、町民参加と地域づくりについて、町長に質問させて頂きます。

町長は今回の執行方針の中で、第５期総合計画が今年度よりスタートす

ることを掲げ、町民参加と地域づくりをキーワードとして、安定した財

政運営を図りながら、町民、議会、行政が心をひとつにして、将来を担

う子ども達に南幌町をふるさとといえる町にするために全力で取り組

んでいくと述べています。 

 町民参加というのは、具体的にどのようなことを考えているのでしょ

うか。先日、多良木町の児童が本町を訪れ交流が行われました。児童生

徒の交流ではありますが、歓迎やお別れ会など、町民参加を呼びかける

ことで、町民のもてなす心や交流が図られるのではないでしょうか。い

ろいろな場面で町民が町の行事や行政の説明会などに積極的に参加で

きるシステムを考えるべきではないでしょうか。 

 ２番目に、地域づくりに対する町長の決意はどのようなものでしょう

か。今定例会に町立学校設置条例の一部改正案が提案されています。執

行方針の中では、このことについて一言も触れられていません。教育委
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員会が決定することだから町長の方針には入らないと認識しているの

でしょうか。夕張太地域からの学校存続の請願は、臨時議会において賛

成少数で否決されましたが、今なお地域での不安や、まちづくりの視点

から夕張太地域をどのように位置づけ、今後どのように発展させようと

しているのでしょうか。町長のまちづくりビジョンで明確にすべきです。

それが見えないから地域では不安が広がっているのではないでしょう

か。夕張太西団地の住環境整備計画が先送りされていますが、保育所は

閉鎖、小学校も閉鎖したところに、住宅を求めて人は来ないのではない

でしょうか。地域住民から、この地域は町から見捨てられたのかという

強い憤りの声は、何度も開かれた住民懇談会で多数出されています。子

ども達にとって、より良い環境を提供したいというのは、町長も保護者、

地域の方も、そして私達も思いは同じではないでしょうか。学校の統廃

合は、町の歴史を考えても重大な問題です。住民合意が得られるよう、

時間をかけて十分納得した上で決めていく、このことが必要です。なぜ

平成２４年４月の開校にこだわるのでしょうか。説明会の中で、複式学

級の弊害があるような発言が関係者から出されていましたが、夕張太小

学校での１年間の検証もなしに、追い立てるように決めていくことは、

町長が執行方針で述べられている町民参加、地域づくりから外れること

ではないでしょうか。以上、町長の見解を伺います。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員の町民参加と地域づくりについてのご質問にお答えします。 

 まず１点目の町民参加というのは具体的にどのようことを考えてい

るのかということにつきましては、議員の言われるように、私もいろい

ろな場面で町民が積極的に参加を頂くことだと考えています。自主自立

のまちづくりを進めるにあたっては、財政的なこともありますが、これ

までの行政主導のまちづくりではなく、町民自らの活動や、まちづくり

への参加意識のもと、町民からの発想、発案によるところがあって然る

べきと思っております。また、行政が町民に理解され、協力頂くことも、

町政への参加のひとつとして捉えております。 

 町民が積極的に参加できるシステムをということにつきましては、こ

れまでも住民に説明すべきことや意見を頂くことに関して、できる限り

時間をかけて周知をさせて頂いているつもりでおりますが、残念ながら

町の行事や説明会に出てこられる町民は年々少なく、限られた方になっ

てきているように思われます。今後も多くの町民に関心を持ってもらえ

るように、私もできる限り地域に足を運ぶつもりでおりますし、町民の

皆様にも情報を提供して参加して頂く努力を続けて参ります。 

 ２点目の地域づくりに対する決意はどのようなものか、南幌町立学校

設置条例の一部を改正する条例制定については町政執行方針の中に触

れられていないが、教育委員会が決定することだから触れなかったのか

との質問ですが、少子化の進行に伴う小学校のあり方につきましては、

教育委員会が決定した南幌町立小学校適正規模・適正配置基本方針を、

私も十分その内容を理解し、教育委員会と共通認識に立っているところ
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であります。この基本方針に基づき、昨年１０月、保護者・地域住民説

明会を開催し、その内容の説明を行ってきたところです。その後、１１

月に夕張太地域づくり委員会の会長より夕張太小学校の存続に関する

請願が議会に提出され、議会として慎重審議、議論を尽くし、本年１月、

第１回議会臨時会において、審査意見を付し、賛成少数により不採択と

なったところです。これを受け、第５期総合計画の中でこの審査意見を

参考にし、教育・文化分野の中で位置づけをしたところであり、町の重

要施策と認識をしております。 

 また、なぜ平成２４年４月にこだわるのか、複式学級の検証をしてか

らでも良いのではとの質問ですが、子ども達により良い教育環境を提供

していくためには、適正な学校規模を安定的に確保することが必要であ

ることから、１年でも早く統合すべきと考えております。また、複式学

級を決して否定するものではありませんが、でき得れば子ども達が同じ

教育環境の中で学習できる場を提供することが、私達大人の責務と考え

ております。 

議  長   １番 熊木君。 

熊木議員   まず１点目の町民参加のことです。先ほどの質問の中にも述べました

(再質問)  けれども、多良木町の児童交流、私はちょうどその歓迎と言うか、子ど 

も達が着いたという時は、ちょうど議会の委員会がその日はありました。

議員だからそれに参加するとかしないとかということではないんです。

やはりせっかく姉妹町として締結して進んでいる訳ですから、いろいろ

な形で町民に参加を呼びかけるというのは、最低限必要なことではない

かなと思うんです。それで私は新聞に、日曜日でしたか、お別れ会があ

るということが出ていましたので、たまたまその日ちょっと参加してみ

ました。いろいろ教育的な取り組みということもありましょうし、それ

から場所のこととかいろいろなことが考えられますけれども、やはりそ

ういう計画があること自体を町民に知らせて、何らかの形で参加しても

らうということは、今後の取り組みとしても必要ではないかなと思いま

すので、そこのところをちょっと答弁をお願いしたいと思います。 

 町民参加ということでは、私も今までこの４年間の中で、一般質問や

いろいろな提案もしてきました。昨年の質問の中でも、高齢者の所在不

明という問題が起きた時に、民生委員に代わるという訳ではないですけ

れども、民生委員が１人で抱えている人数とか、すごく多いのではない

かということで、そこにも可能な限り町民が参加できるシステムづくり

というのを構築してはどうかという提案もしました。それでいろいろな

形で町民が自主的に参加することが本当に望ましいんですけれども、な

かなか今はそうなっていないのが実態だと思います。そこを、やはり町

内会だとかいろいろな団体とかがありますけれども、そこにも呼びかけ

ながら、より多くの人がいろいろな形で参加する、そういうことを町と

しても積極的に、今以上に積極的に進めて欲しいと思いますし、ではど

ういう方向があるかと言うと、いろいろなことが考えられると思うんで

すけれども、これも一度提案とかしたんですけれども、やはり町長のタ



 ８８

ウンミーティングとかでも、やはり年々人数が減ってきたり、あと大き

な問題で、合併の時とかそういう時には沢山の人が参加したりもします

けども、その後の自立プランの説明会にしても、今回の学校の統廃合に

ついての説明会にしても、参加人数は本当に少ないです。そして教育委

員会は少人数でも言われれば、どんな少ない人数でも説明しますという

ことを繰り返し言っていますけれども、なかなかそれでも参加は少ない

というのが実態だと思います。 

 それで地域づくりという点については、町長の答弁の中では、私が質

問したことに対して、執行方針には載っていないけれども、教育委員会

の決定したことに関して町長も同じ認識に立っているということが今

の答弁で出されました。それで、この地域づくりに大きく関わりますけ

れども、今回の統廃合、やはり地域の中ではまだまだ不安を抱えている

ということが実態だと思います。それで住民懇談会、確かにそこに参加

した人が沢山意見を言って、参加していない方とか、参加していても意

見を言っていない方もいますから、町長は前に、自分のところには早く

統合した方が良いという声が沢山届いているということをおっしゃっ

ていましたけれども、それならなぜあのような時期に地域から請願署名

が上がってくるのか。やはり説明が不十分だからではないでしょうか。

そのまちづくりに対して、夕張太の地域を本当にどう考えているのかと

いうことが再三住民懇談会では出されていました。それに対して住民が

納得できるような答えが聞かれないから、まだまだ不安を抱えているの

ではないですか。その辺のところを、町長がこの執行方針の中で２つを

キーワードとして今年１年間やっていくという辺りでは、先ほどの同僚

議員の質問にもありましたけれども、やはり町民の声をしっかり聞く、

それを聞いた上で解決をひとつひとつ図っていくということが前提に

なければ、まちづくりというのは進んでいかないと思います。先ほどの

質問の中にも述べましたけれども、今回の説明会の中で複式学級のこと

について、説明会の中では委員の方から数々の重大な発言をしているの

を私も聞いていますし、そういう中で例えばですね、今回の統廃合は教

育委員会の専決事項だという発言があったり、複式学級にならないため

に配慮する必要があるという発言だったり、複式学級は便宜的な手法で

あるとか、更にみどり野小学校や南幌小学校の説明会では、夕張太小学

校の複式学級を見てきた、子ども達は背中合わせに学習していて、実に

子ども達はかわいそうだと思ったというような発言がされていました。

これは教育者が保護者に向かって発する言葉なのかということで、私は

大変疑問に感じました。これでは複式学級を経験していない保護者達は、

すごく不安を煽って、やはり複式はだめなのかというふうに思うと思い

ます。確かに複式ではなくて、教育委員会が決定したように２クラス、

１学年２クラスが望ましくて、学級編成もできるのが望ましいという考

えも一部にはあると思いますけれども、今回の夕張太から存続して欲し

いという願いは、学校のことだけではなくて、やはりその子ども達のこ

とも考えながら、その地域をどうしていくのかということが一番大きな
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ことだと思います。そういうところで、十分その気持ちに応えていって

いないということで、このまま２４年４月開校ということに突き進むべ

きではないと私は再三思っていて、再三提案もしているんですけれども、

その辺で町長の考えを再度伺いたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員の再質問にお答えをいたします。多良木町との児童交流、大

(再答弁)  変、来た子ども達を含めて、多良木町から来た方々については、大変感 

動をして頂いたという状況でございます。しかし、この歓迎はどうやっ

ていくのが一番ベストなのかというのは、やはり子ども達の環境、それ

から頂いた言葉から考えますと、自然な姿が一番望ましいのかなという

ふうに、大々的にやると子ども達がまた委縮する部分もございますから、

これは自然環境、どういう形がこれからも望ましいか、研究もしていか

なければならないとは思いますけれども、やはり子ども達にとって、子

ども達とどう交流ができるか、或いは我が町、或いは多良木町の状況を

自分達でどう学習できる機会を与えるか、そのことも含めながら、児童

交流そのものについては、非常に私は意義があるものというふうに思っ

ておりますが、歓迎の仕方についてはいろいろ検討するべきではないか

なと。やはり役場は入って、職員とともに歓迎したのでもびっくりした

と、そういうことも聞かれておりますので、やはり子ども達が自然と児

童交流ができる形をどうやって築いていくのが良いのかということも

考えていきたいなと、そんなふうに思っております。 

 それから、民生委員を含めて、お年寄り等々の把握を含める地域とし

ての結びつきはどうあるべきかということで、今、町内会、区長会の方々

と協議を始めております。これは民生委員も同じでありますけれども、

非常に難しいのは、個々によっては来て頂かない、自分達はしっかりや

っているんだと、そういう声も頂いている訳でありますから、そのこと

と合わせて、本当に困る方々も、今回の地震の時も確認をさせて頂きま

したけれども、いろいろな問題がまだまだ出ております。だからその辺

を、地域の方々が行っても、そういう閉ざすような方々もおりますから、

そこを開いて頂いて確認をできる組織づくり、これは一番早いのは、地

域の方々がやはり一番早いと思っておりますので、ぜひいろいろな行政

区、町内会の皆さんの協力を頂きながら、防災も含めて地域でできるこ

とをやれる組織づくりにご協力を頂くように、ともに作っていければと、

そんなふうに思っている次第であります。 

 それから小学校の関係について、地域づくり、夕張太は特に、これは

国も北海道も認めて頂いて、住環境づくりをやって、第１次が終わり、

今第２次が入っていないと。これは南幌町の財政状況があって、なかな

かまだ進められていないという状況でありますが、やはり農村の住環境

整備事業ということも導入して頂きましたので、それらを合わせて、夕

張太は大事な拠点、地域づくりの拠点だろうと、私もそのように認識を

しております。残念ながら、先ほど申し上げたように、まだまだうちの

状況が非常に厳しい状況でございますので、早くそれを脱して、それぞ
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れ地域づくりをできるような行財政運営ができればなと。できるだけ早

くしたいものと思っております。そして地域の人達とともに、そこの地

域がやはり発展していくために、地域の声も聞きながらともに進めてい

きたいと、これは熊木議員と同じでございます。そんなことで頑張って

いければと、そんなふうに思います。 

 それから、教育委員会でいろいろ会合を開きながら地域の方々にご説

明をさせて頂いたところでありますが、捉え方がちょっと分かりません

けれども、やはり教育関係者も真剣になってこの問題に取り組んでいる

ところでございまして、内容については私は詳しくは承知はしておりま

せんが、いろいろご意見は頂いたというのも聞いているところでありま

すが、複式学級が悪いと先ほど申し上げた訳ではありません。ただ、今

の、今年度から始まる、新しい年度から始まる教育環境、そんなことを

考えますと非常に、それで良いのかどうか。逆に言うと。先ほどの議員

からの質問にありましたように、素晴らしい環境の中にいる我が町でご

ざいます。その中で、本当にそういう環境で教育づくりが良いのかどう

か、大人として本当にそれで良いのか、私も悩みながらでありますが、

やはり同じ南幌町に住む子ども達に、同じ環境で良い教育環境を与える

のが私の責務ではないかなと。そんなことから今回、２４年という答申

を頂いたものを、私の中で判断をさせて頂いて、今とり進めようとして

いるところでございます。以上であります。 

議  長   教育長。 

教 育 長   若干関連しているところがありますので、私の方からお話をさせて頂

(再答弁)  きます。実は教育委員会といたしましては、今ご指摘のありました統廃 

合の問題、教育がいかにあるべきかということに関しましてはですね、

１つ大きな原則を持っております。これは私どもだけではなくて、全国

の教育に携わる者の原則です。それはですね、教育を政争の具にしては

ならないということです。そういう表現ではないですけれども、結果的

にはそういう内容になります。教育は政争の具であってはならないとい

うことだと思います。それから２つ目はですね、教育委員会の構成メン

バーの件ですけれども、これは教育の専門ばかりになっては困りますの

で、教育の専門家に指導される、流されるような教育委員会であっては

ならないので、各界でいろいろな仕事をしている方を委員として迎える

ということが大きな原則になっております。言い換えれば素人集団であ

ります。これはですね、例えば今回の私ども教育委員の中では、国の指

導もありますけれども、女性委員を必ず入れること、それからもう１つ

はですね、子の親であること、この２つが大きなうちの教育委員会にか

けられた投げかけでありまして、そしてそれを受けて町長が人材の人選

を進めて、今回の教育委員会は成り立っているところであります。即ち

ですね、教育委員会の中には専門家も当然おります。けれども、専門家

以上に一般の方達の代表者が入っております。それはですね、お母さん

ですから、子どもの母親が入っておりますから、その子どもの実態を通

して意見を言ってくれるでしょう。それから専門的な立場で、いろいろ
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町内の中で仕事をされている方もおりますから、その立場から地域の意

見を打診してくれる人、様々な方であります。ですから、教育委員会が

１つ方向を決めるためには、それらの方々の意見を十分勘案しながら方

向を出していくところであります。それをご理解して頂きたいと思いま

す。今回の流れの中で、議員のご指摘にように、今起きている現実、そ

れから過去に説明会をした中での住民の意見は十分承知しております。

それぞれの立場でお話をして頂いていますから、私は全てその人達の意

見も含めて正しいと思っております。その時点では正しいと思っており

ます。ただ、それを一定の方向に利用するというような関係が見えた時

には、私は否定せざるを得ないと思っております。即ち政争の具になさ

れるようなことがあってはならないということではないかと思います。

ただ、それも仕方ないと思っております。その地域の再生に関わること

だから、仕方ないという感じを持たざるを得ないと私は思っております。

ただ、それでも教育的に考えた時に、子ども達にいかに素晴らしい良い

環境を与えるかという視点を考えた時には、それをも大局的な見地から

考え直さざるを得ないと、そういうふうに考えております。そういった

考え方から、時期の問題もありましたけれども、その時期も含めて、私

は教育委員会の中で平成２４年４月１日と方向性を定めたことは正し

かったと思っております。正しいと思っています。そして、それが総務

常任委員会の中で話され、一定の方向を決めて頂き、２月の臨時議会の

中で皆さんにご提案を申し上げて方向が決定されたというふうに理解

をしております。それはですね、皆さんはそれぞれの地域の人達の意見

を背負って、この議会に参加しているはずです。ですからその総意をき

ちっと受ける覚悟を私どもはしなければならないんです。そういう観点

に立って方針を決めまして、そして理解をして頂き、町長とも相当長い

間詰めました。その結果が今日であるというふうに理解して頂きたいと

思います。２月の臨時議会で方向を決めて頂いた中身というのは、大変

な重みがあるというふうに感じております。以上であります。 

議  長   １番 熊木君。 

熊木議員   今、教育長にも答弁をして頂きました。１月の臨時議会の中で賛成少

(再々質問)  数でというのは、私ももちろん参加していますし分かります。私が先ほ 

ど教育委員の方でという話をしたのは、教育委員はいろいろな方が各界

から参加しているということでしたけれども、教育者であった方がその

ような発言をしたということで、私は大変衝撃を受けました。いろいろ

個人的な見解だとか、複式学級についてはいろいろな考えがあろうと思

います。しかし、現に夕張太小学校で試行錯誤しながら去年４月から始

まっているというところで、それを検証、１年間の検証とかも経ないう

ちに、やはりそこの考えだけが大きく何度も話されるということ自体が、

私は問題があるのではないかなと感じたんです。ですからそのことを先

ほど町長に、そういうような意見があったことを町長としてはどのよう

に考えているのかということを伺いました。町長はその具体的なことで

は答えられなかったんですけれども、私達総務常任委員会、私はその会
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場に全て参加しまして、自分でも記録をとりながらいましたから、その

教育委員の方が発言された内容も分かっていますし、あと総務常任委員

会の中では、私だけがそれを聞いたのではなくて、やはり記録として出

されているものをみんなで確認をしながら、総務常任委員会でも議論を

進めていったところです。それで残念ながら賛成は少数でしたけれども、

やはりその時期の問題については、今現在、この請願が出された後に、

請願をされた地域の団体の方々が、２４年４月の開校はやむを得ないと

いうふうに思っているのであれば、それはそれで仕方がないと言うか、

その方向でいくのはベストかと思います。だけれども今なお、やはりい

ろいろ不安を抱えているんだと思うんです。そのような不安に対してど

もまで真剣に応えていくのかというところがね、私にはその細かいとこ

ろまでの不安に応えているというようには感じられないのです。ですか

ら、そこで２４年４月にこだわって、１年間で何もかも準備するという

のではなくて、本当に学校の統廃合というのは、地域で絶対的にこれで

いくんだという合意がなければ進めてはだめなことではないかなと思

います。何も政争の具にしている訳でも何でもなくて、その地域の方も

私もそうですし、今まで古くから、例えば夕張太であれば夕張太の歴史

を支えてきた人達にとっても、その学校というものに対しての思いとい

うのは特別なものがあると思います。だからその辺のところをしっかり

汲んだ上で進めていかないと、後々までやはりしこりを残していくので

はないかなと思います。 

 そしてもう１点言わせてもらいますと、今回のこういう大きな地震、

このような災害が起きた時にですね、懇談会の中でも出されていました

けども、学校があってその避難場所のこと、その避難場所の説明と言う

か質問が出た時には、夕張太小学校は水害の時の避難場所ではないとい

うことが答弁で言われましたよね。でも避難場所と言うか、やはり夕張

太のあの地域で一番大きな建物で一番がっしりしている所に、みんなこ

ういうような時は集まっていくと思うんですよね。それが学校がなくな

っていくということで、やはりそういう後々のこと、だから学校校舎の

跡地をどうするのかということなども意見が出されていましたけれど

も、やはりそういういろいろなものをクリアにしていきながら、これだ

ったらもう大丈夫だというところまで、やはり待つべきではないかなと

思うんです。委員会の方が拙速すぎるということを本当に署名の中でも

出されていましたし、私も本当にそう思うんですけれども、やはりもっ

と、今の複式学級でもメリット、デメリットは確かにありますし、現に

そこで学んでいるお母さん方からも説明会の中でも声がありましたけ

れども、やはりいろいろな問題は複式学級のみならず、教育の場ではい

ろいろあると思います。でも、そういうところの良さも悪さも出しなが

ら、地域住民の力を借りたり、そして教育委員会のプロの力を借りて、

解決できることの解決を図っていくということが必要だと思います。で

すから、何度も言いますけれども、町民参加と地域づくりということは、

この学校の問題１つにとってもそうですし、これからのまちづくりの進
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め方ということについても、やはり本当に町長が言うように大きな柱、

キーワードだと思います。だからそこに町民が、よし、この２つの柱に

自分達も沿って、協力できることは協力してやっていくというふうにな

るのが一番良いのではないかなと思います。 

 前後しますけれども、最初に町長が答えて頂きました多良木町の子ど

も達のことなんですけれども、私も８月に南幌町から多良木町に行った

子ども達の感想とか、そういうのが広報に大きく載って、すごく興味深

く読みました。この広い真っ平らな所から、山あり谷ありの所に行って、

あといろいろな、南幌町で経験できないことを学んだ子ども達が、やは

り一回り大きくなって、そして交流した子ども達を迎えるというところ

で、今回また広報に載っていましたけれども、私はお別れ会の時に参加

して、多良木の子どもが代表で、初めて雪に触れたことだとか、飛行機

を降りて辺り一面全く違う世界が広がっていることにすごく感動して

発表していたことがすごく心に残りました。やはりそういうのを、自分

達はこの平らな所にいて、これが当たり前の風景かと思っている町民も

沢山いると思うんですけども、その違いというのをやはり町民が一緒に

共有すると言うか、新しい交流が生まれた中を一緒に味わいながら、そ

れにちょっとずつ参加していくことで、もしかしたらこれがきっかけに

なって、町民参加ということが膨らんでいくのではないかなと感じるん

です。ですからこういう発言もしているんですけども、ちょっと何点か

ありますので、答弁をお願いしたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員の再々質問にお答えをいたしますが、学校の問題、非常に教

(再々答弁)  育の問題、大事な問題であります。私の心も痛むのは、そういう部分が 

ございます。ですから、これはもう何回も議員にもお話させて頂きまし

たけども、２３年度から始まる学習指導要領等々の改正、そのことも十

分考えながら、やはり子ども達をのびのび育ててあげたい、同じような

環境で全町の子ども達を育てたい、私はそんな思いをしているところで

ございまして、決して複式学級がだめだとか良いとかという、そういう

問題ではなくて、やはり同じ境遇の中で教育していくのが私は望ましい

のではないかなという思いでありますし、当然学校の跡地利用の問題に

ついては、議会からも意見が付されております。そのことも十分考えな

がら、地域の方々と相談をしながら今後取り進めていきたいなというふ

に思っております。やはり大人は地域づくりで、いろいろ意見を言いな

がら地域をつくることができますけども、子どもの教育環境は、やはり

きちっと大人がつくっていくべきではないかなと、そんなふうに思って

いますし、夕張太だけではございません。南幌小学校にもいろいろご意

見がある訳でございます。学校は３つを１つにする訳ですから、み小に

しても同じような思いがある訳であります。地域づくり、全町の地域づ

くりをどうしていくか、そのことも踏まえながら、より良い教育環境づ

くりに私どもは努めなければならない、そんな覚悟を持って今進めてい

るところであります。 
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 多良木町の交流については、先ほども申し上げたように、非常に良い、

子ども達にとって良い出来事だったというお話を頂いておりますので、

これを町民にどういうふうに周知するか、今後については子ども達が委

縮しないように、そしてのびのびと児童交流ができる体制づくりを継続

してできるように努めて参りたいなと、そんなふうに考えているところ

であります。 

議  長   教育長。 

教 育 長   関わりのある点、２点についてお話をさせて頂きます。１点はですね、

(再々答弁)  複式を否定したという旨のお話がありましたが、確かに当日の会場の中 

で話したその言葉だけを捉えたら否定に聞こえます。そのとおりだと思

います。ただですね、その前後関係がどうしてもあるものですから、お

話をさせて頂きますと、その前後関係を受け入れる話の場だったかどう

かということの問題があるんですけれども、受け入れられないような対

応の中での話だったために否定的な部分だけが残ったような気がいた

します。その中身ですけれども、委員長が話したんですけれども、実は

複式学級では大変ですよという意味なんですけれども、大変なのは当た

り前なんです。１人で２学年分を１時間の授業の中で展開するから、や

っている教師は大変です。倍の中身を教えなければなりません。そうい

うことがまずあります。そのためにですね、教師の負担が極めて大変で

あるということを言いたかったのではないかと思います。複式がだめだ

とは言っていないんです。複式を克服する手立てというのは、いろいろ

な長い歴史がありますから研究されております。今でありましたらコン

ピューターがありますから、すぐプログラムを作って打ち込んで、１つ

の学年はコンピューターで１つの学年は直接授業と、そういうことをで

きないことはないんです。環境的には。ただ、それをできるような環境

にするためには、相当な苦労がいるということも確かであります。だか

ら複式を否定している言葉ではないというふうにご理解頂ければあり

がたいと思います。それから２つ目ですけれども、不安に対して応えて

いないという、そういうお話がありました。これもですね、実は私ども、

議員が特に最初から言ってくれましたけれども、お呼びがあればどんな

少人数でもその要請にはお応えいたしますということで、夕張太地域に、

他もそうなんですけれども、対応をして参りました。それで呼ばれた時

には全部行っております。３回呼ばれて２回、１回は、最後はですね、

複式学級を参観に行きたいのでという、そういうご案内があったもので

すけれども、どちらの学校の都合もだめになりまして行けなかった経過

がありました。他の２回については行っております。それ以外はないん

ですね。要請がありません。全くないんですよ。何回も言っているんで

すけどありませんでした。ということからすれば、教育に対する内容、

様々な問題があったんですけれども、当時は言いにくかったと思います。

言いましたら、要望に対して答えましたら何だと、教育委員会は統合あ

りきかということになります。そういう意見を沢山頂きました。当時も。

答えれば統合ありきかということになります。それで議会で熊木議員か
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らお話があった時に、お話したのを覚えていらっしゃると思いますけれ

ども、教育委員会が１つの行事を想定した時には、あらゆる対応を考え

させて頂いております。できるかできないか、できるとしたら最低どこ

からできるかというようなことでお答えしたのを覚えていらっしゃる

と思いますけれども、そういうことは教育委員会内部では検討しており

ます。ただ、それが全てではないですね。一方で反対で身動きできなく

なった時には、継続していく内容も考えなければなりません。１つの事

業を考える時には、あらゆることに対応できるような準備をしておくの

は、私は当たり前だと思っております。それが町長に向けた質問の中で

出たものですから、私の方でちょっと答えさせて頂いた経緯があります。

町長の指示ではありませんということでお答えしたはずですね。そんな

ことがあるんですけれども、それで１つはですね、教育に対してお答え

していないというふうに取られたら、ちょっと私も心外な部面があるん

ですけれども、地域にすぐ、皆さんとしては、地域を一方で、教育以外

にこの町、この部落を少しでも良い条件にしたいという話が大きな意見

として出た時に、学校の統合は仕方ないなと思っても、それは言えない

ことになってしまうのではないかなというふうに私は捉えました。教育

に対する質問がないということが１つそこにあります。もう１つは、あ

ったとしても、そういう問題を出すのがはばかられる問題として、どう

しても考えた人がいるのではないかというふうなことも実は考えまし

た。一方で。ですから教育とは関係ないとは言いませんけれども、その

町をどうつくり上げていくかということから考えれば、そこの意見に対

しては、やはり同調せざるを得ない。うちの町が寂れていくならそんな

ことは困る、学校は残った方が良いなというふうに当然考えると思いま

す。様々な考え方があったと思います。それは全て正しい意見なんです。

それらを総合的に考えるのが私達の仕事だと思います。そしてその調整

をして頂くのが、ある意味では議員なのか、地域の意見を背負った議員

の仕事ではないかというふうに考えております。それらが錯綜している

ものですから、議員のように不安に対して答えていないのではないかと

うふうに取られるのも仕方ないと思っております。ただ、そういうこと

も考えながら、総合的に議会で議決を頂いたことを大事にして進めるべ

きだと私は思っております。そんなことでご理解下さい。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員の再々質問の中で答弁をしていない部分があって、申し訳な

(再々答弁)  いと思っております。地域の同意をとってから進める必要性という部分 

だろうと思いますが、それぞれ地域、南幌町内でもいろいろなご意見が

あるのも事実であります。しかし総体的に、或いはいろいろな会合を持

ちながら、いろいろな声を頂いて判断をしていくというのが私の仕事か

なというふうに思っているところでございます。私も地域或いは子ども

達に十分配慮して、素晴らしい環境づくりを進めるために地域の皆さん

のご協力を頂かなければ、この事業、このことは進められないと、これ

からも誠意を持って地域づくりについては進めていこうと、そのように
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思っています。以上でございます。 

議  長   以上で熊木 惠子君の一般質問を終わります。 

 次に４番 沢田 一清君。 

沢田議員   執行方針についてご質問をいたします。所管は教育委員会でございま 

すが、質問事項は道徳教育の実態についてでございます。我が国は戦後、

軍備なき平和、民主主義、文化国家を標榜してから６０余年、国家とは

何かといった目標を忘れ、国家に対する関心、祖国愛が薄れてきていま

す。いたずらに学歴社会を激化させ、激しい受験競争に追い立てられる

教育が強行され、人間形成のための道徳教育がおろそかにされているの

ではないでしょうか。道徳は人間社会に生きる人と人との関係を律する

もので、ことの善悪を判断する基準と言っても良いでしょう。最近のゆ

とりのない教育、人間形成を忘れた教育は、社会犯罪を生み、児童生徒

のいじめ、非行化、暴力化を生み出して、それが社会問題となっていま

す。全ての非行、犯罪は、善悪の判断がなく、罪悪感に欠け、欲望に対

する抑止力がないところから発生します。いわば人間としての欠陥があ

るのではないでしょうか。よく現代っ子は、挨拶を知らない、自己主張

のみが強くて他人の迷惑が分からない、忍耐強さがない、ものを大切に

しない、親を親とも思わないと言われています。例えば、丁寧な挨拶は

人間の心と心を結び、より良い人間関係をつくる人格形成の基本です。

教育は国家の盛衰、存亡に及ぼす影響に大きな力を持っています。２１

世紀に入り、知的教育とともに人間形成の教育が重要と思われますが、

現在、児童生徒の道徳教育は、本町においてはどのように行われている

のか、具体的にその内容はどうか教育長にお伺いします。 

 本来、道徳教育は少年の健全育成の立場から家庭教育が負うべきもの

でしょう。親が心の豊かさを求め、愛情を信頼をもって教えることは当

然です。しかし、現実に子ども達の成長とともに親達が手に負えない部

分が現れ、学校教育の中で任せる他ない場合もあります。両者がともに

補完し合って、一人前の人間を形成する義務があると考えますが、現実

の学校における道徳教育はどうか教育長にお伺いいたします。 

議  長   教育長。 

教 育 長   沢田議員のご質問にお答えする前に、議長にお許しを頂きましたので、 

今回の震災について、今回の震災につきましては、道徳教育の根源に関

わる内容を持っておりますので、最初にお話をさせて頂きます。３月１

１日、マグニチュード９．０、三陸沖を震源とする巨大地震が発生いた

しました。被災地の模様を伝えるテレビの映像は、言葉を失う惨状を映

し出しました。家がなくなる、山が崩れる、炎に包まれる、あげくの果

てには原子力発電所の崩壊に至っております。全てを飲み込み川を遡る

大津波、濁流に弄ばれる家、流される車には人がおります。胸が締めつ

けられる思いであります。猛烈な揺れに心が壊れる未曾有の大災害、祈

るしかかなわない。しかしですね、私達は目の前にある現実に学ばねば

なりません。平穏な日々を断たれた人が１万人を超えるかもしれません。

その人達のため、そして私達自分自身のために、この事実をしっかりと
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見つめ、深くこころに収め、自分自身ができることへと進めなければな

りません。４月６日に小中学校の入学式が行われます。４月８日には高

等学校の入学式が行われます。新しい門出を通して、教育委員会から祝

辞を述べる機会を与えられておりますので、子ども達に語りかけたいと、

そう思っております。 

 それでは議員のご質問にお答えいたします。児童生徒の道徳教育はど

のように行われているか、具体的にその内容はどうかについてお答えし

ます。、そして最後に保護者とともに補完し合って一人前の人間を形成

する義務があると、そのことについての現場での道徳教育はどうなって

いるかということだと思います。一般的にまずお話をさせて頂きます。

各学校は学習指導要領に基づき教育課程を編成しております。道徳教育

は学校の教育活動全体を通じて行うものであります。道徳の時間をはじ

めとして、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間、それぞれの特質

に応じて適切な指導を行うことになります。道徳教育は、教育基本法及

び学校教育法に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を、家

庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心を

持ち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進

んで平和的な国際社会に貢献し、未来を拓く主体性のある日本人を育て

るため、その基盤としての道徳性を養うことを目標としております。道

徳の時間においては、各教科、特別活動及び総合的な学習における道徳

教育と密接な関連を図りながら、道徳の時間はですね、計画的、発展的

な指導によって、これを補充、深化、統合し、道徳的価値の自覚を深め、

道徳的実践力を育成するものとしております。各学校では、以上の内容

を踏まえて、全領域で行う道徳と、道徳の時間で行う道徳の年間指導計

画を立てているところであります。 

 議員ご指摘のように、いじめ、非行、暴力等が社会問題として指摘さ

れる昨今、学校では学習指導要領に示された、１つ、これはですね、４

つほどこれから列記しますけれども、全てが道徳の内容に関わります。

それを類型化した内容になっております。１つ、主として自分に関する

こと、２つ目、主として他の人との関わりに関すること、３つめが、主

として自然や崇高なものとの関わりに関すること、そして最後に、主と

して集団や社会との関わりに関すること、この４つに類型しております。

その中身についてご質問がありましたら、後で説明いたします。それを

学年ごとにそれぞれ研修し理解を深め、道徳の時間を実は公開しており

ます。公開して道徳的実践力の育成に努めているところであります。以

上であります。 

議  長  ４番 沢田君。 

沢田議員   只今、東日本太平洋沖の地震について非常に詳しく、ボランティアに

(再質問)  も関係あるということで、教育長からのご説明がありましたことは、私 

としても感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。

私達の社会においてですね、家族、家庭というのは一番手近な社会と言

われると思われます。もちろん学校も１つの社会、また会社も１つの社
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会、役所も社会、病院も社会でありますが、現在の日本の多くの人に、

道徳性が緩んでいると私は思います。また、全体の道徳心が麻痺してい

ると私は思います。これらのことから、日本は今大変な危ない、また滅

んでしまうのではないかという人も出ていることになっております。私

もそう思います。学校においても道徳の時間はもちろんあります。あり

ますが、ほとんど道徳と呼ばれるものを教えられていないのではないか

と。形だけできているかと思いますが、中身がないと感じるものであり

ます。また一方、家庭においても道徳教育があるかと言うと、家庭にお

いても私はないと思います。全部がない、ほとんどがないというのでは

なくて、ないのが多いと思います。今後、日本の国が世界に誇れる国に

なるためには、大事な道徳教育が必要と思われますが、率直に言って、

この大事な道徳教育が、これからどういうふうにすることによって、日

本の国が素晴らしい国だと言われるようになるのか、教育長に率直な感

想をお聞きし、また更なる考えをお伺いしたいと思います。 

議  長   教育長。 

教 育 長   最初にですね、道徳について再度勉強をさせて頂く機会を設けて頂き

(再答弁)  まして感謝申し上げます。実は今の質問でお話がありましたけれども、 

学校は道徳を教えていないのではないかと、形だけではないかというふ

うにですね、実は先ほどの、最初に時間を頂き述べさせて頂いた中で、

学校では、実は学校の研究テーマとして、公開授業で先生方は道徳をど

うしたら良いかということで、授業公開をしていますという意味でお話

をさせて頂きました。議員ご指摘のとおりのところが多々あると思いま

す。家庭でも形だけ、または教えないのではないかと、ないとは言わな

いけどもそういう形が多いと、学校も家庭もそういう形が多いというご

指摘だと思います。捉え方としてはそのとおりではないかと思います。

率直に感想を聞かせろということですので、私の思うところを述べさせ

て頂くことになろうかと思います。お許し下さい。大変難しいと思いま

すけれども、言葉で教えることというのは割と簡単です。ただ、それが

子どもの心に響くかどうかということが一番大きな問題だと思います。

子どもの心に響く言葉を私達が投げかけることができるかどうか、子ど

もの心に響くような私であれるかどうか、大人であれるかどうかだと思

います。残念ながら極めて難しい状況にあります。国内だけ見ましても、

国を預かる大臣のあり方が沢山問われることがあります。同じように、

私どもの町内においても同じだと思います。それはですね、子ども達に

どんな環境を与えているかということに尽きると思います。そしてその

環境に大人自身も甘えております。言っては悪いことに繋がるかもしれ

ませんがお許し下さい。私達の世の中は、戦後大変な思いをして今を築

き上げました。その今の中で、私達は困るようなことというのはなくな

ってしまったんです。食べるのに困ることはなくなりました。物を得よ

うとして努力することもなくなりました。子どもには。全部与えてもら

えます。悪いですけども、私も６９歳になりますけども、これから老人

の半ばで生きていく私にとっても大変な世の中です。国が全部一定のこ
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とをしてくれます。もっとしろという意見は、沢山今日の議会でも出ま

した。でもそれが正しいかどうかは私は分かりません。なぜかと言うと、

子ども達が育てられないからです。全て与えられるような環境になった

んです。自分で考えるような環境ではなくなりました。そのために、実

は最初に時間を頂き、議長にお許しを頂きまして、最後に話させて頂き

ました。平穏な日々を私達は送っております。今でも。その全てをこの

災害は一瞬にしてなくしてしまいました。なくして、今あちこちで助け

られた人が出てきます。その人の言葉がすごいんですね。命があるから

良いんですと。食べるものも何もないんです。寒さ、飢えをしのぐ術も

ない人が、おばあちゃんがこう言っておりました。何人も言っておりま

した。命があるから良いんですと。だからこれから頑張れるんですと続

いていくんですね恐らく。その主張が今子ども達にないんです。自覚し

て、子ども達にそういうものが育っていないんです。育てなかったのは

誰かと。私です。私達なんですね。それが一番の欠陥だと思います。私

達はですね、育った時に、先ほど道徳の中に畏敬の念という、畏敬とい

う言葉が出て参りました。この畏敬というのはですね、大自然の中に入

っても感じるんですけれども、その畏敬をある宗教から勉強した人は、

それを神様であるだとか仏様であると。ただ、それをもっと超えるもの

だという人もおります。何かやった時に、誰も見ていないから良いだろ

う、でも誰かが見ている、その誰かなんですね。そういう感覚が子ども

達に育っておりません。怖いのは父さん母さん、でも父さん母さんも怖

くありません。今のこどもは。そういう時代になりました。恐ろしさを

教えられないんですね。そういう時代構造になっていることを、私達が

自覚しなければならないのです。自覚しなければならないんです。表面

的には中学校の子ども達、小学校の子ども達、町長も言ってくれますけ

れども、挨拶をしてくれるようになったと。でも一部の人には挨拶しな

いんです。しない子どももおります。それはですね、一部の人と言った

人達は、子どもは挨拶をしてくれるものだと、そういう観念から考える

からです。子どもにこちらから心を開いて挨拶をしてやれば必ずしてく

れます。私はそう信じます。そういう環境をつくらない限りは、極めて

難しい問題だと思います。ただ、ありがたいことに、嬉しいことにです

ね、子ども達に対する母親の思いというのは変わりません。元気であれ、

勉強できなくても良いから周りとしっかり協力して豊かに生きろ、そう

いう願いが込められております。母親の子育てには。町で沢山、社会教

育事業で、皆さんのお手元に行っておりますけれども、子育ての活動を

沢山しております。それに関わってくれる皆さんは、皆その１点であり

ます。勉強できなくても良いから、できた方が良いけども、できなくて

も良いから元気に豊かに育ってくれと、その願いが詰まっております。

その願いがある限り、私は現実のいろいろな、議員がご指摘頂いた問題

等と絡み合わせながら、調和をとりながらきっと進んでいくものだと、

そういうふうに考えております。意を尽くせませんけれども、お許し頂

きたいと思います。 
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議  長   ４番 沢田君。 

沢田議員   只今、教育長のお話の中にいろいろな言葉が、勉強不足の私に、胸に

(再々質問)  じんとくることが数多くありました。例えば生命に対する畏敬の話も聞 

かせて頂きました。それから一番大事だと私は思うんですが、道徳教育

の中で一番大事なことは、母親が子どもを思う気持ちなんだよというこ

ともお聞かせ願いました。そこで、私達は親でありながら、それらのこ

ともずっと怠ってきて、今になってあなたは何を言うんだというふうに

も聞こえましたが、しかし、これからの子ども達は更なる困難が待ち受

けている世界へ、世の中へ出ていく訳ですから、我々が生きている間に、

こういう道徳教育の中の、数々ある中の教育として、私なりに家庭も学

校も含めてどういうことが大事なのかなということを、私なりの大事な

ことを教育長にお願いして、今後のご指導に当たって頂けばなと思いま

すので、申し上げたいと思います。私なりに教育をしていかなければな

らないなと、道徳教育でして頂きたいなと思うことは、ちょっと難しい

ような気もしますが、人間はどういうふうに生きたら良いのかというこ

とをまず最初に教えて頂きたいなと。私も教えていかなければならない

と思っております。それから次に、今の世の中ですから、大変、生命の

尊重という言葉も出て参りましたが、人の命というものは大事なんだよ

ということを教えて頂きたいなと思うのであります。それはなぜかと言

いますと、１ヶ月前に３人の青年が死刑になりました。これは本当に考

えられないことをした事件だったかと思います。何も関係のない同じ若

者を叩いて殺したということに対して、最高裁判所は死刑を言い渡した

訳であります。しかし、我々はそういう命の大切さを教えてきただろう

かと思いますと、私自身も教えてこなかったなという、非常に自分自身

恥ずかしい思いでいっぱいでございます。それから、数々ある中に、今

の人間はどういうふうに生きたら良いのかということと、もう１つは、

やってはいけないことは何かということを絶対に教えていかなければ

ならないと思うところであります。それからもう１つは、嘘をついては

いけないということをお伺いしたいと思います。それで、今の日本の国

の政治というものは大変混乱をしておりますが、日本の国を治めなけれ

ばならない政治家が、本当に嘘をついて平気な態度をとっている政治家

が多いということも我々の責任かとは思いますが、要するに嘘をついて

はいけないということを道徳教育の中に常に入れて頂きたいなと思う

ところでございます。それからもう１つは、盗みをしてはいけないとい

うことだと思います。それから最後に、教育長もお答えになっておりま

したがいじめ、人をいじめるというのは私は最低だと思います。これら

のことを親自身或いは学校自身がより早く感じて、これらのことを教え

て頂きたいなということをお願いしまして、教育長のお考えをお伺いし

たいと思います。 

議  長   教育長。 

教 育 長   あまりにも大きな中身ですので、お答えできないと言った方が正しい

(再々答弁)  のかもしれません。ただ、いくつか感じるところがありますので、お話 
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はさせて頂きます。今お話のあった中身を通して全部ですね、私は人は

誠実でなければだめだと思います。誠実であればきっと通じる、そう思

います。それが１つだと思います。それは嘘を言うなということにも繋

がりますし、盗みをしてはいけないということにも繋がりますし、いじ

めてはいけないということにも繋がることです。人の生き方で一番大事

なことは、私は誠実なことではないかと思います。でも、これは大事な

ことでありまして、毎日の生活では無理です。まして政治に携わる皆さ

んにとっては至難の業だと思います。自分の考え方だけで皆さんは行動

できないからです。周りの沢山の人の意見を代弁しなければならない立

場であれば、そんな簡単なことではないと思います。でも、それを通し

て表れるものがあると思います。人には。私はそれをも含めて誠実と呼

びたいというふうに考えております。 

 それから死刑の話がありました。これも難しくてお答えはできません。

ただ、私の感じ方からすれば、人の命を奪うことは、例え刑の判決であ

っても、あっては欲しくないと思います。憎しみが消えない限り、そう

いう思いが起きるのは当然だと思います。死を望む人の気持ちも正しい

と思います。でも、それを乗り越えなければ、憎しみをどこかで乗り越

えなければ争いは絶えません。その憎しみを乗り越えるだけのものを自

分に持てるかどうか。私にはまだ持てません。でも持たなければならな

いんだろうという方向性だけは分かるつもりでおります。日々の中で、

この野郎、こんなことを言いやがってと憎しみがまん延しております。

私の生活にもあるんです。それを乗り越えることができるかどうか、そ

れは自分の問題ではないかというふうに考えております。私としては人

の命を奪うことはあってはならないというふうに思います。以下の点に

ついては、一番最初にお話を申し上げました、誠実であることが私は全

てではないかというふうに思いますので、お許し頂きたいと思います。

以上です。 

議  長   以上で沢田 一清君の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問を終結いたします。 

 以上で本日予定しておりました日程が終了いたしました。明日１７日

午前９時３０分まで延会いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって明日１７日午前９時３０分まで延会と

いたします。 

 ご苦労様でした。 

（午後 ２時１６分） 
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平成２３年第１回南幌町議会定例会会議録   ３月１７日 

 

議  長   おはようございます。             （午前９時３０分） 

 昨日より延会となっておりました、平成２３年第１回南幌町議会定例

会を只今より再開いたします。 

 本日の出席人員は１１名でございます。直ちに本日の会議を開きます。 

沢田議員   議長。 

議  長   ４番 沢田 一清君。 

沢田議員   東日本大震災の件について緊急質問をしたいので同意を求めます。 

議  長   只今、沢田 一清君から東日本大震災について緊急質問したいとして 

同意を求められました。沢田君の東日本大震災についての緊急質問の件

を議題として採決いたします。 

 沢田君の東日本大震災についての緊急質問に同意の上、日程に追加し、

追加日程８として、日程の順序を変更し直ちに発言を許すことにご異議

ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって沢田君の東日本大震災についての緊急

質問に同意の上、日程に追加し、追加日程８として、日程の順序を変更

し直ちに発言を許すことに決しました。 

 ●追加日程８ 緊急質問を行います。 

 沢田君の発言を許します。 

 ４番 沢田 一清君。 

沢田議員   このたびの大震災は、東日本各地に未曾有の大被害をもたらしました。 

犠牲となられました多数の方々に哀悼の誠を捧げますとともに、被災さ

れました皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

 さて、昨日会議開会冒頭において、町長より震災に対する支援策等の

ご意見がありましたが、更に各自治体、民間企業などによる具体的な支

援策が発表されております。被害地は一刻も早い支援を必要としており、

本町としても具体的かつ急速な取り組みが必要と考えますが、町長のお

考えをお伺いします。 

議  長   町長。 

町  長   このたびの東北関東大震災で犠牲となられた方に対し、謹んで哀悼の 

誠を捧げるとともに、被災されました皆さんに心からお見舞いを申し上

げます。 

 沢田議員の本町としても具体的かつ早急な取り組みが必要ではとの

ご質問にお答えをいたします。先般、北海道より各市町村に対して、災

害救援物資の提供可能かの調査があり、本町としましては、災害用物資

の一部より毛布１００枚、マット１００枚、非常食として乾パン２００

食、缶詰９４０食、トレーナー８０枚の総額約１００万円相当の物資を

提供可能として既に報告をいたしていたところでありますが、昨日夕方、

北海道より物資提供の要請がありましたので、明日、道への物資搬送を

行うところであります。合わせて道から照会がありました、被災された
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方々の一時受け入れ住宅として、公営住宅の空き室を３戸、町職員住宅

等１１戸程度を確保しており、希望者がおられる場合、速やかに入居で

きるよう体制を整えているところであります。義援金につきましては、

日本赤十字社及び共同募金会を中心として、あいくるが窓口となり、３

月１４日より受付を開始しているところであります。また、南空知消防

組合においては、第４次派遣隊として栗山消防署及び由仁支署よりそれ

ぞれ１名が、３月２３日から３０日までの間、救援活動に当たる予定で

あり、第５次派遣隊以降の日程及び派遣人員についてはまだ未定であり

ますが、南幌支署からの職員の出動も予定されているところであります。

更に北海道町村会では、３月２９日開催の常任理事会において、各町村

の災害見舞金が決定される予定であり、空知地方総合開発期成会におい

て、３月２８日に具体的な取り組みが検討される予定となっております。

本町といたしましては、これらの対応を図るとともに、復旧まで長期化

となることが予想されることから、今後も動向を見極めながら、適切な

対応を図って参りたいと考えております。 

議  長   ４番 沢田君。 

沢田議員   どうもありがとうございました。 

議  長   以上で緊急質問を終結いたします。 

 ●日程２９ 議案第２４号 職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２４号 職員の給与に関する条例の一 

部を改正する条例制定につきましては、給与からの控除を行うことは地

方公務員法上、条例根拠を規定する必要があるため、本条例を改正すべ

く本案を提案するものであります。詳細につきましては総務課長が説明

いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長   それでは議案第２４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例制定につきましてご説明申し上げます。この条例改正につきまして 

は、職員の給与の支給に関し、法律または条例により特に認められた場

合を除き、通貨で職員直接にその全額を支払わなければならないと地方

公務員法第２５条第２項で定められておりますが、本町の場合、条例に

これらの規定が未整備であることから、このたび条例改正を行うもので

あります。 

 説明につきましては、お手元にお配りいたしました議案第２４号資料、

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表をご覧頂

きたいと思います。右側が改正前、左側が改正後、アンダーライン部分

が改正となり、第２条の３を全文加えるものでございます。給与からの

控除、第２条の３、町長は、職員に給与を支給する際、その給与から次

に掲げるものについて控除することができる。第１号、福利厚生団体の
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会費、第２号、団体取扱いに係る生命保険、損害保険、年金積立保険の

保険料及び預貯金、第３号、町長が指定する職員親睦団体の会費、第４

号、職員団体の組合費、第５号、職員住宅料、第６号、市町村職員共済

組合の行う事業に係る積立金及び貸付償還金等、第７号、財団法人北海

道市町村職員福祉協会（昭和４９年１０月１日に財団法人北海道市町村

職員福祉協会という名称で設立された法人をいう。）の行う事業に係る

掛金及び貸付償還金等、第８号、その他町長が必要と認めたもの。附則

といたしまして、この条例は、平成２３年４月１日から施行する。議案

第２４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の説明を終

わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定

については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 ●日程３０ 議案第２５号 南幌町特別会計設置条例の一部を改正

する条例制定についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

 （朗読する。） 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２５号 南幌町特別会計設置条例の一 

部を改正する条例制定につきましては、南幌町老人保健特別会計を廃止

し、弾力条項の適用を見直すため本案を提案するものであります。詳細

につきましては住民課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長   それでは議案第２５号 南幌町特別改正設置条例の一部を改正する

条例のご説明をいたします。別途配付しております新旧対照表をご覧下 

さい。左側が改正後の新、右側が改正前の旧、アンダーライン部分が改

正部分でございます。改正前の第１条の第４号、南幌町老人保健特別会

計を、改正後削除し、第５号から第７号までを１号ずつ繰り上げるもの

でございます。平成２０年４月から後期高齢者医療制度発足に伴い、特

別会計ではレセプトの過誤調整分、それから食事療養費の遡及分などを

同会計で処理しておりましたけれども、３年を経過し、処理件数も少な

くなったことから、今後は一般会計で処理するため同会計を廃止するも
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のでございます。 

 次に、改正前の第２条中、「前条第２号及び第４号に掲げる」の部分

を、改正後、削除するものでございます。地方自治法で規定しておりま

す弾力条項の適用の範囲を限定せず、特別会計全体に適用すべく改正す

るものでございます。 

 裏面に参ります。附則として、施行期日、第１項、この条例は、平成

２３年４月１日から施行する。経過措置、第２項、南幌町老人保健特別

会計の平成２２年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例

による。以上でございます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２５号 南幌町特別会計設置条例の一部を改正する条例制定

については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 ●日程３１ 議案第２６号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正

する条例制定についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２６号 南幌町国民健康保険条例の一 

部を改正する条例制定につきましては、平成２１年１０月から平成２３

年３月までの間、暫定的に引き上げた出産育児一時金の支給額について、

平成２３年４月から恒久化されることに伴い、本条例を改正すべく本案

を提案するものであります。詳細につきましては住民課長が説明いたし

ますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長   それでは議案第２６号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正する

条例の説明を行います。別途配付しております新旧対照表をご覧下さい。 

左側が改正後の新、右側が改正前の旧でございます。アンダーライン部

分が改正部分でございます。改正前の第５条中、「３８０，０００円」

を改正後「４２０，０００円」に改めるものでございます。国が少子化

対策として実施しておりました、平成２１年１０月から平成２３年３月

までの間、暫定的に引き上げておりました出産育児一時金、これの支給

額について、本年の４月から恒久化されるため改正するものでございま

す。附則として、この条例は、平成２３年４月１日から施行する。以上
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でございます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２６号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定

については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 ●日程３２ 議案第２７号 南幌町立学校設置条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２７号 南幌町立学校設置条例の一部 

を改正する条例制定につきましては、小学校３校を統合し１校とするた

め本案を提案するものであります。詳細につきましては生涯学習課長が

説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。生涯学習課長。 

生涯学習課長   それでは議案第２７号 南幌町立学校設置条例の一部を改正する条

例制定についてご説明申し上げます。別途配付しております議案第２７ 

号資料、南幌町立学校設置条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧

頂きたいと思います。左が改正後、右が改正前でございます。ここの別

表（第２条関係）でございます。小学校、現行３校を１校にするもので

ございます。名称につきましては、仮称南幌町立南幌小学校、位置につ

きましては現在のみどり野小学校の位置、南幌町美園２丁目６番１号と

するものでございます。附則といたしまして、この条例は、平成２４年

４月１日から施行する。以上で説明を終わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 ８番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   南幌町の児童生徒数の推移と、各学校の耐震結果を合わせ考えまして 

私は、また子ども達に教育の機会の平等を与えるということが大事なこ

とであるので、小学校の適正配置検討委員会の答申や教育委員会が示し

た基本方針には理解を示すものです。ただ、廃校となる、廃校対象とな

る地域の皆さんの理解を得られていないのも現状です。また昨日、教育

問題を政争の具とするなという意見も頂きましたが、私としては政争と

する考えはなく、地域政策を考える学校の統廃合問題は、まちづくりの

１つであると考えています。その意味で、今回の提案はあまりにも拙速
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すぎるのではないかなという思いでいっぱいです。そこで町長に質問い

たします。総務常任委員会の決定が出された後、また夕張太小学校の存

続に関する請願が第１回臨時会で不採択になった後、町長は廃校となる

地域の意見聴取など動きがあったのかなかったのか、その辺を伺いたい

と思います。 

 また、不採択とは言え、請願とともに提出された４０８名の署名は非

常に重いもので、地域の理解を得られていないで、小学校の統廃合を強

引に進めることは、後に禍根を残すものとなると心配しています。町長

も私達議会も、このことは粘り強く説明する必要があると私は思ってい

ます。そのためには、施行日は平成２４年４月１日とありますが、これ

にこだわり過ぎずに弾力的に進めていく気持ちがあるのかないのかを

伺います。 

 もう１点、統合の準備委員会と並行して、廃校後の校舎の後利用、ま

た地域振興を地域の方々と話し合う機関、機会、また話し合う委員会な

ど早急に設ける考えがあるのかないのか、３点お伺いいたします。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員のご質問にお答えをいたします。廃校後の利用等々につい 

て町はどう考えているのかという内容かと思いますが、あくまでも私ど

もは、この条例案が可決されて以降、その分について取り計らって参り

たいなというふうに思っております。廃校後の問題については、昨日の

議員からのお話もありましたように、地域の皆様とともに当然考えてい

かなければならないし、また町としてもどうあるべきかということは考

えていかなければならないし、また示していかなければならないなと、

私はそのように考えているところでございます。 

 もう１点の期日の関係でございますが、子ども達の教育環境を考えま

すと、いろいろ国の方の教育要綱等々も変わってきております。速やか

にしていくことが未来ある子ども達のためになるだろうというふうに

私は考えておりますと同時に、この問題については議会の皆さんにも早

くからお話をさせて頂いて、でき得れば２３年からでもどうだろうとい

うお話をさせて頂いた時に、議会の皆さんからも、それは早すぎるとい

うことで、２４年４月というお話もさせて頂いたところでございますの

で、これは教育環境の観点からいくと、やはり速やかに進めるべきでは

ないかなというふうに私は今も思っておりますから、この後延ばしてい

くというのは、私の中には考えはありません。 

 それから廃校後どういう形、跡利用の形をとるかと。先ほど申し上げ

ましたように、当然地域の皆さんからいろいろなご意見を頂いて決定さ

せて頂こうと思っていますが、庁舎内にもそういう検討する会をつくり

ながら、原案と言うか、町としての思い或いは考え方の方向性を出しな

がら、そして地域の方ととどうあるべきかと議論を頂いて決めていきた

いなというふうに思っているところでございますので、あくまでも今言

っているのは、この議案の可決後の問題でございますので、私どもは議

決を頂いて以降考えていきたいというふうに思っています。当然議会の
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皆さんからもご意見を頂きながら進めたいというふうに考えていると

ころです。 

議  長   ８番 志賀浦君。 

志賀浦議員   まず１点目の、ちょっと聞き方が悪かったのかなと思うんですけども、

(再質問)  まず請願が不採択になった後から、もう２ヶ月近くあります。また、総 

務常任委員会の決定がなされた後３ヶ月近くあります。その後に何かア

クションは起こして頂けたのかなという問題が１点目の質問でありま

した。それがなされたのか、何もなかったのかと、そういう件です。 

あと、確かに２３年を目途にという話は聞いておりました。議会として

も拙速であるということで２４年に持ってきたのではないかなと、こう

いう経緯もありますけども、そういう経緯の中ではあっても、廃校とな

る地域住民の８０％以上の人が請願に署名してきている状況というの

は、これは異様なことであります。私は教育的観点から、子ども達に教

育の機会を平等に与えるという意味では賛成しますけども、これを強い

て強引に進めるのであれば、地域との絆が途切れてしまい、夕張太地域

が町の行政と一層離れていくのではないかなと、こちらの方も危惧して

います。だから、教育と別に考えてと言うんですけども、まちづくりは

全体で考えなければだめな問題ではないかなと私は思っています。その

中で採択された後に、閉校してすぐに、その地域の中に地域づくりとい

うものを立ち上げて頂けるのか。例えば今は確かあそこの地域には、夕

張太地域づくり委員会とかありますけども、その辺と連携してでも校舎

跡地またその地域のこれからの振興策、そういうものを並行してやって

頂けるのか。並行してやることによって、今反対している方にもある程

度理解を示して頂けるのではないかと私は思っているんですけど、その

点をもう１回明確に答えて頂きたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員のご質問にお答えをいたしますが、議会の皆さんもこの請

(再答弁)  願の重みを十分感じながら不採択にした、合わせて意見も付して頂きま 

した。そのことも十分分かっておりますし、地域住民の皆さんの声も当

然重い、なおかつ未来ある子ども達にどうしていくべきかと、これは苦

渋の判断を皆さんもされた、私も同じであります。そういう意味で、こ

の学校統廃合というのは大変厳しい問題でありますけれども、やはり良

い教育環境に速やかにもっていくべきではないかなと。そして、地域の

皆さん方とは昨日もお話させて頂きましたけれども、南幌町の中で１つ

の大きな拠点として住環境整備、これは国、道にも認めて頂いて、町と

してそういう開発をしていく、この地域づくりをしていくという観点か

ら今やっている訳でありますが、たまたま西住環につきましては、やら

ざるを得ないんですが、今のうちの町の財政状況では、今すぐ手を加え

る訳にはいかない、それは皆さんもご承知かと思います。そういう部分

を含めてこれからも、あそこには工業団地もございます。ですから西団

地の開発はしていかなければならない。時間をかけながらこれはしてい

くと。南幌町もちゃんと独り立ちできる体勢になった時には、当然皆さ
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ん方とも相談しながら、あそこの開発を進めていきたいというふうに思

っているところでございます。 

 それから地域のことで、跡利用のことについては、この条例が可決さ

れれば、当然夕張太地域全体としてどうあるべきかということでありま

すから、いろいろな形の中で、委員会が良いのか或いは３行政区がござ

いますので、それらの人達と協議の上、学校跡の利活用と言いますか、

そういう面で十分協議をさせて頂きたいなということで考えておりま

す。 

議  長   ８番 志賀浦君。 

志賀浦議員   総務委員会の審査意見の方も重く受け止めて頂けるということであ

(再々質問)  りますけども、これはあくまでも学校の統廃合に関してのことだと思う 

ので、諸課題はいっぱいあると思います。それをまた真剣に取り組んで

頂きたいと思います。また、臨時会後の日程の間の答えがなかったので、

動きはなかったのかなというふうに理解していますけども、またこの条

例改正案が採択された後に、もし動くというものであれば、並行して確

実にやって頂けるようにお願いいたしたいと思います。町長が執行方針

で示されているように、住民協働で支えられる自立したまちづくり、ま

た総合計画の中でもいろいろ地域協働とかそういうものを謳っていま

すけども、それを引き出すためには、本当に地域の皆さんの理解を求め

られないと次に進めないと私も考えておりますので、その辺よろしくお

願いいたしたいと思います。 

 また、くどいようですけども、この条例改正案が採択された後に、す

ぐにでも地域住民と地域振興に関して話し合って頂けるという、その辺

の確約とはいきませんけども、町長の思いをもう一度聞かせて頂いて、

私の質問を終わります。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員の再々質問にお答えをいたしますが、当然大きな問題であ

(再々答弁)  りますので、利活用、私の町の大きな問題であります。そして地域に住 

んで頂いている方々の大きな問題でありますので、並行して町の考え方

も持ちながら、地域の皆さんの声を聞きながら、この跡利用については

十分相談をしながら進めていく。当然私どもも出向いて、いろいろな話

を聞きながら、みんな最後はまとめていきたいなと、そんなふうに思っ

ております。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   今の志賀浦議員の質問とも関連するんですけれども、私も１０月に説 

明会が３箇所で開かれて、その後に懇談会とかも設けられましたよね。

それで請願が出されて、総務常任委員会の中では賛成少数ということで、

それと１月の臨時会でも賛成少数ということで不採択になりました。こ

の間、地域の方から話し合いの要望があったのか。それから、今現在で

もですね、説明会の後にこういうことはどうなるのかとかという問い合

わせが教育委員会なりにあったのかどうか、その辺の具体的なことをち
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ょっと伺いたいと思います。 

 それともう１点ですが、臨時議会の中で請願が不採択になったすぐ後

に、１月２８日付で南幌町立小学校総合準備委員会委員の推薦について

という文書が３校の中に回っているというのを聞いています。先ほど町

長も志賀浦議員への答弁の中で言っていますけれども、学校跡地とかに

ついては、この条例が可決したらすぐそういう話はしていくということ

でしたけれども、私は条例が可決する前からこういうような委員会が開

かれるということ自体は問題ではないかなと思うんですけれども、その

辺についてどう考えていますか。 

議  長   教育長。 

教 育 長   教育委員会には電話で２度ありました。中身につきましては、ちょっ 

と個人情報にも関わる中身になりまして、電話をかけて頂いた方にご迷

惑をおかけする内容になろうかと思いますので伏せさせて頂きたいと

思いますがよろしいですか。敢えて話せということであれば話しても良

いんですけれども、個人にご迷惑をかける内容になる可能性があります。

そういうことでご理解下さい。 

議  長   町長。 

町  長   町の方には特段要望等々は来ておりませんが、私の方から町内会長或 

いは区長に何かあればいつでも呼んで下さいと常々お話をさせて頂い

ているところでありますが、まだ決定もされていない段階だから、多分

要望がなかったのかなというふうに思っておりますが、これはいつも私

が言っているように、何かあればいつでも言って頂いて、出向いて行く

というのを基本にしておりますので、これからもそういう同じ考え方で

進めさせて頂きます。 

議  長   生涯学習課長。 

生涯学習課長   統合準備委員会の委員の推薦ということで学校に回ったという話で

ございます。教育委員会、町長もそうでございますが、１１月に夕張太 

小学校の存続に関する請願、それが議会で審議をされて、１月２０日に

不採択という結果になっております。その中には審査意見も付されてい

るということの中から、そういう状況を考えまして、私ども教育委員会

といたしましては統合準備委員会の設置要綱を定めました。その中で少

しでも早く立ち上げをして、いろいろな意見を反映しながら新しい学校

の姿に向かおうということで、学校の方にお願いした事実はございます。

ただ、その中で夕張太地域の方の事情を勘案した中で、夕張太地域の方

を入れない形の中での準備委員会はできないという形で、今回条例提案

をさせて頂いて、その後、統合準備委員会を立ち上げて十分協議をして

いきたいというふうに考えております。以上です。 

議  長    １番 熊木君。 

熊木議員   地域の方からは特別な意見はないということでしたけれども、先ほど

(再質問)  の中でも出されているように、請願署名の数、８割以上の方が署名をし 

て提出しているということでは、本当にその重みというのが大きいと思

います。それで、町内会とかのところからは申し出がないから行かない
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とかではなくて、やはり私は、どうしてもこれを進めるというのであれ

ば、本当に納得、合意がいくところまで時間をかけて話し合って、その

上で進めていくべきものだと思います。そういう意味ではやはり努力が

足りないのではないかと思います。 

 それから、先ほどの準備委員会にしても、この地域の方々のその思い

ということを考えた時に、議会の決定もまだされないうちにこのように

動いていくということは、地域住民の感情を逆なでするのではないかと

思います。少しでも早くそれを進めるというのであれば、そこまでしな

いとだめなぐらいの期間しか持っていないのであれば、やはり延ばすべ

きだと思うんですけれども、その辺では昨日も私は一般質問でも行いま

したけれども、何か考えがあれば伺いたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員の再質問にお答えをいたします。先ほどからお話させて頂い

(再答弁)  ておりますが、当然地域の請願の数或いは地域の方々の思い、それは十 

分私どもも感じながら進めてきているところでございます。これは皆さ

んも同じだと私は思っておりますし、ただ、そういう中でもやはり教育

というのは非常に大事である、子ども達の教育は大人がきちっとしてい

くのが私達の務めだろうと、そんな思いから私は、本当に厳しいですけ

れども、そういう思いをさせて頂いて、進めさせて頂いているところで

ありますし、先ほど申し上げたように、やはり少しでも早く町内にいる

子ども達の教育環境をちゃんとしてあげる、その思いでやっているとこ

ろでありまして、それぞれ皆さんの思いで、期間的にはいろいろあろう

かと思いますが、やはりうちで育つ子ども達をきちっとしていくという

のが強い思いであります。そういうことから今回提案をさせて頂いてい

るということであります。 

議  長   １番 熊木君。 

熊木議員   準備委員会の中での、その地域住民へ与える影響と言うか、その辺の

(再々質問)  ことは考えられて、すぐ１月２８日に文書を出していたんでしょうか。 

その１点だけお願いします。 

議  長   町長。 

町  長   準備委員会についての構成ということで、各学校にお願いをしている

(再々答弁)  ところでありますが、これはやはり進める上で、採択になった時に速や 

かに進めていくのが私達の務めであります。ですからそういう準備もさ

せて頂いていると。ただ、まだ委員会を開催している訳ではございませ

んが、そういう思いを持ちながら、そして早く地域の方の声も取り入れ

ながらやっていくべきではないかなということから、そういう準備はさ

せて頂いている事実であります。 

議  長   他にご質疑ございませんか。 

 ３番 側瀬 敏彦君。 

側瀬議員   教育の観点からは、私は何も言うことはないと思っています。そこま 

で教育委員会の方でやって頂いたのであれば、町長部局の方でなぜその

後のことについて早急にやらないのか、私はその辺が不思議だと思いま
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す。その１つの理由として、町長はものが決まってから跡地利用とか、

そういう形のものを言っていますけども、やはり私は夕張太の場合は、

特に町長も同じ場所に住んでいるという中で地域性というのは十分理

解をしているだろうと思いますし、やはり学校を中心に進んできた地域

だと思っています。そして新たな事業もそこに展開される、目の前に迫

っている地域と思っています。ただ財政難でそのことは進めなかったと

いうだけの話です。その時に販売戦略から何からを考えても、どうして

も学校というのは、町長は特に分かっていると思うんですけどもその辺、

そうであれば、学校が教育の観点から考えて統合されるのであれば、そ

の跡地利用がどう公的に利用されるかということを地域住民にいち早

く示すべきであると、私はそういうふうに思っています。決まってから

という形で、もしかしたら同じことが２回起きるかもしれないんです。

その１点としては、私は保育所の跡地の利用です。未だかつてコンパネ

を貼ったまま、あのまま何も利用されていない。また同じことが起きる

のではないのかなと、私はその辺を懸念する訳でございます。また、そ

の地域の人達もそういうことを十分懸念していると思います。そうであ

れば、教育委員会から出されたら、やはりいち早く住民に、やはり教育

を犠牲にする訳にはいかないとみんな考えています。子どもを犠牲にし

て地域づくりをする訳にはいかないと、そういうふうには、しっかりと

その地域は思っています。それを子どものため、教育のため、結局反対

している人間が、結局その教育、子どもの教育を阻害しているような言

い方になってくるかと、そういうふうに私は聞こえるんですけども、そ

の辺、町長、本当にその跡地の利用についていち早く明確にできるのか

どうか。特にあそこは防衛省の施設ということで、やはり予算を投下し

てもらっている段階で、防衛省に対してもしっかりとした跡地利用が望

まれると。また、地域がそこを中心にどうやって活性化できるかという

ことを町長なりに、個人的な意見で良いですから示して頂きたいと、そ

のように思います。 

議  長   町長。 

町  長   側瀬議員のご質問にお答えをいたします。当然跡地利用については、 

先ほども議員からもありましたように、地域の皆さんともご相談はさせ

て頂きますが、町としてもどうあるべきかということでお示しはさせて

頂きたいなというふうに思っています。それで跡地利用の問題、これは

一緒に出して、そうしたら跡地の条件が良いから学校の統廃合が良いの

かと、そういう問題ではないと私は思います。あくまでも教育の観点か

らどうあるべきか、子ども達にとってどうあるべきかということを考え

ていくべきだろうというふうに、私はそういうふうに思ったところであ

ります。ですから、これから地域の方の利活用を含めて、どういう施設

として残していくのが良いのかどうか、この辺を十分勘案して示してい

きたいなというふうに思っていますし、当然夕張太の保育所の問題をご

指摘頂きましたけども、保育所の部分についてはいろいろ制約があって、

その期限が切れるまで使いづらい、なかなかこれは、お願いはしており
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ますけれども、なかな外れない問題がございまして、もう間もなく外れ

るだろうと思いますが、そういう年月が必要であります。しかし、学校

については今のところ、いろいろ調べさせて頂いている中ではそういう

制約がないようでありますから、当然そのことも含めて跡地利用につい

ては考えていきたいと。でき得ればあそこの地域が発展するような跡地

利用の形がとれれば良いなと、なおかつ住民の方々が利用できる施設と

しても使えれば良いなと、そんな思いをしながら、これから私達の考え

方も示しながら、そして地域の皆さんが、また出てきた部分を、一緒に

なって地域の発展のための小学校の跡地利用として使えるように努力

をしていきたいなと、そんなふうに思っています。 

議  長   ３番 側瀬君。 

側瀬議員   町長とはその辺については一定線確執を持った中で、なかなか整合は

(再質問)  とれないなと私は思っています。特に昨日の病院の話もそうですけども、 

やはり町長は１つ決まった気持ちを持って信念を通していると思いま

すので、これ以上話しても平行線だと思います。特に夕張太、これから

議会で１つの大きな採決をする段階です。また、町長は常々住民の前に

行くと、このことは議会で決めた、教育委員会で決めたという言葉が常

に出されるので、その辺についても注意して配慮して頂きたいなと思い

ます。特に夕張太地域、次の販売戦略にも関わることですので、そのこ

とを、出た答えに対して明確に町長も進んで頂きたいと、そのように思

います。 

議  長   只今の発言は要望でありますか。 

側瀬議員   はい。 

議  長   他にご質疑ございますか。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 始めに反対討論を許します。１番 熊木 惠子君。 

熊木議員   議案２７号 南幌町立学校設置条例の一部を改正する条例制定に反

対する討論をいたします。今定例会に提案された議案第２７号 南幌町 

立学校設置条例の一部を改正する条例制定、これは町内に３校ある小学

校を１校に統合し、２４年４月、新しい学校を開校するというものです。

昨年、夕張太地域づくり委員会から請願が出されていた、夕張太小学校

の存続を求める請願は、本年１月の臨時議会において賛成少数で否決さ

れ、残念ながら不採択となりました。私は昨日の一般質問の中でも申し

上げましたが、学校の統廃合は十分な議論を重ね、地域住民、保護者の

納得の上で決定されなければならないと考えるものです。請願に対する

賛成討論の中でも繰り返し述べましたが、地域の方の思いは、ただ単に

学校を残して欲しいということだけではなく、地域づくりという視点か

ら、この南幌町の将来、そしてこの夕張太地域をどのように考えている

のかと問うものでした。人口が減少している我が町にとって、どうすれ

ば人口が減らずに済むのか、そして住んでいる人達がこの町に住み続け
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たいと思うようにするには何が必要なのか、夕張太地域にとっては、地

域の先住者の深い繋がり、学校を１つの媒体にして、子どもも大人も地

域での繋がりを大事にしながら新しい住環境をつくってきました。１０

０戸の新しい団地は残り２区画、そして６４区画の住環境整備稲穂西地

区事業が未整備のまま置かれています。札幌からの玄関口、この地域が

開発されることにより、子育て世代や熟年層の人口増が望めます。確か

に不況と社会経済の不安定から簡単に入居に繋がるかは未知数ですが、

保育所もなくなった、学校もない所に人は住居を求めてきません。学校

を閉校するのは思いとどまるべきです。 

 南幌町は、第５期総合計画の中にも随所に出てきますが、緑豊かな田

園都市として発展してきました。しかし、バブルの崩壊、工業団地の振

興が進まない中、近年は人口減にあえいでいます。地域の特性を活かし、

基幹産業の農業が町の発展や、団地に住む町民が地元の安心できる野菜

や南幌のお米を消費することにより、産業としっかり結びついたまちづ

くりができるのではないでしょうか。また、札幌圏に近く、地理的条件

では他にない好条件を備えています。フラットで住みやすい町には、福

祉、教育、介護が充実していることで、高齢化社会に対応するまちづく

り政策を示すことで未来が豊かになります。 

 公立小中学校の統合については、文科省の通達第４３１号でも学校統

廃合の意義及び学校の適正規模については、学校規模を重視するあまり

無理な学校統合を行い、地域住民との間に紛争を生じたり、通学上著し

い困難を招いたりすることは避けなければならない、また小規模学校に

は教職員と児童生徒との人間的なふれあいや個別指導の面で、小規模校

としての教育上の利点も考えられるので、総合的に判断した場合、小規

模学校として存置する、そして充実する方が好ましい場合もあることに

留意することとされています。このような観点で考えても、拙速に統廃

合を進めるべきではないと考えます。どうか議員各位が今一度深く考え、

賢明なる判断をして頂きたいと心からお願いして、反対討論を終わりま

す。 

議  長   次に賛成討論を許します。 

 ７番 落合 進君。 

落合議員   議案第２７号 南幌町立学校設置条例の一部を改正する条例制定案

に賛成の立場で討論いたします。小学校の統廃合につきまして教育委員 

会は、少子化が進む中で児童数の減少が予想されることから、子ども達

のより良い教育環境を整えるため、南幌町立小学校適正規模・適正配置

基本方針を定め、その中でクラス替えが可能となる１学年２学級以上が

望ましいことから、３校を１校とする方針を示しました。学校設置者で

ある町長も同様の方針であり、私も３校を統合することに賛成するもの

であります。 

 今日までの間、昨年５月、６月には、教育委員会による保護者説明会

及び住民説明会や、更に１０月には保護者・住民説明会が開催され、方

針内容の説明を行っております。当然我々議員にもその都度説明があっ
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たところであります。昨年１１月に夕張太地域づくり委員会から、夕張

太小学校の存続に関する請願があり、総務常任委員会において各関係者

から意見聴取を行い、慎重審議の結果、委員会採決は審査意見を付して

請願を不採択としており、本年１月の臨時会においても、同様の不採択

となったものであります。夕張太小学校の存続に関する請願が不採択と

なったことは、平成２４年４月の小学校の統合を議会が認めたことであ

り、これを受けて町長が今回条例改正案を提案したことは当然であると

理解すべきであります。議会は請願を不採択としたことで、既に小学校

の統合にゴーサインを出しておりますので、この学校設置条例改正案に

賛成するのは当然のことであります。 

 以上のことから、私は議案第２７号 南幌町立学校設置条例の一部を

改正する条例制定に賛成するものであります。議員各位の賢明なるご判

断をお願い申し上げ、賛成討論といたします。ご賛同賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

議  長   他に討論のご発言があれば発言を許します。 

 ３番 側瀬 敏彦君。 

側瀬議員   平成２３年第１回定例議会において提出された、議案第２７号 南幌 

町立学校設置条例の一部を改正する条例制定に反対する立場で討論を

いたします。南幌町小学校適正配置等検討委員会及び教育委員会が示し

た南幌町３小学校の統合に向けた基本方針を考慮した、南幌町小学校に

対して、学校規模に対しては教育部局も通したものとして理解するとこ

ろでございます。夕張太地域から出された夕張太小学校の存続に関する

請願は、議会として教育の観点から請願は不採択と結論を出した次第で

すが、我が町は他の自治体の学校統廃合とは、町長部局から見た場合、

全くの異質の情景と背景があると私は判断をする次第でございます。特

に札幌圏の玄関、夕張太地域は、住環境整備稲穂西地区事業での６４宅

地の造成部分が未造成のまま、現状の状況でございます。この事業は国

の補助事業であり、南幌町として宅地造成をしていかなくてはならない

事業と認識しております。稲穂団地２宅地と合わせ６６宅地の販売促進

のために、夕張太小学校はなくてはならない販売戦略の唯一の公共施設

でございます。 

 多くの地域住民も、地域エゴではなく、夕張太小学校を地域の核とし

て、３世代交流、連合運動会、盆踊り、夕張太総合スポーツクラブと、

学校を中心に住民がともに歩んでいる地域でもございます。夕張太小学

校も現段階では複式学級の現状にもかかわらず、保護者全体の８３％以

上が存続を強く望んでおります。小学校統合準備委員会委員を選出しな

い現状下にあることも、議員各位もご存知のことと思います。町の人口

推移だけでなく、学校規模を決めることは、将来の南幌町の発展、地域

の歩みを止めることに繋がりかねないと思います。国ではゆとり教育か

ら国際社会に通用する教育の方向に転換させようとしていますが、夕張

太小学校もこのことを十分認識して、例えば英語教育の始まる５年生か

ら、本校に学ぶ４年生以下の分校制にするような特色ある学校の構築を



 １１７

考えられないかと私は思う次第でございます。 

 町民の代表である議員として我が町の将来構想を思う時、何が町の活

性化か、独自性かを現時点で考える時に、南幌町として現況を把握して、

再度町長部局で町の将来を考慮して、南幌町小学校適正配置を、町の施

策を含め時間をかけて、統合した場合の子ども達の通学体系、サポート

体系、跡地跡施設の利用計画などを出された時点で要件を論議、検討し

て、少なくとも夕張太西団地の造成、販売状況を見てから判断すべきで

あると私は考えている次第でございます。この段階で、今の段階で結論

を出すのは拙速と考えております。私は厳しい財政状況において、本町

にとって町の財政的観点、将来展望を含め、町の現況を理解し、これか

らのまちづくりの得策を今一度、特に南幌町の自立を主張した議員諸君

にはもう一度考えて頂きたい、そういうふうに思う次第でございます。

どうか議員各位の深い理解とご賛同をよろしくお願い申し上げ、私の反

対討論といたします。 

議  長   他に討論のご発言があれば発言を許します。 

 （なしの声） 

 討論がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。採決にあたりましては起立採決を行います。 

 議案第２７号 南幌町立学校設置条例の一部を改正する条例制定に

ついて、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立６名、着席４名） 

 どうぞご着席下さい。 

 賛成起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

 １０時５０分まで休憩いたします。 

（午前１０時３６分） 

（午前１０時５０分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 ●日程３３ 議案第２８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２８号 北海道町村議会議員公務災害 

補償等組合規約の変更につきましては、広域紋別病院企業団の加入に伴

い、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約別表第１の変更につい

て協議するため本案を提案するものであります。詳細につきましては総

務課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長   それでは議案第２８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約の変更についてご説明を申し上げます。北海道町村議会議員公務災害 
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補償等組合規約の一部を変更する規約。北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令許可）の一部を

次のように変更する。別表第１に「広域紋別病院企業団」を加える。附

則といたしまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。以上

で説明を終わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 ●日程３４ 議案第２９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更

についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２９号 北海道市町村総合事務組合規 

約の変更につきましては、広域紋別病院企業団の加入に伴い、北海道市

町村総合事務組合規約別表第１（第２条関係）組合を組織する地方公共

団体及び広域連合欄及び別表第２（第３条関係）の共同処理する団体の

変更について協議するため本案を提案するものであります。詳細につき

ましては総務課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長   それでは議案第２９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いてご説明を申し上げます。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変 

更する規約。北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村

第１９７３号指令）の一部を次のように変更する。別表第１中「オホー

ツク総合振興局（２３）」を「オホーツク総合振興局（２４）」に改め、

「網走地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を加える。別表

第２第９項中「北見地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を

加える。附則といたしまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施

行する。以上で説明を終わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
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 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原

案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

 ●日程３５ 発議第１号 総務常任委員会、産業経済常任委員会、議

会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   ３委員会の所管事務調査につきましては、定例会ごとの承認案件でご 

ざいます。提案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認することに決

しました。 

 ●日程３６ 報告第３号 南幌町土地開発公社経営状況報告につい

てを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、報告第３号 南幌町土地開発公社経営状況報 

告につきましては、地方自治法の規定により、平成２３年度における南

幌町土地開発公社の予定経営状況について報告するものであります。詳

細につきましては土地開発公社事務局長が説明いたしますので、ご承認

賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。土地開発公社事務局長。 

土地開発公社事務局長   報告第３号 南幌町土地開発公社経営状況報告についてご説明申し

上げます。資料としてお配りしております平成２３年度南幌町土地開発 

公社事業計画及び予算につきましては、２月２８日に開催いたしました

公社理事会で承認を頂いておりまして、本定例会には予定経営状況とし

てご報告させて頂きます。 

 資料のご説明の前に、平成２２年度の企業誘致活動状況について若干

ご報告させて頂きます。本年度の企業誘致活動につきましては、昨年の

第１回議会定例会でご説明させて頂いたとおり、平成２２年度南幌工業

団地販売戦略に沿って、企業誘致活動や広告宣伝活動、新規立地企業応

援キャンペーンなど今日まで取り組んできております。しかしながら、

現時点で本年度中の誘致実績が見込めない状況となっておりまして、先
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日、町の一般会計補正予算の審議によりご承知のことと存じますが、本

年度の公社借入金元利償還財源につきましては、町から利子分の補助と

元金分の貸付支援を頂いて償還対応することとしております。また、企

業との接触や訪問活動状況につきましては、２月末時点で２７社５７回

の訪問活動を実施しておりまして、現在、進出有力企業と位置付けてお

ります業務用レンタルマット洗浄企業とは、今年９月の操業を目指して

最終段階の協議を行っているところでございます。その他の接触企業の

状況は、現時点ではまだ継続段階ということで、担当者レベルによりま

す月例企業誘致活動会議で接触状況等を確認しつつ、定期的に訪問を行

っております。また、新規接触企業の発掘に向けた取り組みといたしま

しては、札幌市をはじめ江別市、北広島市内の金融機関や北海道立地支

援センター等への訪問、企業誘致調査で抽出した企業約３００社へキャ

ンペーンのＰＲを兼ねてのダイレクトメールの発送など、あらゆる広告

宣伝活動を行ってきております。 

 以上、平成２２年度の企業誘致活動状況のご報告を終わらせて頂き、

本題であります平成２３年度の事業計画及び予算についてご説明させ

て頂きます。まず資料の１ページをお開き下さい。平成２３年度の公社

借入金の元利償還額につきましては、約１億４，５００万円と見込んで

おりまして、事業計画ではその償還財源を公社独自で準備が必要な分譲

賃貸面積を基本に計画を作成しております。１番、用地売却事業では、

南幌工業団地キャンペーン対象地で１万６，９６１．８３㎡、ふれあい

タウン稲穂の残り２区画９３３．４０㎡を分譲する計画としております。

次に２番、用地賃貸等事業では、既に賃貸契約済みの２社分８，０８７．

９８㎡の他に、平成２３年度に成約が見込まれております業務用レンタ

ルマット洗浄企業１社分を加えた合計１万２７０．９８㎡を賃貸する計

画としております。次に３番、造成事業の夕張太西地区整備事業につき

ましては、ご承知のとおり宅地造成事業は休止しておりますが、公社で

はこれまで民間の力を借りての宅地造成事業実施の可能性を模索して

きているということから、平成２３年度も継続していくということで、

本事業に掲載させております。２ページをお開き下さい。４番、受託事

業につきましては、記載のとおり平成２３年度もこの３つの受託事業を

予定しております。 

 以上で平成２３年度の事業計画のご説明を終わらせて頂きますが、こ

の計画を実現するための取り組みとして南幌工業団地販売戦略を策定

しておりますので、簡単にご説明させて頂きます。配付資料の後ろから

２枚目の資料１をご覧下さい。上段の販売目標でございますけれども、

本年度の実績を踏まえまして、分譲、賃貸いずれか１社以上の成約を目

標として掲げております。具体的な取り組みといたしましては、記載の

とおり企業誘致訪問活動、広告宣伝活動につきましては大半が継続して

取り組む内容になっておりますけれども、特に平成２３年度におきまし

ては、企業誘致調査で抽出された道内企業約５０社を対象とした計画的

な訪問活動、次のページの資料２でございますけれども、平成２２年度
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のキャンペーン内容をそのまま継続して実施する新規立地企業応援キ

ャンペーンを活用して、何とか事業計画達成に向けて最大限努力して参

りたいと考えております。 

 続いて予算の内容についてご説明させて頂きます。６ページにお戻り

下さい。まず収益的収入予算でございます。事業計画でご説明させて頂

いたとおり、平成２３年度の元利償還財源を確保すべく、南幌工業団地

等の売却及び賃貸収益と、北海道住宅供給公社のみどり野団地管理受託

事業収入、晩翠工業団地等の処分済地の雑草刈取料を計上しておりまし

て、１億５，７６２万１，０００円の予算額となっております。 

 次に８ページをお開き下さい。収益的支出予算では、収入予算で事業

収益として計上した工業団地等の売却及び賃貸分の事業原価、工業団地

販売戦略に基づく企業誘致活動経費や広告宣伝費、長期借入金償還利息

額、みどり野団地等の雑草刈取委託料などを計上しておりまして、１０

ページ下段のとおり１億１，９３７万９，０００円の予算額となってお

ります。 

 次に１１ページでございます。資本的収入及び支出予算につきまして

は、収入は科目設定のみの予算となっております。１２ページの支出で

は長期借入金償還元金額を計上しておりまして、１億１，３３３万３，

０００円の予算額となっております。 

 １３ページ以降の財務諸表関係につきましては、只今ご説明させて頂

いた予算内容で計画どおり執行された場合の年度末の経営状況を示し

ております。詳しい説明は省略させて頂きますが、１４ページの損益計

算書では、平成２３年度の純利益は約３，８００万円を見込んでおりま

して、次の１５ページの貸借対照表では、資本合計がマイナス８億１，

５００万円に減少する見込みとしております。 

 以上で平成２３年度南幌町土地開発公社事業計画及び予算の説明を

終わらせて頂きます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 報告第３号 南幌町土地開発公社経営状況報告については報告済と

いたします。 

 ●追加日程１ 発議第２号 地域医療存続のための医師確保に関す

る意見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   提出者より提案理由の説明を求めます。２番 白倉 健一君。 

白倉議員   （朗読により説明する。） 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに
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採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 発議第２号 地域医療存続のための医師確保に関する意見書の提出

については、提案のとおり採択することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに決

しました。 

 ●追加日程２ 発議第３号 住民の安全・安心なくらしを支える交通

運輸行政の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   提出者より提案理由の説明を求めます。１番 熊木 惠子君。 

熊木議員   （朗読により説明する。） 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 発議第３号 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実

を求める意見書の提出については、提案のとおり採択することにご異議

ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに決

しました。 

 ●追加日程３ 発議第４号 幼保一体化をやめ、国が保育に責任を持

つことを求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   提出者より提案理由の説明を求めます。１番 熊木 惠子君。 

熊木議員   （朗読により説明する。） 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 発議第４号 幼保一体化をやめ、国が保育に責任を持つことを求める

意見書の提出については、提案のとおり採択することにご異議ありませ
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んか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに決

しました。 

 追加日程５ 報告第４号より追加日程７ 議案第３０号までの３議

案を日程に追加し議題といたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって追加日程５ 報告第４号より追加日程

７ 議案第３０号までの３議案を追加いたします。 

 ●追加日程５ 報告第４号 平成２３年度各会計予算及び関連条例

の審査報告についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   審査報告について予算審査特別委員長より報告願います。 

 ２番 白倉 健一君。 

白倉議員   平成２３年３月１４日付、南幌町議会議長 岡 眞一宛、予算審査特 

別委員長名。委員会審査報告書。本特別委員会に付託された事件は、次

のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。

議案第１５号 南幌町行政評価委員会条例制定について、議案第１６号 

南幌町児童生徒等医療費の助成に関する条例制定について、議案第１７

号 平成２３年度南幌町一般会計予算、議案第１８号 平成２３年度南

幌町国民健康保険特別会計予算、議案第１９号 平成２３年度南幌町病

院事業会計予算、議案第２０号 平成２３年度南幌町下水道事業特別会

計予算、議案第２１号 平成２３年度南幌町農業集落排水事業特別会計

予算、議案第２２号 平成２３年度南幌町介護保険特別会計予算、議案

第２３号 平成２３年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算、以上９議

案について、賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。 

議  長   平成２３年度各会計予算及び関連条例に対する討論を行います。 

 始めに反対討論を許します。 

 １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   平成２３年度予算案への反対討論。平成２３年度一般会計及び各種会 

計予算案は、我が国の経済状況が、急激な円高やデフレの影響から、雇

用情勢は依然として厳しく、景気も足踏み状態にあり、このような状況

は、本町においても、税収の減少や雇用の不安定などから、人口流出が

増加している状況にあります。 

 平成２３年度一般会計予算では、平成２２年度より１．８％減で組み

立てられています。平成２２年度と大きく変わったのは、児童生徒の医

療費助成が盛り込まれ、中学、高校生まで一部自己負担が軽減されたこ

とは、本町の少子化対策として、また近年の厳しい経済状況を考えると、

子育て支援の意味からも大きく評価するものです。しかし、今年度より

下水道料金の１０％の引き上げが決まり、２４年度、２５年度と３年間

で２０％、３０％と引き上げが実施されます。税の公平性と言いますが、
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全ての家庭にかかる負担は大きなものであります。少ない年金で細々と

生活を切り詰めている高齢者や乳幼児を抱える子育て世帯にとっても

大きな負担になります。また、全道の中でも５番目に高い国民健康保険

税は家計を大きく圧迫しています。固定資産税、軽自動車税も高く、町

民にとっては更に厳しい生活が強いられています。近年の社会情勢は、

世界的な不況により、雇用の不安定や、金融破綻による影響は、本町に

も急激に押し寄せています。住宅ローンを抱え、生活が破綻し、町を出

て行かざるを得ない町民も多く見られ、人口減にますます拍車がかかっ

ています。今こそ町民の生活を救済するための予算の組み立てが必要で

はないでしょうか。 

 平成２５年度までの自立プランに沿って、補助金のカットや住民サー

ビスのカットが行われてきました。計画の大半をこの数年で実施したこ

とや、国の地域活性化臨時交付金により、町の財政調整基金は全道の人

口比で見ても高い水準にあります。それらの基金を取り崩し、１世帯１

万円の国保税の引き下げや、中学生までの給食費の無料化、住宅リフォ

ーム助成の創設など、住民生活で今一番求められているところに財源措

置をすべきではないでしょうか。この３つの施策は、一般会計予算の約

１％あれば実現できます。 

 また、本予算には、先ほど決まりましたが、小学校統廃合に向けて、

２４年４月開校のための準備委員会設立の予算が見込まれています。学

校設置条例の一部を変更する条例が本議会に提案され、先ほど議決され

ました。議会の議決が得られる前からこのような予算を組むことには私

は納得できません。地域の住民からの学校を存続して欲しいという願い

に背を向けて拙速に進めようとする姿勢は、町民参加のまちづくりとい

う町長の執行方針からも外れるものではないでしょうか。 

 以上の問題を指摘し、平成２３年度予算に反対いたします。議員各位

の賛同を求めて反対討論を終わります。 

議  長   次に賛成討論を許します。 

 ９番 本間 秀正君。 

本間議員   今定例会に提案されました、平成２３年度南幌町一般会計予算及び６ 

特別会計予算並びに関連条例２件に賛成の立場で討論をいたします。 

 平成２３年度南幌町一般会計予算の総額は４５億３，９００万円、６

特別会計は２５億８００万円、総額７０億４，７００万円となり、南幌

町自立緊急実行プラン並びに第５期南幌町総合計画を取り込んだ内容

であります。歳入では前年比８，２００万円の減額となり、非常に厳し

い状況にあります。また歳出においては、引き続き人件費の削減や施設

の管理運営経費の削減など独自の取り組みを予定しています。更に少子

高齢化の影響により民生費の増額、特別会計では特に病院事業会計が挙

げられ、平成２３年度はマイナス予算計上となり、病院のあり方を根本

から検討し、職員全員の更なる意識改革が必要と思われます。提案され

た平成２３年度一般会計予算は、第５期南幌町総合計画、南幌町農業振

興計画の策定により、新規事業が１２事業あり、特に食育活動推進事業、



 １２５

地産地消活動推進事業、都市との交流と販路拡大事業など、基幹産業が

農業の町として、食を通じ、農業の役割や重要性を深めるためにも必要

な事業だと思います。 

 国の平成２２年度補正予算において、緊急総合経済対策を目的に配分

された地域活性化交付金事業での財政効果により、基金の取り崩しをほ

ぼ見込まない予算となっておりますが、早急に財政基盤を確立し、町民

の負担増を解消しなければなりません。南幌町自立緊急実行プランに基

づき行財政改革を行い、南幌町の将来と次代を担う子ども達が安心して

暮らせるまちづくりを目指し予算を執行していかなければなりません。 

 私は予算審査特別委員会に付託されました平成２３年度予算並びに

関連条例に賛成するものです。議員各位におかれましてもご賛同下さい

ますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長   他に討論のご発言があれば発言を許します。 

 （なしの声） 

 討論がありませんので、討論を終結いたします。 

 予算審査特別委員会の審査結果は、委員長報告のとおり可決でありま

す。 

 これより採決を行います。採決にあたりましては起立採決を行います。 

 議案第１５号 南幌町行政評価委員会条例制定について 

 議案第１６号 南幌町児童生徒等医療費の助成に関する条例制定に 

        ついて 

 議案第１７号 平成２３年度南幌町一般会計予算 

 議案第１８号 平成２３年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

 議案第１９号 平成２３年度南幌町病院事業会計予算 

 議案第２０号 平成２３年度南幌町下水道事業特別会計予算 

 議案第２１号 平成２３年度南幌町農業集落排水事業特別会計予算 

 議案第２２号 平成２３年度南幌町介護保険特別会計予算 

 議案第２３号 平成２３年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

 以上９議案について、委員長報告のとおり可決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

 （起立９名、着席１名） 

 どうぞご着席下さい。 

 賛成起立多数であります。よって本９議案は委員長報告のとおり可決

することに決しました。 

 ●追加日程６ 報告第５号 第５期南幌町総合計画基本構想の審査

報告についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   審査報告について総合計画審査特別委員長より報告願います。 

 ３番 側瀬 敏彦君。 

側瀬議員   平成２３年３月１５日、南幌町議会議長 岡 眞一様、総合計画審査 

特別委員長名。委員会審査報告書。本委員会に付託された事件は、次の
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とおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。事件

番号、議案第４号、事件名、第５期南幌町総合計画基本構想について、

審査結果、賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。 

議  長   総合計画審査特別委員会の審査結果は、委員長報告のとおり可決であ 

ります。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。採決にあたりましては起立採決を行います。 

 議案第４号 第５期南幌町総合計画基本構想について、委員長報告の

とおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立９名、着席１名） 

 どうそご着席下さい。 

 賛成起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり可決する

ことに決しました。 

 ●追加日程７ 議案第３０号 課設置条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長   （朗読する。） 

議  長   理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第３０号 課設置条例の一部を改正する 

条例制定につきましては、組織の見直しに伴い本案を提案するものであ

ります。詳細につきましては総務課長が説明いたしますので、よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長   それでは議案第３０号 課設置条例の一部を改正する条例制定につ

きましてご説明を申し上げます。別途配付しております議案第３０号関 

係資料新旧対照表をご覧頂きたいと思います。課設置条例の一部を改正

する条例制定に合わせまして、附則で南幌町議会委員会条例並びに南幌

町総合農政推進協議会設置条例の一部をそれぞれ改正するものでござ

います。 

 まず始めに課設置条例の一部を改正する条例制定につきましてご説

明を申し上げます。２ページをご覧頂きたいと思います。右側が改正前、

左側が改正後、アンダーライン部分が改正となります。改正前、第１条

第６号「産業建設課」を、第６号「産業振興課」、第７号「都市整備課」

に改めるものでございます。附則といたしまして、施行期日、第１項、

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。南幌町議会委員会条例

の一部改正、第２項、南幌町議会委員会条例（昭和６２年南幌町条例第

９号）の一部を次のように改正する。南幌町総合農政推進協議会設置条

例の一部改正、次ページに参ります。第３項、南幌町総合農政推進協議

会設置条例（昭和６２年南幌町条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 
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 次ページに参ります。第２項で謳われております南幌町議会委員会条

例の一部改正でございます。第２条第２号中、「産業建設課」を「産業

振興課、都市整備課」に改めるものでございます。附則といたしまして、

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 次ページに参ります。南幌町総合農政推進協議会設置条例の一部改正

でございます。第６条中「産業建設課」を、同じく第６条「産業振興課」

に改めるものでございます。附則といたしまして、この条例は、平成２

３年４月１日から施行する。以上でございます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第３０号 課設置条例の一部を改正する条例制定については、原

案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

しました。 

以上で本定例会に提案されました全ての議案審議が終了いたしました。

只今をもって閉会いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会は只今をもって閉会といたし

ます。 

 大変長い間ご苦労様でした。 

（午前１１時４５分） 
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